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雄

東
北
地
方
に
は
多
く
の
歌
枕
が
あ
り
、
｢奥
の
細
道
｣
の
芭
蕉
は
各
地
の
歌

枕
を
訪
問
し
て
い
る
。

東
北
地
方
所
在
の
歌
枕
の
一
つ
に

｢壷
碑

(つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
)｣
が
あ
る
。

い
し
ぶ
み
や
つ
が
る
の
を
ち
に
あ
り
と
き
く
ぇ
そ
世
の
中
を
思
ひ
は
な
れ
ぬ

藤
原
清
輔

み
ち
の
く
の
壷
の
碑
あ
り
と
き
く
い
っ
れ
が
恋
の
さ
か
ひ
な
る
ら
ん
寂
蓮
法
師

お
も
ひ
こ
そ
千
島
の
奥
を
隔
て
ね
ど
え
そ
通
は
さ
ぬ
っ
ぼ
の
石
文藤
原
顕
昭

み
ち
の
く
の
奥
ゆ
か
し
く
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
外
の
は
ま
風

西
行
法
師

み
ち
の
く
の
い
は
て
し
の
ぶ
は
え
ぞ
し
ら
ぬ
か
き
尽
し
て
よ
壷
の
碑源
頼
朝

壷
碑
を
歌
っ
た
こ
れ
ら
の
和
歌
に
は
、
今
の
青
森
･
岩
手
･
宮
城
三
県
に
当

た
る
国
名
の

｢
み
ち
の
く
｣
の
ほ
か
に
陸
奥
国
内
の

｢
つ
が
る
｣
、
｢
い
は
て
｣
、

｢し
の
ぶ
｣
な
ど
の
地
名
が
織
り
込
ま
れ

(｢外
の
浜
｣
も
現
在
津
軽
半
島
東

岸
を
指
す

｢外
が
浜
｣
と
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。)、
陸
奥
の
イ
メ
ー
ジ

と
の
深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
｢え
ぞ
を
通
わ
せ
な
い
｣
｢
さ
か

ひ

(境
)｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。

宮
城
県
の
多
賀
城
遺
跡
は
古
の
陸
奥
鎮
守
府
が
所
在
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
南
門
跡
の
す
ぐ
そ
ば
に
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
余
り
の
石
碑
が
木
造
の
覆
屋

(お
お
い
や
)
に
覆
わ
れ
て
建

っ
て
い
る
。
碑
文
は
、

多
賀
城
去
京
一
千
五
百
里

去
蝦
夷
国
界
一
百
廿
里

去
常
陸
国
界
四
百
十
二
里

去
下
野
国
界
二
百
七
十
四
里

去
株
謁
国
界
三
千
里

に
始
ま
り
、
続
い
て
城
の
修
造
の
経
緯
が
簡
潔
に
記
さ
れ
、
末
尾
に
天
平
宝
字

六
年

(西
暦
七
六
二
年
)
十
二
月
一
日
と
碑
の
建
立
日
の
日
付
が
あ
る
。

こ
の

｢多
賀
城
碑
｣
は
、
長
い
間

｢壷
碑
｣
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
一
六
六

〇
年
に
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
、
｢
こ
れ
こ
そ
壷
碑
｣
と
の
説
が
唱
え
ら
れ
、
水

戸
光
圀
が
仙
台
藩
主
伊
達
綱
村
に
碑
の
保
護
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
お
陰
で
三
百
数
十
年
を
経
た
今
日
ま
で
風
雨
か
ら
守
ら
れ
て
良
好
に
保
存

さ
れ
、
覆
屋
の
格
子
越
し
に
碑
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
芭
蕉
が
こ

の
碑
を
訪
ね
見
た
感
激
を

｢奥
の
細
道
｣
に

｢壷
の
碑

市
川
村
多
賀
城
に
あ

り
!
!
｣
と
記
し
た
こ
と
も
力
と
な
っ
て
、
｢多
賀
城
碑
=
壷
碑
｣
説
が
定
着

し
た
の
で
あ
ろ
う
o

と
こ
ろ
が
一
七
六
〇
年
に
水
戸
の
地
理
学
者
長
久
保
赤
水
に
よ
り
異
説
が
唱



ぇ
ら
れ
た
。
即
ち
、
多
賀
城
碑
は
古
歌
の
壷
碑
で
は
な
く
、
真
の
壷
碑
は
南
部

(青
森
県
東
部
か
ら
岩
手
県
の
大
半
に
及
ぶ
南
部
氏
領
)
の
坪
村
に
あ
り
、
日

本
中
央
と
題
し
た
も
の
で
、
今
は
失
わ
れ
て
い
る
と
の
説
で
あ
る
。
憎
顕
昭
の

｢袖
中
抄
｣
(鎌
倉
時
代
成
立
)
に

｢都
母
の
石
ぶ
み
｣
の
由
来
と
し
て
、
坂

上
田
村
麻
呂
将
軍
が
弓
の
は
ず
で
石
の
面
に
日
本
中
央
の
由
を
書
き
つ
け
た
と

紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
文
献
や
古
歌
か
ら
考
証
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
は
、
多
賀
城
碑
と
壷
碑
を
切
り
離
し
て
考
え
る
見
方
が
多
数
と
な
っ
た
。

以
上
の
経
緯
は
、
多
賀
城
跡
の
近
く
に
あ
る
東
北
歴
史
資
料
館
の
｢解
説
シ
ー

ト
｣
(リ
ー
フ
レ
ッ
ト
)
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
解
説
シ
ー
ト

に
は
、
｢南
部
坪
村
｣
に
該
当
す
る
青
森
県
東
北
町
で
昭
和
二
十
四
年
に
発
見

さ
れ
た
日
本
中
央
の
文
字
を
記
し
た
石
を
写
真
入
り
で

｢伝
説
の
"壷
碑
“
で

は
な
い
か
と
話
題
を
よ
ん
だ
｣
と
紹
介
し
、
多
賀
城
碑
･
南
部
壷
碑
の
両
者
と

も
壷
碑
と
す
る
に
は
根
拠
が
乏
し
い
と
し
て
い
る
o

多
賀
城
碑
の
雄
大
な
碑
文
と
覆
屋
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い
は
心
ひ
か
れ
る
も

の
が
あ
っ
て
何
度
か
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
る
時
す
ぐ
そ
ば
の
東
北
歴
史

資
料
館
に
入
っ
て
手
に
し
た
解
説
シ
ー
ト
を
読
ん
で
、
意
外
に
も

｢多
賀
城
=

壷
碑
｣
説
は
通
説
の
地
位
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
同
時
に

｢日
本
中

央
｣
と
記
さ
れ
た
奇
妙
な
石
へ
の
興
味
が
湧
い
て
き
た
。

東
北
町
で

｢日
本
中
央
碑
｣
に
対
面
し
た
の
は
昨
年
の
春
の
事
で
あ
る
。
こ

の
碑
は
殆
ど
自
然
石
の
形
態
を
残
し
て
お
り
、
碑
面
が
下
に
な
っ
て
い
た
の
を

地
元
の
川
村
種
古
氏
が
馬
魂
碑
の
材
料
を
捜
し
て
い
る
う
ち
に
東
北
本
線
の
線

路
付
近
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
弱
、
碑
の
文
字
は

｢日
本
中
央
｣
の
四
字
の
み
、
字
の
彫
り
は
浅
く
、
書
体
も
素
朴
で
あ
る
。
碑

は
国
道
四
号
沿
い
に
新
築
間
も
な
い
保
存
館
に
収
容
さ
れ
、
館
内
で
直
接
見
る

こ
と
が
で
き
る
o

こ
の
付
近
は
旧
南
部
領
で
、
坪
、
石
文
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
ま
た
、
近
く

の
千
曳
神
社
に
は
巨
石
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
何
種
類
か
の
伝
承

が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
壷
碑
と
こ
の
地
域
を
結
び
つ
け
て
考
え
る

要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
中
央
碑
の
発
見
後
、
真
偽
を
め
ぐ
っ

て
論
争
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
地
元
の
人
は
論
争
を
超
越
し
て
碑
を
大
切
に
保

存
し
て
い
る
。
保
存
館
内
に
は
伝
承
を
テ
ー
マ
と
す
る
児
童
生
徒
の
作
品
が
展

示
さ
れ
、
楽
し
め
る
館
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
承
の
世
界
の
田
村
麻
呂
将
軍
は
何
故
蝦
夷
勢
力
と
京
の
朝
廷

勢
力
と
の
境
界
領
域
で
あ
る
み
ち
の
く
の
奥
の
地
に
奇
想
天
外
な
｢日
本
中
央
｣

の
碑
を
残
す
の
で
あ
ろ
う
か

(田
村
麻
呂
は
青
森
県
域
ま
で
到
達
し
て
い
な
い

と
い
う
の
が
歴
史
の
定
説
で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
)。
奇
妙
で
あ
る
だ
け

に
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
伝
承
で
あ
る
。
あ
る
説
で
は
、
｢
ひ
の
も
と
｣
と
は
か

つ
て
東
北
地
方
の
呼
称
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
央
で
あ
る
と
言
っ
て
も
的
外
れ
で

は
な
い
と
い
う
。
別
の
説
で
は
北
海
道
及
び
そ
れ
以
北
を
も
含
め
て
日
本
の
領

域
で
あ
る
と
の
主
張
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
。
坂
上
田
村
麻
呂
は
、
軍
事
力

の
行
使
よ
り
は
む
し
ろ
平
和
的
手
段
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
争
乱
を
鎮
静
し

た
と
い
う
説
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
私
も
、

｢今
は
二
つ
の
勢
力
の
境
界
で
あ
り
、
各
々
の
勢
力
に
と
っ
て
は
果
て
の
地
で

あ
る
が
、
こ
の
地
域
が
開
発
さ
れ
、
豊
か
に
発
展
す
れ
ば
、
未
来
に
は
日
本
の

中
央
に
も
な
る
の
だ
。｣
と
土
地
を
賞
讃
し
住
民
を
激
励
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
の
説
を
思
い
つ
い
た
。
全
く
あ
り
得
な
い
解
釈
で
も
な
い
と
思
う
。

先
日
、
日
本
海
を
真
中
に
し
て
シ
ベ
リ
ア
、
中
国
、
韓
国
、
日
本
を
北
西
方

向
か
ら
見
る
地
図
を
見
た
。
日
本
列
島
は
太
平
洋
が
上
方
に
な
り
、
北
陸
、
山

陰
が
手
前
に
な
っ
て
い
る
。
前
か
ら
あ
る
も
の
ら
し
い
が
私
は
初
め
て
で
あ
っ

た
。
日
本
海
沿
岸
の
各
国
の
都
市
の
位
置
関
係
を
た
ど
っ
て
み
や
す
く
、
普
段

見
慣
れ
た
地
図
と
は
ず
い
分
異
な
る
印
象
を
受
け
、
環
日
本
海
と
い
う
テ
ー
マ

に
現
実
性
を
感
じ
た
。

こ
の
地
図
に
は
半
径
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
同
心
円
が
描
か
れ
て
お

り
、
中
心
点
を
捜
す
と
富
山
市
で
あ
っ
た
。
私
は
富
山
に
も
日
本
中
央
の
石
碑

を
建
て
て
み
た
い
と
思
っ
た
。



踵
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轡
藁
癈
癪
巍
る

料
金
水
準
抑
制
へ
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対
応
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稲
田
大
学
教
授

杉
山

雅
洋

料
開
放
の
日
は
計
算
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
維
持
管
理
有
料
制
は

結
果
と
し
て
こ
の
種
の
疑
問
を
追
認
す
る
形
と
な
っ
た
た
め
、
各
紙

が
こ
こ
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
答
申
の
中
で
は
維

持
管
理
有
料
制
は
ひ
と
つ
の
提
案
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
も

大
い
に
議
論
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
率
直
な
実
感
で
あ
る
。

中
間
答
申
を
筆
者
な
り
に
は
、
①
七
、
六
〇
〇
如
か
ら
=

、
五

二
○
如
へ
、
②
早
期
整
備
の
必
要
性
と
料
金
改
定
へ
の
批
判
、
③
プ
ー

ル
制
と
プ
ー
ル
の
負
担
の
軽
減
策
、
④
償
還
制
度
の
あ
り
方
、
⑤
建

設
か
ら
管
理
へ
、
⑥
割
引
制
度
再
考
と
い
う
順
序
で
理
解
し
た
ら
ど

う
か
、
と
考
え
て
い
る
。
=

、
五
二
〇
蝋
は
四
全
総
の
｢交
流
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
構
想
｣
に
基
づ
き
、
高
速
道
路
の
利
用
機
会
の
均
等
化
と

い
う
こ
と
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
効
率

性
よ
り
も
公
平
性
が
重
視
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の

早
期
整
備
の
必
要
性
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
平
成
六
年
九
月

の
料
金
改
定
の
認
可
に
際
し
利
用
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
寄
せ

中
間
答
申
に
つ
い
て
は
本
誌
の
昨
年
一
二
月
号
で
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
用
意
さ
れ
て
い
る

の
で
、
本
稿
で
は
改
め
て
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
て
、
同
答

申
に
若
干
な
り
と
も
関
わ
り
を
も
っ
た
一
員
と
し
て
の
感
じ
方
を
、

あ
く
ま
で
個
人
的
見
解
と
し
て
綴
る
こ
と
と
し
た
い
。

中
間
答
申
が
行
わ
れ
た
昨
年
二

月
三
〇
日
の
各
紙
の
夕
刊
の
見

出
し
は
、
｢償
還
後
も
無
料
公
開
せ
ず
｣
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

も
の
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
答
申
で
は
各
種
の
方
策
が
示
さ
れ
た
が
、

そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
維
持
管
理
有
料
制
に
注
目
の
集
ま
っ
た
の
は
、

こ
れ
が
制
度
変
更
で
あ
る
の
と
共
に
、
多
く
の
人
が
か
ね
て
よ
り
無

料
開
放
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

素
朴
な
疑
問
と
し
て
、
新
規
供
用
が
な
さ
れ
る
度
に
換
算
起
算
日
が

先
送
り
さ
れ
、
こ
れ
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
無
料
と
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
無
料
公
開
の
原
則
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
声
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
則
上
は
無



ら
れ
た
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
料
金
水
準
の
高
さ
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
内
外
価
格
差
、
先
進
諸
国
の
制
度
等
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
的

を
射
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
利
用
実
感
か
ら
の

批
判
と
い
え
る
。
そ
こ
で
現
行
プ
ー
ル
制
と
プ
ー
ル
の
負
担
軽
減
策

が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
用
語
上
、
プ
ー
ル
制

は
画
一
料
率
プ
ー
ル
制
と
同
義
で
は
な
い
が
、
四
七
答
申
以
降
一
貫

し
て
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
今
回
も
全
国
レ
ベ
ル
で
の

そ
の
維
持
が
主
張
さ
れ
た
。
旧
国
鉄
時
代
末
期
に
導
入
さ
れ
た
地
域

別
運
賃
制
と
は
基
本
的
に
逆
の
料
金
制
で
あ
り
、
経
済
厚
生
上
問
題

は
あ
る
が
、
六
〇
答
申
に
お
け
る
二
分
の
一
ル
ー
ル
の
設
定
、
今
回

の
グ
ル
ー
プ
プ
ー
ル
制
試
算
で
の
非
現
実
性
か
ら
、
全
国
画
一
料
率

プ
ー
ル
制
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
第
二
束
名
･

名
神
、
大
都
市
圏
環
状
道
路
の
プ
ー
ル
参
入
に
伴
な
い
、
こ
れ
か
ら

の
プ
ー
ル
制
に
は
変
質
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
プ
ー
ル
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
一
般
国
道
自
動
車
専
用
道

路
に
よ
る
代
替
を
行
っ
た
ら
ど
う
か
と
の
提
案
が
今
回
の
答
申
の
大

き
な
特
徴
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
で
は
高
規
格
幹

線
道
路
網
早
期
実
現
の
必
要
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
代
替

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
と
い
う
点
で
問
題
な
し
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
、
長
期
的
に
は
い
ざ
知
ら
ず
、
少
な
く
と
も
短
･
中
期
的
に
は

有
効
な
方
策
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
で
償
還
対
象
経
費
の
削

減
を
模
索
し
た
上
で
、
更
に
償
還
期
間
の
延
長
、
用
地
費
の
除
外
も

提
案
し
た
。
償
還
期
間
に
つ
い
て
は
平
成
四
年
答
申
と
の
整
合
性
も

問
わ
れ
よ
う
が
、
シ
ス
テ
ム
財
と
し
て
の
道
路
を
考
え
た
場
合
、
料

金
水
準
の
低
減
に
結
び
つ
く
の
で
あ
れ
ば
検
討
に
値
し
よ
う
。
用
地

費
の
除
外
は
四
七
答
申
以
降
常
に
課
題
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
用
地
取
得
に
か
か
る
費
用
負
担
の
あ
り
方
と
い
う
点
か
ら
先

送
り
さ
れ
て
き
た
。
今
回
も
用
地
元
本
の
扱
い
で
三
案
が
示
さ
れ
た

に
と
ど
ま
り
、
そ
の
具
体
的
方
策
が
確
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
容

易
に
結
論
が
出
し
に
く
い
状
況
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

永
久
有
料
制
の
議
論
の
一
端
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
用
地
費
だ
け
で

な
く
、
施
設
費
全
体
を
除
外
す
る
方
策
、
い
っ
て
み
れ
ば
償
還
主
義

不
要
論
と
し
て
の
永
久
有
料
制
も
検
討
さ
れ
た
が
、
結
論
と
し
て
は

償
還
を
行
っ
た
上
で
の
維
持
管
理
有
料
制
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

詳
細
に
論
ず
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
も
後
者
の
方
が

現
実
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
一
、
五
二
〇
如
の
整
備
目
標
に
対
し
、

未
事
業
区
間
が
三
、
六
六
三
虹
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
管
理
段
階

を
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
維
持
･
更
新
費

の
増
大
、
受
益
と
負
担
の
公
平
、
路
線
に
よ
っ
て
は
無
料
化
に
よ
る

混
雑
助
長
の
懸
念
と
い
う
こ
と
か
ら
、
償
還
後
も
維
持
管
理
費
に
よ

る
対
応
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
そ
こ
に
は
国
民
の
理
解
が
前
提
と
さ

れ
る
た
め
、
広
範
な
議
論
の
要
が
あ
る
。
な
お
、
一
部
紙
面
で

｢欧

米
の
高
速
道
路
の
大
半
が
無
料
開
放
さ
れ
て
い
る
｣
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
有
料
化
に
動
い
て
い
る
実
情
か
ら
す
れ
ば
再
考
を
要
す
る
。

割
引
制
度
の
見
直
し
、
弾
力
化
で
盛
ら
れ
た
内
容
も
、
今
回
答
申
の

ひ
と
つ
の
特
徴
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
障
害
者
割
引

の
原
資
を
利
用
者
間
の
内
部
補
助
か
ら
国
民
全
体
の
負
担
と
す
る
の

が
筋
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
長
年
の
主
張
で
あ
る
が
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
答
申
の
一
部
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、

全
般
に
わ
た
っ
て
幅
広
い
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
よ
り
良
い
道
路

政
策
に
結
び
つ
く
こ
と
を
、
改
め
て
訴
え
た
い
。



禰
略
書
護
憲
壷
鬮
警
嘩
嚇
蕃
巍
る

も
っ
と
知
ら
れ
て
良
い
-
こ
ん
ど
の
答
峠

株
式
会
社

日
刊
自
動
車
新
聞
社
常
務
取
締
役
編
集
局
長

栗
山

ふ元
幸
-

｢;
日
本
で
は
、
高
速
道
路
は
タ
ダ
に
は
な
り
せ
ん
か
｣
(笑
)

ト
ー
ル
･
ゲ
ー
ト
を
通
過
す
る
く
る
ま
の
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
に

-
-
さ
ら
に

と
っ
て
は
、
単
に
通
行
料
金
を
精
算
し
、
領
収
書
を
受
け
取
る
相

｢は
じ
め
に
、
償
却
し
た
ら
タ
ダ
に
す
る
な
ん
て
い
う
か
ら
い

手
、
と
い
う
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
で
働
く
人
た
ち
は
、

け
な
い
｣
(笑
)
。
｢高
速
道
路
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
言

っ
て
く

い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
る
。

る
ま
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
す
ょ
ね
。
｣
(他
の
機

排
ガ
ス
で
煤
け
、
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
に
は
一
瞬
通
り
す
ぎ
る
だ

能
、
た
と
え
ば
歩
行
者
ス
ペ
ー
ス
な
ど
、
を
持
た
せ
ら
れ
な
い
も

げ
の
ゲ
ー
ト
周
辺
の
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
に
季
節
の
草
花
を
植
え

の
か
、
の
意
)
。

る
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
気
持
ち
を
な
ご
ま
せ
る
一
言
を
考
え
る
、
な

く
る
ま
の
こ
と
、
日
本
の
産
業
･
経
済
の
生
い
立
ち
に
詳
し
く
、

ど
。
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
料
金
収
受
を
い
か
に
お
互
い
に

ア
ン
チ

･
ク
ル
マ
論
者
で
は
な
い
。
そ
ん
な
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

気
持
ち
よ
く
で
き
る
か
。
有
料
道
路
制
を
、
根
っ
子
の
と
こ
ろ
で

で
エ
ッ
セ
イ
イ
ス
ト
、
国
際
漫
画
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
な
ど
も
受
賞
し

支
え
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
と
り
あ
え
ず
良
い
の
か
i
ー
-

て
い
る
T
さ
ん
と
対
談
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
開
ロ
ー
番
言
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
発
言
だ
っ
た
。

有
料
道
路
制
度
に
は
、
｢天
下
の
往
来
を
通
る
の
は
タ
ダ
｣
の
世

界
か
ら
、
戦
後
初
め
て
で
き
て
き
た
シ
ス
テ
ム
だ
け
に
、
と
り
わ

た
ま
た
ま
仕
事
が
ら
も
あ
っ
て
、
高
速
道
路
、
有
料
道
路
の
料

け
わ
が
日
本
に
は
、
日
本
の
大
衆
に
は
、
取
る
側
も
取
ら
れ
る
方

金
所
で
働
く
人
た
ち
の

“生
活
と
意
見
"
を
知
る
機
会
が
あ
る
。

も
こ
と
ほ
ど
左
様
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。



そ
れ
だ
け
に
、
い
つ
か
万
人
が
納
得
の
い
く
、
わ
か
り
や
す
い

ど
う
な
る
の
か
⑦
高
速
道
路
を
タ
ダ
に
し
た
ら
、
自
動
車
交
通
が

料
金
体
系
が
で
き
れ
ば
、
人
々
に
も
、
日
本
の
社
会
･
経
済
に
も

い
い
の
に
、
と
考
え
続
け
て
き
た
。

結
論
を
言
え
ば
、
そ
れ
が
、
平
成
七
年
一
一
月
三
〇
日
に
、
道

路
審
議
会
か
ら
出
さ
れ
た

｢高
速
自
動
車
道
路
に
係
る
有
料
道
路

制
度
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
の
中
間
答
申
に
よ
っ
て
、
回
答
を
与

え
ら
れ
た
と
言
っ
て
良
い
。

有
料
道
路
、
と
り
わ
け
都
市
内
で
は
な
く
都
市
間
の
、
言
い
か

え
る
と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
高
速
自
動
車
国
道
の
有
料
道
路
シ

ス
テ
ム
に
は
、
か
ね
が
ね
い
く
つ
か
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

最
初
に
書
い
た

｢タ
ダ
に
な
ら
な
い
の
･二

も
、
言
う
ま
で
も

な
く
そ
の
一
つ
だ
。

こ
の
ほ
か
、
①
償
還
が
済
め
ば
タ
ダ
に
な
る
、
と
始
っ
た
も
の

が
、
い
つ
の
間
に
か
プ
ー
ル
制
に
な
っ
て
、
関
係
の
な
い
地
域
の

高
速
道
路
の
分
ま
で
料
金
負
担
す
る
の
は
な
ぜ
か
②
そ
の
償
還
の

期
間
三
〇
年
と
い
う
の
は
根
拠
が
あ
る
の
か
、
ま
た
書
き
替
え
ら

れ
ジ
ャ
ン
プ
す
る
の
で
は
な
い
の
か
③
交
通
量
の
少
な
い
、
増
大

が
見
込
め
な
い
地
域
ま
で
、
な
ぜ
有
料
の
高
規
格
高
速
道
路
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

④
高
速
道
路
の
建
設
費
を
負
担
す
る
と
い
う
の
な
ら
ま
だ
納
得

が
い
く
が
、
元
々
が
国
の
も
の
で
、
い
ず
れ
国
の
も
の
に
な
る
用

地
費
ま
で
、
な
ぜ
ユ
ー
ザ
ー
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

⑤
高
速
道
路
に
よ
る
輸
送
の
間
接
受
益
者
で
あ
る
国
民
、
地
方
自

治
体
、
あ
る
い
は
I
C
周
辺
の
土
地
利
用
者
に
費
用
負
担
し
て
も

ら
っ
て
ど
こ
が
お
か
し
い
?

⑥
償
還
が
済
ん
だ
あ
と
の
整
備
、
維
持
･
管
理
の
費
用
負
担
は

集
中
し
て
、
逆
に
困
る
。
⑧
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
は
、
タ
ダ
じ
ゃ

な
い
か
さ
ら
に
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
⑨
別
納
割
引
制
度
と
い
う
の
は
、

道
路
損
傷
の
度
合
い
の
大
き
い
ト
ラ
ッ
ク
優
遇
で
、
一
般
の
乗
用

車
に
と
っ
て
は
不
公
平
で
あ
る

な
ど
だ
。

い
わ
ゆ
る
都
市
間
高
速
道
路
の
整
備
が
四
〇
年
も
前
に
始
ま
り
、

す
で
に
六
、
0
0
0
蹴
に
な
ん
な
ん
と
す
る
距
離
が
利
用
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
上
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
五
、
六
〇
〇
皿
も
建
設
整
備

し
よ
う
と
い
う
、
日
本
に
と
っ
て
世
紀
の
大
事
業
だ
け
に
、
ピ
ン

か
ら
キ
リ
ま
で
の
こ
う
し
た
疑
問
、
問
題
点
を
放
置
し
て
い
て
良

い
は
ず
は
無
い
。

そ
の
疑
問
、
問
題
点
の
ほ
と
ん
ど
に
、
相
当
明
快
な
、
通
じ
の

良
い
回
答
が
示
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
費
用
負
担
の
当
事
者
、

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
歓
迎
す
べ
き
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
つ
い
で
に
指
摘
す
る
と
、
も
う

一
つ
、
問
題
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
せ
っ
か
く
の
有
料
道
路
制
度
、
日
本
の
二
一
世
紀
に

不
可
欠
な
有
料
道
路
の
制
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
せ
っ

か
く
の
こ
ん
ど
の
答
申
、
そ
れ
に
沿
う
道
路
行
政
の
方
向
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
納
得
し
、
理
解
し
て
い
る
自
動
車
ユ
ー

ザ
ー
、
(国
民
と
言
い
か
え
て
良
い
)
が
少
な
い
と
言
う
点
だ
。

高
速
道
路
整
備
の
費
用
負
担
は
、
次
世
代
に
も
ま
た
が
る
。
そ
の

次
世
代
の
国
民
に
も
制
度
に
つ
い
て
の
合
意
、
支
持
を
得
続
け
る

た
め
に
、
も

っ
と
も
っ
と
、
制
度
に
つ
い
て
、
広
く
知
ら
れ
て
良
い
。



踵
騰
養
離
籍寮唾
鬮
暮
藁
癈
肴
巍
る

曲
速
道
路
の
早
期
整
備
へ
の
期
待

大
分
県
知
事
釜
国
高
速
道
路
建
設
協
議
会
会
長
)
平
松

守
彦

高
速
道
路
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
き
た

道
路
審
議
会
は
、
昨
年
三

月
三
〇
日
に
中
間
答
申
を
ま

と
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
中
間
答
申
は
、
私
も
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を

公
述
し
た
平
成
七
年
四
月
の
料
金
改
定
を
契
機
に
建
設
大

臣
の
諮
問
を
受
け
て
新
し
い
料
金
体
系
の
あ
り
方
等
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
度
の
中
間
答
申

を
ま
と
め
ら
れ
た
有
料
道
路
部
会
を
中
心
と
す
る
委
員
の

方
々
の
ご
努
力
に
対
し
ま
し
て
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

私
は
昨
年
の
七
月
に
全
国
高
速
道
路
建
設
協
議
会
の
会

長
に
就
任
し
、
高
規
格
幹
線
道
路
一
四
、
○
○
○
如
の
早

期
整
備
に
向
け
て
潭
身
の
努
力
を
傾
注
し
て
お
り
ま
す
が
、

お
か
げ
さ
ま
で
、
高
速
自
動
車
国
道
に
つ
き
ま
し
て
は
、

着
実
に
整
備
が
進
み
、
昨
年
の
夏
に
は
九
州
縦
貫
道
の
全

線
開
通
に
よ
り
列
島
を
縦
貫
す
る
一
本
の
大
動
脈
が
実
現

し
、
更
に
開
通
総
延
長
も
全
体
計
画
の
半
分
を
超
え
、
新

た
な
段
階
を
迎
え
ま
し
た
。

今
後
の
地
方
分
権
に
向
け
た
地
域
の
基
盤
づ
く
り
、
地

域
社
会
の
連
携
強
化
並
び
に
大
都
市
等
に
お
け
る
混
雑
の

解
消
の
た
め
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
を
は
じ
め
と
す
る

高
規
格
幹
線
道
路
網
が
速
や
か
に
、
か
つ
最
も
合
理
的
、

効
率
的
な
方
法
で
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
、
全
国
の
、
特
に

整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
域
の
国
民
に
と
っ
て
は
大
き
な
課

題
で
す
。



ま
た
、
昨
年
一
月
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
は
、
災
害
時

速
道
路
等
へ
の
公
的
助
成
を
増
や
す
こ
と
は
、
国
･
県
道

に
も
代
替
性
の
あ
る
高
規
格
幹
線
道
路
整
備
の
緊
急
性
を

や
市
町
村
道
等
の
整
備
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

広
く
国
民
に
認
識
さ
せ
ま
し
た
。

経
済
対
策
と
し
て
も
、
太
平
洋
新
国
土
軸
、
日
本
海
国

土
軸
、
ほ
く
と
う
新
国
土
軸
等
、
多
軸
多
極
型
国
土
の
形

成
を
目
指
し
た
高
速
道
路
等
社
会
資
本
整
備
へ
の
投
資
拡

大
を
推
進
す
る
こ
と
は
大
き
な
経
済
効
果
が
期
待
で
き
ま

す
。今

回
の
中
間
答
申
で
は
、
今
後
の
有
料
道
路
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
料
金
の
全
国
プ
ー
ル

制
の
活
用
と
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
明
確
に
位
置
付
け
ら

れ
た
こ
と
や
、
公
的
助
成
の
一
層
の
強
化
･
拡
充
に
よ
る

着
実
な
整
備
促
進
と
料
金
水
準
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言

さ
れ
て
お
り
、
心
強
く
思

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
般
国
道
の
整
備
に
際
し
て
は
、
高
速
走
行
可

能
な
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
建
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、

高
速
自
動
車
国
道
の
機
能
を
代
替
さ
せ
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
一
部
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
提
言
に
つ
い
て
は
、

公
的
助
成
の
強
化
と
早
期
整
備
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ま

す
。地

元
自
治
体
か
ら
の
直
接
的
な
助
成
に
つ
い
て
は
、
先

発
路
線
を
有
す
る
都
市
部
と
の
公
平
性
の
問
題
等
、
そ
の

是
非
に
つ
い
て
の
慎
重
な
論
議
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
一
般
道
路
財
源
で
あ
る
道
路
特
別
会
計
か
ら
高

や
市
町
村
道
等
の
整
備
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

償
還
期
間
終
了
後
の
有
料
化
に
つ
い
て
も
、
料
金
対
象

経
費
に
お
け
る
用
地
費
の
取
扱
、
償
還
期
間
後
の
維
持
･

更
新
に
係
る
費
用
の
負
担
の
あ
り
方
、
世
代
間
の
負
担
の

公
平
性
等
を
踏
ま
え
て
今
後
幅
広
い
国
民
の
議
論
を
お
願

い
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
と
し
て
は
、
用
地
の
先
行
取
得
制
度
等
の
整
備
促
進

の
具
体
的
方
法
の
制
度
化
や
高
速
道
路
と
国
･
県
道
や
市

町
村
道
を
も
含
め
た
一
体
的
整
備
の
必
要
性
も
強
く
要
望

し
ま
す
。

建
設
省
、
日
本
道
路
公
団
等
整
備
関
係
機
関
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
早
急
に
中
間
答
申
に
沿
っ
た
具
体
的
対
応
策

を
決
定
し
、
一
日
も
早
く
次
期
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道

建
設
審
議
会
を
開
催
し
、
高
規
格
幹
線
道
路
一
四
、
0
O

○
知
の
早
期
実
現
を
図
ら
れ
ま
す
よ
う
強
く
要
望
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。



踵
騰
審
議
暮
掌
鬮
暮
輔
暮
蕃
巍
る

通
路
審
議
会
の
中
間
答
申
を
碗
ん
で

社
団
法
人
経
済
同
友
会
副
代
表
幹
事
･
公
的
部
門
の
構
造
改
革
を
考
え
る

委
員
会
委
員
長

(大
阪
商
船
三
井
船
舶
株
式
会
社
取
締
役
会
長
)

右
肩
上
が
り
の
拡
大
経
済
が
終
焉
し
、
日
本
経
済
全
体

の
抜
本
的
な
構
造
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
は
特
に
、
日
本
経
済
特
有
の
高
コ
ス
ト
体
質
を
是
正
し
、

企
業
の
海
外
移
転
に
よ
る
産
業
の
空
洞
化
を
防
ぐ
と
と
も

に
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
新
た
な
産
業
が
育
つ
土
壌
を
培
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
政
府
が
直
接
･
間
接
に
関
与
す
る
公
共
料
金

は
、
民
間
が

“価
格
破
壊
“
に
直
面
し
て
い
る
の
と
好
対

照
を
な
し
、
一
方
的
に
右
肩
上
が
り
で
の
上
昇
を
続
け
る

の
み
で
あ
る
。
公
共
料
金
の
決
定
の
あ
り
方
が
、
日
本
の

高
コ
ス
ト
体
質
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
経
済
同
友
会
で
は
公
的
部

轉
法
輪

奏

門
の
構
造
改
革
委
員
会
を
設
け
、
公
共
料
金
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
特
に
高
速
道
路
料
金
を
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
し
、

九
四
年
末
に
、
高
速
道
路
の
整
備
･
料
金
決
定
シ
ス
テ
ム

の
改
革
の
方
向
を
提
言
し
た
。
そ
の
立
場
か
ら
、
今
回
の

道
路
審
議
会
の
中
間
答
申
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
交
通
需
要
が
少
な
い
路
線
の
一
般
国
道
自
動
車

専
用
道
路
で
の
代
替
や
、
開
発
利
益
を
得
る
地
方
公
共
団

体
の
負
担
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
費
用
低
減
･
負

担
公
平
化
の
面
で
一
歩
改
善
と
評
価
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
と
し
て
、
全
国
プ
ー

ル
制
自
体
に
全
く
手
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に

残
念
で
あ
る
。
九
州
の
高
速
道
路
の
費
用
を
北
海
道
の
利



用
者
も
負
担
す
る
と
い
う
形
、
そ
し
て
、
わ
け
て
も
、
完

性
等
、
見
直
し
に
向
け
た
議
論
を
開
始
す
べ
き
で
あ
る
。

成
後
三
〇
年
経
っ
て
償
却
･
償
還
が
殆
ど
済
み
、
単
線
で

は
大
き
く
黒
字
に
な
っ
て
い
る
東
名
を
は
じ
め
と
す
る
基

幹
線
利
用
者
が
、
地
方
の
不
採
算
線
の
経
費
を
専
ら
ま
か

な
う
形
の
全
国
プ
ー
ル
制
は
、
到
底
利
用
者
の
納
得
を
得

ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
採
算
性
チ
ェ
ッ
ク
を
曖
昧
に
す
る

こ
と
で
野
放
図
に
路
線
を
拡
大
さ
せ
か
ね
な
い
。
全
国
一

律
の
プ
ー
ル
制
を
改
め
、
地
域
経
済
の
相
関
度
等
に
応
じ

た
グ
ル
ー
プ
･
プ
ー
ル
制
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

償
還
制
度
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
国
有
財
産
と
な
る
用
地

の
取
得
費
を
料
金
算
定
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
現
実
的
に
ほ
と
ん
ど
虚
構
と
化

し
て
い
る
国
家
移
管
･
無
料
開
放
の
原
則
を
見
直
し
、
償

還
後
に
維
持
･
補
修
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
も
、
方
向
と

し
て
は
妥
当
で
あ
る
。

し
か
し
料
金
に
最
も
影
響
を
与
え
る
路
線
計
画
決
定
の

あ
り
方
、
加
え
て
道
路
公
団
の
経
営
の
あ
り
方
に
対
す
る

踏
み
込
み
は
、
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
。

ま
ず
計
画
決
定
に
関
し
て
は
、
｢国
幹
審
｣
で
の
閉
ざ
さ

れ
た
議
論
で
計
画
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
が
大

き
な
問
題
で
あ
る
。
今
回
、
整
備
計
画
策
定
時
に
料
金
改

定
見
通
し
を
公
表
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ

｢国
幹
審
｣
の
委
員
構
成
自
体
を
、
利
用
者
中
心
に

抜
本
的
に
改
組
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
予
定
路

線
自
体
に
つ
い
て
も
、
与
件
と
せ
ず
、
改
め
て
そ
の
必
然

道
路
公
団
に
つ
い
て
は
経
費
削
減
努
力
を
謳
う
だ
け
で
、

こ
れ
で
は
従
来
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
必
要
な
の
は
、
計

画
決
定
か
ら
料
金
決
定
ま
で
一
貫
し
て
権
限
･
責
任
を
持

た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
独
立
の
事
業
体
と
し
て
経
営
の
自

主
性
を
高
め
、
経
費
削
減
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
自
発

的
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
、
組
織
･
建
設
省
と
の
関
係
の

あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
公
団
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
が
極
め
て
不
十

分
で
あ
る
こ
と
も
、
利
用
者
の
不
信
を
生
ん
で
い
る
大
き

な
要
因
で
あ
る
。
出
資
会
社
･
業
務
委
託
会
社
を
含
め
た

連
結
で
の
決
算
の
開
示
等
、
民
間
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
情

報
開
示
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。



人
筆
鷹
道
路
関
係
螂
卿

繋
威
八
箪
廳
週
騰
関
係
邪
卿
⑭
柳
襲

建
設
省
道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
官

佐
々
木

基

一

は
じ
め
に

平
成
八
年
度
予
算
編
成
は
、
平
成
七
年
三
一月
一
九
日

に
ま
ず

｢平
成
八
年
度
の
経
済
見
通
し
と
経
済
運
営
の
基

本
的
態
度
｣
が
閣
議
了
解
さ
れ
る
と
と
も
に

｢平
成
八
年

度
予
算
編
成
方
針
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
三
一月
二
〇
日

の
臨
時
閣
議
で
大
蔵
省
原
案
の
了
承
後
直
ち
に
各
省
庁
に

内
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
事
務
折
衝
、
大
臣
折
衝
等
を
経

て
一
二
月
二
五
日
に
編
成
作
業
を
終
え
、
臨
時
閣
議
で
平

成
八
年
度
予
算
案
が
決
定
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
道
路
関
係
予
算
案
の
概
要
の
外
に
、
政
府

全
体
の
予
算
案
に
つ
い
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
経
済
見
通

し
と
経
済
運
営
の
基
本
的
態
度
及
び
予
算
編
成
方
針
の
概

要
等
を
含
め
て
紹
介
し
、
併
せ
て
建
設
省
関
係
予
算
案
の

概
要
を
紹
介
す
る
。

三

平
成
八
年
度
の
経
済
見
通
し
と
経
済
運
営

の
基
本
的
態
度

｢平
成
八
年
度
の
経
済
見
通
し
と
経
済
運
営
の
基
本
的

態
度
｣
に
よ
る
と
、
平
成
七
年
度
の
我
が
国
経
済
は
、
平

成
五
年
一
〇
月
に
景
気
の
谷
を
迎
え
て
以
来
、
緩
や
か
な

が
ら
も
回
復
を
続
け
て
き
た
が
、
七
年
一
月
の
阪
神
･
淡

路
大
震
災
、
三
月
以
降
の
急
激
な
円
高
、
米
国
経
済
の
一

時
的
減
速
等
の
影
響
も
あ
り
、
弱
い
動
き
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
年
半
ば
か
ら
景
気
は
足
踏
み
状
態
と
な
っ
た
。

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
間
、
政
府
は
、
七
年
四
月
の
緊
急
円
高
･
経
済
対

策
及
び
六
月
の
同
対
策
の
具
体
化
･
補
強
策
の
決
定
を
行

う
と
と
も
に
、
円
高
是
正
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、
公
定

歩
合
の
引
下
げ
等
の
金
融
緩
和
に
よ
り
市
場
金
利
が
史
上

最
低
水
準
と
な
っ
て
い
る
な
か
で
、
九
月
に
は
、
史
上
最

大
規
模
の
経
済
対
策
を
決
定
し
、
一
二
月
に
は
、
新
経
済

計
画
を
策
定
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
切
れ
目
な
く
適
切
な

経
済
運
営
に
努
め
て
き
た
。
さ
ら
に
、
平
成
七
年
内
に
は
、

不
良
債
権
問
題
の
対
応
策
の
と
り
ま
と
め
や
規
制
緩
和
推

進
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
公
共
投
資
の
増
加
と
と
も
に
、

個
人
消
費
や
民
間
設
備
投
資
に
緩
や
か
な
回
復
傾
向
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
平
成
七
年
度
の
我
が
国
経

済
は
、
国
内
総
生
産
の
実
質
成
長
率
が
一
･
二
%
程
度
に

な
る
な
ど
別
添
の
主
要
経
済
指
標
平
成
7
年
度
の
欄
の
と

お
り
と
見
込
ま
れ
る
。

次
に
、
我
が
国
経
済
を
取
り
巻
く
国
際
経
済
情
勢
を
み

る
と
、
世
界
経
済
は
、
一
部
先
進
国
の
経
済
に
減
速
が
見

ら
れ
た
が
、
全
体
と
し
て
拡
大
基
調
を
堅
持
し
て
い
る
。



米
国
経
済
は
七
年
前
半
に
大
幅
に
減
速
し
た
後
、
七
年
半

ば
か
ら
回
復
の
傾
向
に
あ
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
の

景
気
拡
大
は
六
年
に
比
べ
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ジ

ア
は
好
調
な
景
気
拡
大
を
続
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
情
勢
を
踏
ま
え
、
平
成
八
年
度
の
我
が

国
経
済
に
お
い
て
は
、
景
気
の
回
復
を
確
実
に
し
中
長
期

的
な
安
定
成
長
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
、
全
力
を
挙
げ
て

内
需
振
興
に
努
め
る
と
と
も
に
、
自
由
で
活
力
が
あ
り
、

同
時
に
豊
か
で
安
心
で
き
る
経
済
社
会
の
創
造
を
進
め
る

ほ
か
、
内
外
情
勢
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
引
き
続
き

行
財
政
改
革
の
推
進
や
我
が
国
の
国
際
的
責
任
の
遂
行
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
平
成
八
年

度
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
重
点
を
置
い
た
経
済
運
営

を
行
う
。

=

景
気
回
復
の
確
実
化

民
間
需
要
主
導
の
自
律
的
景
気
回
復
へ
の
移
行
を
速
や

か
に
実
現
す
べ
く
、
内
需
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
直
面

す
る
諸
課
題
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
、
適
切
か
つ
機
動

的
な
経
済
運
営
に
努
め
る
。

具
体
的
に
は
、
平
成
八
年
度
予
算
に
お
い
て
も
引
き
続

き
景
気
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
主
な
施
策
と
し
て
、
平

成
七
年
度
と
同
規
模
の
所
得
税
減
税
を
実
施
す
る
ほ
か
、

公
共
投
資
の
推
進
、
住
宅
投
資
の
推
進
を
図
る
。
同
時
に
、

経
営
安
定
及
び
構
造
改
革
等
を
図
る
た
め
の
中
小
企
業
対

策
並
び
に
失
業
な
き
労
働
移
動
や
雇
用
創
出
の
支
援
等
の

雇
用
対
策
を
講
ず
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
に
よ
る
資
金
の

円
滑
な
供
給
を
図
り
、
不
良
債
権
の
早
期
処
理
に
果
断
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
土
地
税
制
の
見
直
し
等
を
通
じ
た

土
地
の
有
効
利
用
の
促
進
等
を
図
る
。
証
券
市
場
の
活
性

化
の
た
め
に
税
制
等
の
措
置
を
講
ず
る
。
さ
ら
に
、
引
き

続
き
為
替
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
金
融
政
策
を
適
切

か
つ
機
動
的
に
運
営
す
る
。

②

経
済
構
造
改
革
の
推
進

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
景
気

回
復
の
動
き
を
中
期
的
に
も
持
続
的
安
定
的
な
内
需
主
導

型
の
成
長
に
つ
な
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、

我
が
国
経
済
･
産
業
の
将
来
に
対
す
る
不
透
明
感
を
払
拭

し
、
国
内
産
業
の
空
洞
化
等
の
懸
念
に
適
切
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
自
由
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
を
創
造
す
る
た

め
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発
揮
、
新
規
産
業
の
創
出
等
に

よ
り
経
済
構
造
改
革
を
推
進
す
る
。

具
体
的
に
は
、
主
な
施
策
と
し
て
、
規
制
緩
和
推
進
計

画
や
競
争
政
策
の
推
進
、
高
コ
ス
ト
構
造
是
正
･
活
性
化

の
た
め
の
行
動
計
画
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
等
に
対
す
る
支
援
を
行
う
。
ま
た
発
展
基
盤

の
整
備
と
し
て
人
材
の
育
成
、
科
学
技
術
の
創
造
、
情
報

通
信
の
高
度
化
、
社
会
資
本
整
備
の
推
進
を
図
る
と
と
も

に
、
健
全
で
活
力
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
。

③

国
民
生
活
の
充
実

少
子
･
高
齢
社
会
へ
の
不
安
、
社
会
資
本
整
備
や
良
質

な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
形
成
の
立
ち
遅
れ
、
内
外
価
格
差
の
存

在
や
環
境
問
題
等
を
背
景
に
、
国
民
の
間
に
存
在
す
る
不

満
を
解
消
し
て
い
く
た
め
、
豊
か
で
安
心
で
き
る
経
済
社

会
の
創
造
を
図
る
。

具
体
的
に
は
、
主
な
施
策
と
し
て
、
引
き
続
き
阪
神
･

淡
路
地
域
の
復
興
を
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害
に
強
い
国

づ
く
り
･
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
直
接
的
に

国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
結
び
付
く
も
の
へ
の
配
分
の
重

点
化
を
継
続
し
つ
つ
、
公
共
投
資
基
本
計
画
の
推
進
を
図

る
と
と
も
に
、
ゆ
と
り
あ
る
住
宅
･
住
環
境
の
形
成
等
を

図
る
。
さ
ら
に
、
規
制
緩
和
、
競
争
政
策
の
推
進
や
公
共

料
金
政
策
の
適
切
な
実
施
を
通
じ
て
内
外
価
格
差
の
是
正
･

縮
小
を
図
る
。

④

行
財
政
改
革
の
推
進

内
外
情
勢
の
大
き
な
変
化
へ
の
対
応
力
に
富
み
、
簡
素

で
効
率
的
か
つ
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
得
る
行
政
を
確
立

す
る
た
め
、
行
政
改
革
を
推
進
す
る
。
具
体
的
に
は
、
規

制
緩
和
、
地
方
分
権
、
行
政
情
報
の
公
開
等
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
我
が
国
経
済
は
、
現
在
、
巨
額
の
公
債
残
高
を

抱
え
、
国
債
費
の
増
大
等
に
よ
り
一
段
と
深
刻
さ
を
増
し

て
お
り
、
高
齢
化
、
社
会
資
本
整
備
、
国
際
的
な
責
任
の

増
大
等
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
公
債
残
高
が

累
積
し
な
い
よ
う
な
財
政
体
質
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
歳
出
面
で
制
度
の
根
本
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た

見
直
し
や
施
策
の
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
を
行
う
こ
と

に
よ
り
財
政
改
革
を
推
進
す
る
。

③

国
際
的
役
割
の
遂
行

世
界
経
済
に
占
め
る
我
が
国
の
責
任
を
果
た
す
た
め
、
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多
角
的
自
由
貿
易
体
制
の
維
持
･
強
化
を
図
り
、
政
府
開

発
援
助
を
含
む
資
金
協
力
を
通
じ
て
世
界
経
済
の
持
続
的

発
展
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
市
場
ア
ク
セ
ス
の
改
善
に

よ
り
、
調
和
あ
る
対
外
経
済
関
係
の
形
成
に
努
め
る
。
特

別添 平成 8年度経済見通し (主要経済指標)

平成 6年度
(実績)

平成 7年度
(実績見込み)

平成 8 年度
(見通し)

対前年度比増減率

平成 7年度 平成 8 年度

讓
絲
･
国

胡
団
稀
稀
秘
%

リ
名

47

28

2

6

幟緘
猟搬

嘉
鱗
務

獄
㈱
盡
僻

繊噂
盡
粥

獄
“

第
鵠

鱈
麩
“

国 民 総 生 産

用

口

数

人

総

力
者
勧
業

雇
労
就

2

人

50

55

万

“

“

度

お

卸

程

“
“

臥 度

%
85

程

“

“

臥 霰%
4

1

Q

Q

霰%
3

4

Q

Q

業
数
率饑鰄

工

生

度陳辯

鉱
鉱
は

%

錠

皺
u

% 度

5

程

3

%

一 一

価
数
率
数
率

指
落
指
落

価
騰
菌
騰
働灘
物
総

消

%

6

4

▲

度

8

0

程

齢

o

%

“

度

1

5

程

o

o

%

-

-

-

-

支

支

支

出

入

収
収
苡
収
一

際

サ

易
易

輸
輸

国
貿
貿

5

円

1

1

5

4

度

3

7

6

9

程

6

1

9

7

円兆 度

7

5

5

0

程

5

1

2

1

期 繊
-

-
鍔

皺%

3

1

-

-
字

L

経 常 収 支 題 則 留
(備考) 上記の諸計数は、 現在考えられる内外環境を前提とし、 本文において表明されている経済運営の
下で想定された平成 8年度の経済の姿を示すものであり、 我が国経済は民間活動がその主体をな
すものであること、 また、 特に国際環境の変化には予見し難い要素が多いこ げ=かんがみ、 これ
らの数字はある程度の幅をもって考えられるべきである。

に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力

(A
P
E
C
)
に
お
い
て

は
、
七
年
一
一
月
に
採
択
さ
れ
た
貿
易
･
投
資
の
自
由
化
･

円
滑
化
並
び
に
経
済
･
技
術
協
力
か
ら
な
る
大
阪
行
動
方

針
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
と
し
て
の
行
動
計
画
の
策
定
等

を
行
う
。

上
記
の
よ
う
な
経
済
運
営
の
下
で
、
平
成
八
年
度
に
お

い
て
は
、
適
切
な
財
政
･
金
融
政
策
、
経
済
構
造
改
革
の

実
施
等
に
よ
り
、
民
需
が
次
第
に
力
を
増
し
自
律
的
回
復

に
移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
個
人
消
費
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
状
況
の
改
善

等
に
よ
り
雇
用
者
所
得
の
回
復
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、
供

給
面
で
の
構
造
変
化
等
に
よ
り
消
費
者
物
価
が
低
い
伸
び

に
と
ど
ま
る
た
め
、
緩
や
か
な
が
ら
回
復
を
続
け
て
い
く
。

次
に
民
間
設
備
投
資
に
つ
い
て
は
、
大
企
業
･
製
造
業

を
中
心
に
始
ま
っ
た
回
復
が
中
小
企
業
や
非
製
造
業
に
広

が
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
不
動
産
価
格
の
下
落
等
バ
ブ
ル

の
後
遺
症
の
影
響
が
続
く
部
門
も
あ
り
、
全
体
と
し
て
み

れ
ば
、
過
去
の
回
復
局
面
よ
り
や
や
緩
や
か
な
回
復
と
な

る
%住

宅
投
資
や
公
共
投
資
も
高
水
準
を
維
持
す
る
。

堅
調
な
海
外
景
気
を
背
景
に
輸
出
が
拡
大
す
る
も
の
の
、

製
品
輸
入
の
増
加
等
に
よ
り
そ
れ
を
上
回
る
輸
入
の
拡
大

が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
貿
易
･
サ
ー
ビ
ス
収
支
及
び
経
常

収
支
の
黒
字
は
引
き
続
き
減
少
す
る
。

雇
用
情
勢
は
厳
し
さ
が
続
く
も
の
の
、
景
気
の
回
復
に

つ
れ
徐
々
に
改
善
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
平
成
八
年
度
の
我
が
国
経
済
は
、
国
内

総
生
産
の
実
質
成
長
率
は
二
･
五
%
程
度
と
な
る
な
ど
、

お
お
む
ね
別
添
の
主
要
経
済
指
標
平
成
8
年
度
の
欄
の
と

お
り
と
見
通
さ
れ
る
。
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三

政
府
予
算
案
の
概
要

1

予
算
編
成
方
針

我
が
国
財
政
は
、
平
成
六
年
度
に
二
〇
〇
兆
円
を
超
え

た
公
債
残
高
が
平
成
七
年
度
末
に
は
約
二
二
二
兆
円
に
増

加
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
国
債
費
が
政
策
的
経
費
を
圧
迫

す
る
な
ど
、
構
造
的
に
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

こ
れ
に
加
え
、
平
成
六
年
度
決
算
に
お
い
て
税
収
が
四
年

連
続
し
て
減
少
し
、
そ
の
後
の
税
収
動
向
に
つ
い
て
も
弓

き
続
き
厳
し
い
も
の
が
見
込
ま
れ
る
な
ど
我
が
国
財
政
は

容
易
な
ら
ざ
る
事
態
に
立
ち
至
り
、
特
例
公
債
を
含
む
公

債
発
行
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
き
て
い

ろ
↓。今
後
急
速
に
進
展
す
る
人
□
の
高
齢
化
や
国
際
社
会
に

お
け
る
我
が
国
の
責
任
の
増
大
な
ど
今
後
の
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
に
財
政
が
弾
力
的
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、

財
政
の
健
全
化
を
図
り
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
公
債
残

高
が
累
増
し
な
い
よ
う
な
財
政
体
質
を
作
り
上
げ
て
い
く

こ
と
が
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
。

平
成
八
年
度
予
算
及
び
財
政
投
融
資
計
画
は
以
上
の
考

え
の
下
に
、
従
来
に
も
増
し
て
徹
底
し
た
歳
出
の
洗
直
し

に
取
り
組
む
一
方
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
資
金
の
重
点

的
･
効
率
的
な
配
分
に
努
め
、
質
的
な
充
実
に
配
意
す
る

こ
と
と
し
て
、
｢平
成
八
年
度
の
経
済
見
通
し
と
経
済
運
営

の
基
本
的
態
度
｣
に
の
っ
と
り
、
下
記

(主
要
内
容
)
に

よ
り
編
成
す
る
。

倒

財
源
規
模

①

一
般
会
計
予
算
に
お
い
て
は
、
既
存
の
制
度
･
施

策
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
な
ど
経
費
の
徹
底
し
た

節
減
合
理
化
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
特
に
経
常
的
経

費
は
、
厳
し
く
抑
制
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株

式
売
払
収
入
の
活
用
等
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
社
会

資
本
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

②

財
政
投
融
資
計
画
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
の
質

の
向
上
に
配
慮
し
つ
つ
、
資
金
の
一
層
の
重
点
的
･

効
率
的
な
配
分
を
図
る
。

②

公
債
発
行

公
債
発
行
額
は
、
二
一
兆
二
九
〇
億
円
と
す
る
。

ま
た
、
政
府
保
証
債
の
発
行
額
は
、
三
兆
一
、
0
0
0

億
円
と
す
る
。

③

財
源
の
重
点
的
か
つ
効
率
的
配
分

経
費
の
徹
底
し
た
節
減
合
理
化
を
図
る
た
め
、
各
種
施

策
に
つ
い
て
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
を
行
う
と
と
も
に
、

豊
か
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
構
築
等
の
た
め
に
真
に
必

要
な
施
策
な
ど
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
即
応
し
た
財
源

需
要
に
対
し
て
は
、
財
源
の
重
点
的
･
効
率
的
配
分
を
行

う
。
特
に
社
会
資
本
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
六
年

一
〇
月
七
日
閣
議
了
解

｢公
共
投
資
基
本
計
画
｣
等
の
考

え
方
に
沿
っ
て
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
す
る
二

一
世
紀
を
控
え
、
新
た
な
時
代
の
要
請
に
的
確
に
対
応
し

て
そ
の
重
点
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
た
め
、

①

緊
要
な
施
策
の
実
施
に
必
要
な
財
源
は
、
極
力
既

定
経
費
の
縮
減
に
よ
り
、
捻
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
後
年
後
に
お
い
て
財
政
負
担
の
増
加
を
も
た

ら
す
よ
う
な
措
置
は
、
原
則
と
し
て
採
ら
な
い
こ
と

と
す
る
。

②

一
般
行
政
経
費
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
厳
に
こ

れ
を
抑
制
す
る
。

③

補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の

尊
重
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
平

成
元
年
三

月
二
九
日
閣
議
決
定

｢国
と
地
方
の
関

係
等
に
関
す
る
改
革
推
進
要
項
｣
等
に
お
い
て
示
さ

れ
た
具
体
的
な
改
革
方
針
に
基
づ
き
、
一
層
徹
底
し

た
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
総
額
を
抑
制
す
る
。

④

地
方
公
共
団
体
の
負
担
又
は
そ
の
職
員
数
の
増
加

を
伴
う
施
策
は
、
厳
に
こ
れ
を
抑
制
す
る
。

⑤

公
共
料
金
、
社
会
保
険
料
等
の
適
正
化
を
図
り
、

公
正
な
費
用
負
担
の
確
保
に
努
め
る
。

㈱

予
算
及
び
財
政
投
融
資
計
画
の
弾
力
的
運
用

予
算
及
び
財
政
投
融
資
計
画
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、

流
動
的
な
内
外
の
経
済
情
勢
等
の
推
移
に
即
応
し
つ
つ
、

そ
の
機
動
的
･
弾
力
的
運
用
を
図
る
。
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表 1 平成 8年度一般会計歳入歳出概算 2

政
府
関
係
予
算

前
述
の
予
算
編
成
方
針
に
基
づ
き
編
成
さ
れ
た
平
成
八

年
度
予
算
案
の
フ
レ
ー
ム
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ

の
特
色
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

平
成
八
年
度
一
般
会
計
予
算
は
、
歳
入
歳
出
と
も
対

前
年
度
比
二
･
四
%
増
の
七
五
兆
一
、
0
四
九
億
円
で
、

う
ち
一
般
歳
出
は
従
来
に
も
増
し
て
洗
直
し
を
行
い
、

特
に
経
常
部
門
経
費
を
厳
し
く
抑
制
し
た
結
果
、
一
般

歳
出
は
対
前
年
度
二
･
四
%
増
の
四
三
兆
一
、
四
〇
九

億
円
と
最
近
で
は
六
年
度
に
次
い
で
低
い
伸
び
と
な
っ

た
。
特
に
経
常
部
門
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
･
五
%
増

(単位 :百万円) た

区 分
前年度予算額
(当初) (A )

平成 7年度
概算額(B )

比較増△減額

(B - A )

伸 率

歳 入
1.租税及印紙収入
2,そ の 他 収 入
(1)国債整理基金特
別会計受入金
(2)そ の 他 収 入
3,公 債 金

計
歳 出
1.国 債 費
2.地方交付税交付金
3.一 般 歳 出
4J童業投資特別会計
へ繰入等
(1)事 業 分
@月賞 還 分
5 .緊急金融安定化資
金

計

53 ,731 ,000
4 ,658 ,120

172 ,541

4 ,485 ,579
12 ,598 ,000
70 ,987 ,120

13 ,22L 300
13 ,215 ,395
42 ,141,740

2 ,408 ,685

1,300 ,000
1 ,108 ,685

70 ,987,120

51,345 ,000
2,730,924

171,541

2 ,559 ,383
21,029 ,000
75 ,104 ,924

16 ,375 ,197
13 ,603,826
43,140 ,901

上300 ,00O

1,300 ,000

685,000

75,104,924

△2,386 ,00O
△1,927,196

乙さ 1,00〇

と＼1,926 ,196
8 ,431,000
4 ,117 ,804

3 ,153,897
388 ,431
999 ,161

△1 1 08 ,685

0
乙"1,108 ,685

685,000

4 ,117,804

%
乙さ 4‐4
乙さ41.4

△ 0.6

△42.9
66.9
5.8

23.9
2.9
2,4

△46.O

0･0

5 .8

問1.計数整理の結果、 異動を生ずることがある。
2.｢産業投資特別会計へ繰入等｣において、｢事業分｣には、｢日本電信電話株式
会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措
置法｣(昭和62年法律第86号)(以下｢社会資本整備特別措置法｣という。)に
基づき平成 3 年度まで貸付けを受けて実施されていた公共的建設事業のう
ち、当面、当該株式の売払収入以外の財源をもって行うこととした金額(平成
7年度1,127 ,459百万円、平成 8 年度1,l28 ,459百万円)を含んでいる。ま
た、｢償還分｣は、｢社会資本整備特別措置法｣に基づく公共的建設事業に係
る貸付金等の繰上償還時に貸し付けることとした金額である。

表 2 公共事業関係費内訳
(単位 :百万円、 % )

区 分 7年度
イード 率 シェア

8年‐度
““ -率 シェアイード 率 シエア ““ -率 ･シェア

1.シ白 山 ･ ;台 7水 1,573 ,173 3 .2 17.15 1,626 ,372 3.4 17 .03
?台 フk
"台 山
?毎 岸干

1-232 ,315
230 ,781
110 ･077

3 .3
3 .2
3 .○

13.44
2 .52
1.20

238 ,564
3.4
3.4
3.1

13 .34
2 .50
1.19

2,道 路 整 備 2,586 ,547 3 .7 28 .20 2,685,023 3.8 28 .12
3 .濱巷港穹 ･泊婿巷 ･≦空涯巷 705,101 2 .1 7 .69 724,729 2,8 7 .59
、捲 れ穹
が魚 港ゞ
空 港

356,688
216 ,579
131,834

1･0
○.8
7 .3

3 ,89
2 .36
1.44

219 ,473
2 .0
1.3
7.3

3 .81
2 .30
1.48

4 ,住 宅 ･ 市 街 地 1-157,832 5 .2 12 .62 1,216,967 5 .1 12 ,74
住 宅 対 策
市 荏テ ,山 整 備

1-106 ,515 5 ,0
8 .5
12 .06
○.56
1,161,288 5 .0

8 .5
12 ,16
0 .58

5 ,下水道 ･環境衛生等 1,612,158 6 .6 17.58 1,710 ,826 6 .1 17.91
下 水 道
環 境 衛 生
都 市- 公 園
自 然 公 園

1,110,849
334,385
156,634

5 .8
9 .5
6 ,0
15 .0

12.11
3.65
1･71
0 ･11

1,171,946
361,169
166 ,069
11,642

5 .5
8 .○
6,0
13 .1

12 .27
3 ,78
1.74
0.12

6‐農幾$当蔦撓隻本寸堅萱餅非行 1,196,639 2 .4 13 .05 1,227 ,910 2 .6 12.86
7,林道 ･ 工業用水等 325,097 5 .4 3 .54 342 ,700 5 .4 3.59

本木
本木 道
工 業 用 水
Y合岸 r魚 #湯 整‘蒜
窩掟 点り ･電 気
都市 ･幹線鉄道
茶斤 事全 糸泉
航 路 標 識

116 ,519
15 ,404
30 -925
21

66,653
26 ,900
7,916

7 .4
4 .2
と"24 ,3
3.8
0･0
5.4
44.0
○.6

0 .66
1.27
0 ･17
○.34
0 ･00
0 .73
0 .29
0 .09

65,541
20,789
15,404
32,170
21
70,312
30-500

7 .9
3 ,7
0 ･0
4 .0
0 ･0
5 .5
13 .4
0 .6

○.69
1.26
0 .16
0 .34
0 ･00
0 .74
○,32
○.08

8再調 整餐 費 等 14 ,997 6 .3 ○.16 15 ,617 4 ,1 0 .16
一 舟毀 公 共 貰十 9,171,544 4 .1 100 9-550 ,144 4.1 100
災 害 復 旧 等 68,215 0 ･0 68 ,215 0･0
N T T - A 102,541 0 ･0 101-541 と" 1.1
合 計･ 9,342 ,300 4 .0 9,719,900 4.0
N T T 事 業 償 還 分 706 ,139 乙"68 .8
再 日汁 10,048 ,439 乙さ10･7 9 ,719 ,900 乙さ 3･3

と
、
六
三
年
度
以
降
で
は
、
最
も
低
い
伸
び
と
な
っ
た
。

②

現
下
の
経
済
情
勢
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
一
般

歳
出
全
体
を
抑
制
す
る
中
で
、
一
般
歳
出
投
資
部
門
経

費
に
つ
い
て
は
、
五
･
二
%
増
の
伸
び
を
確
保
し
た
。

③

公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
も
対
前
年
度
比
四
･
0

%
増
の
伸
び
を
確
保
し
た
。
な
お
、
災
害
復
旧
費
等
を

除
い
た
い
わ
ゆ
る
一
般
公
共
事
業
費
に
つ
い
て
は
昨
年

度
と
同
様
四
･
一
%
の
伸
び
と
な
っ
て
い
る

(表
2
)
。

(注) ｢N T T 事業償還分｣ は、 ｢日本

電信電話株式会社の株式の売

払収入の活用による社会資本

の整備の促進に関する特別措

置法｣ (昭62法86) に基づく公

共的建設事業に係る貸付金の

償還時において貸し付けるこ

ととした金額である。
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四

建
設
省
関
係
予
算

我
が
国
は
、
住
宅
･
社
会
資
本
の
整
備
水
準
が
欧
米
諸

国
に
比
べ
て
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
未
だ
経
済
力
に
あ
っ
た

豊
か
さ
を
実
感
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

建
設
省
は
、
住
宅
･
社
会
資
本
の
整
備
を
通
じ
て
国
民

生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
上
で
大
き
な
役
割
と
責
任
を
有

し
て
お
り
、
八
年
度
予
算
案
で
も
、
高
齢
化
社
会
を
前
に
、

質
の
高
い
住
宅
･
社
会
資
本
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る

と
と
も
に
、
景
気
の
着
実
な
回
復
に
資
す
る
た
め
、
所
要

の
公
共
事
業
費
の
確
保
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
八
年
度
建
設
関
係
予
算
案
で
は
、
国
費
六

兆
七
、
○
○
七
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
四
)、事
業
費

二
七
兆
八
、
八
八
二
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
と

し
、
こ
の
う
ち
一
般
公
共
事
業
費
に
つ
い
て
は
国
費
六
兆

五
、
五
三
六
億
円
と
、
国
全
体
の
一
般
公
共
事
業
費
の
伸

率
四
･
0
%
と
同
じ
伸
率
を
確
保
し
た
。

ま
た
、
事
業
費
に
つ
い
て
は
二
七
兆
六
、
五
八
五
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
二
)
を
確
保
す
る
と
と
も
に
財
政

投
融
資
資
金
に
つ
い
て
も
一
五
兆
二
、
三
八
五
億
円

(対

前
年
度
比
一
･
○

=

を
確
保
し
て
い
る
。

④

財
政
投
融
資
計
画
に
つ
い
て
は
、
対
前
年
度
比
=

･

五
%
増
の
五
三
兆
七
、
二
四
七
億
円
を
確
保
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
債
の
引
受
四
兆
六
、
○
○
0

億
円

(皆
増
)
が
あ
る
た
め
、
一
般
財
投
で
は
、
0
･

　 　　　　
建 増 ( ぁと 皆 る

　　　　

い 一

を鸚
　
は

(単位 :百万円)表 3 平成 8年度建設省関係予算総括表

事 項

事 業 費 国 費

8 年 度
(A )

前 年 度
(B)
倍 率
(A /B )

8 年 度

(C)
うち公共投資

重点化枠

前 年 度

(D )
うち公共投資

重点化枠

倍 率
(C /D )うち公共投資

重点化枠
うち公共投資

重点化枠

道 路 整 備

治 山 治 水
治 水
海 岸
急傾 斜地 等

都 市 計 画
公 園
下 水 道

住 宅 ･ 市 街 地

住 宅 対 策
宅 地 対 策
市 街 地 整 備

一般公共事業計

8,417,548

2,198 ,765

2,035,541

68,479

94,745

2 ,581 ,402

402 ,928

2,178 ,474

14 ,460 ,748

13,043 ,876

938 ,990

477 ,882

27,658 ,463

64 ,176

27,722 ,639

92,599

72,928

165 ,527

27 ,888,166

8 ,348 ,848

2 ,124,273

1 ,967,079

66 ,167

91,027

2 ,439 ,254

380 ,116

2 ,059 ,138

14 ,221,979

12 ,774 ,503

937 ,126

510 ,350

27,134 ,354

58 ,726

27 ,193,080

70,841

70 ,749

141,590

27,334 ,670

血
聰
鵬
螂
螂
螂
螂
眺
祕
祕
則
概
聖
職
靴
靭
鵬
m
鰡

2 ,685,023

1,313 ,592

主226 ,488

39 ,439

47 ,665

1,338,015

166 ,069

1,171,946

1,216 ,967

1,161,288

0

55 ,679

6 ,553,597

48,854

6 ,602,451

26 ,167

72 ,044

98 ,211

6 ,700 ,662

75,208

37 ,257

34,767

1,100

1,390

28,455

3,535

24,920

25,830

24,770

0

1,060

166 ,750

0

166 ,750

1,000

0

1,000

167,750

2,586 ,547

1,270,325

1,186 ,306

38,216

45,803

1,267,483

156,634

1,110,849

上157,832

1 ,106 ,515

0

51,317

6 ,282 ,187

48,854

6,331,041

25,342

69 ,868

95,210

6 ,426,251

74 ,601

36,960

34,017

1,093

1,850

28,328

3,512

24 ,816

25,780

24,720

0

1,060

165,669

0

165,669

883

0

883

166,552

鰓
鵬
那
鵬
臥
邸
跳
螂
驫
邸
‐
鷆

刑単
則
螂
鵬
鵬
鵬
臥

災 害 関 係

公共事業関係計

官 庁 営 繕

建 設 行 政 経 費

計

合 計

i 般 珊 一 I ー l l I I 宝 1 1‐o4 l国全体一般公共事業計 - 9,550 ,144 250,000 9 ,171,544 250 ,000

(備考)1.本表は、北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁計上の建設省関係分を含んだ計数である。
2,本妻には、 N T T ･B 型国費 8年度761,997百万円(前年度同額)を含む。
3,事業費には、公庫、公団等財投関連事業、 N Tで ･A 型事業等を含む。
4.国費には話まかにN T T ･A 型96,426百万円(前年度94,974百万円)及び特別会計国費として揮発油税直入分等がある。

ずと -弓奪う二｣ nこう



表 4 国全体と建設省関係予算の比較対照表 (単位 :百万円、 % )

区 分
国 全 体 建 設 省 建設省/国全体

8年度㈹ 前年度(B) 仲率(A /B ) 8年度(C) 前年度(励 伸率(C /D ) 8 年度 前年度

一 般 会 計 総 額 @

一 般 歳 出

産 投 特 会 へ 繰 入 等
= 事 業 分
@ ) 償 還 分

〔公 共 事 業 関 係 費〕
治 山 治 水
道 路 整 備
港 湾 ･ 漁 港 ･ 空 港

住 宅 ･ 市 街 地
下水道 ･ 環境 衛生等

農 業 農 村 整 備
林 道 ･ 工 業 用 水 等

調 整 費 等
小計(通常十 N T T ･B )

うち公共投資重点化枠

N T T ･ A 型
N T T 事業償 還分

一 般 公 共 事 業 計 (b)

災 害 復 旧 等

公 共 事 業 関 係 計 の
一般公共 / 総額 (b/a)

公共事業 / 総額(c/a)

75 ,104 ,924

43 ,140 ,901

1,300 ,000

1 ,300,000

0

1 ,626 ,372

2,685 ,023

724,729

1,216 ,967

1,710,826

1 ,227,910

342 ,700

15 ,617

9 ,550 ,144

250,000

101,541

0

9,651,685

68 ,215

9 ,719 ,900

12 .9

12 .9

70,987,120

42 ,141,740

2 ,408,685

1,300 ,000

1,108 ,685

1,573,173

2 ,586 ,547

705 ,101

1,157,832

1,612 ,158

1,196,639

325 ,097

14,997

9,171,544

250 ,00O

102,541

706,139

9 ,980 ,224

68,215

10 ,048 ,439

14 .1

14 ,2

5.8

2 4

△46.○

0 .0

3 ,4

3.8

2.8

5,1

6 .l

2 .6

5 .4

4 .l

4 .1

0 .0

△ 1.0

△ 3.3

0.0

△ 3.3

6 ,797 ,088

主313 ,592

2 ,685 ,023

0

1,2l6 ,967

1,338 ,015

0

0

0

6 ,553,597

166 ,750

96,426

0

6,650 ,023

48,854

6 ,698 877

97.8

98 .6

7,182 ,878

1,270 ,325

2,586 ,547

0

1,157 ,832

1,267 ,483

0

0

0

6 ,282 ,187

165 ,669

94,974

661,653

7 ,038 ,814

48 ,854

7 ,087,668

98 .O

98 ,7

△ 5.4

3 ,4

3.8

5 .1

5 .6

4.3

0 .7

1.5

△ 5.5

0 ･0

△ 5.5

8

‐
0
ヱ

-
-

器

知

鎚

れ

秘

,

0

‐

0

0

-

-
‐
…糠一節

鰯
鰡
砺
郁
砺

公 債 発 行 額 (d)
う ち財政法公債金
特 例 法 公 債 金
公 債 依 存 度 (d/a)
う ち 財 政 法 公 債 金
特 例 法 公 債 金

21 ,029 ,000

9 ,031 ,000

11 ,998,00O

28 .O

12 ,O

16 .O

12 ,598,000

9 ,746 ,900

2 ,851,100

17･7

13,7

4 .0

66 .9

△ 7.3

320 .8

財 政 投 融 資 49,124,700 48 ,190 ,100 1 ,9 15 ,238 ,500 15,110 ,100 0.8 31.O 31 .4

(注) ｢産投特会へ繰入等｣ において、｢事業分｣ には、｢日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促
進に関する特別措置法｣(昭和62年法律第86号)(以下 ｢社会資本整備特別措置法｣ という。)に基づき平成 3年度まで貸付けを
受けて実施されていた公共的建設事業のうち、 当面、 当該株式の売払収入以外の財源をもって行うこととした金額 (平成 7
年度1,127 ,459百万円、 平成 8年度1,128,459百万円) を含んでいる。
また、｢償還分｣ は、｢社会資本整備特別措置法｣ に基づく公共的建設事業に係る貸付金等の繰上償還時に貸し付けることと
した金額である。



平
成
八
年
度
建
設
省
関
係
予
算
案
の
特
色
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
o

1

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
控
え
、
国
民
が
真

に
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
計

画
的
･
重
点
的
な
住
宅
･
社
会
資
本
整
備
を
推
進
す
る

た
め
、
住
宅
、
下
水
道
、
公
園
、
交
通
安
全
施
設
、
海

岸
に
つ
い
て
新
た
な
五
箇
年
計
画
を
策
定
す
る
。

2

内
需
の
拡
大
に
よ
る
景
気
の
回
復
を
図
る
と
と
も
に
、

二
一
世
紀
に
向
け
て
、
生
き
生
き
と
し
た
活
力
に
満
ち

た
経
済
、
社
会
の
構
築
を
図
る
た
め
、
投
資
の
拡
大
を

図
り
つ
つ
、
当
面
す
る
政
策
課
題
に
対
応
し
た
戦
略
的
･

重
点
的
な
住
宅
･
社
会
資
本
整
備
を
推
進
す
る
。

3

二
一
世
紀
の
我
が
国
経
済
の
活
力
を
創
造
す
る
た
め
、

住
宅
･
社
会
資
本
整
備
の
新
た
な
展
開
を
通
じ
て
、
我

が
国
経
済
の
発
展
を
支
え
る
新
し
い
産
業
の
育
成
を
図

"る
0

4

社
会
･
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
高
度
化
す
る

国
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
こ
た
え
る
た
め
、
住
宅
･
社

会
資
本
整
備
に
係
る
諸
制
度
の
改
革
を
推
進
す
る
。

5

住
宅
･
社
会
資
本
整
備
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
推

進
し
、
よ
り
快
適
で
質
の
高
い
生
活
空
間
を
創
造
す
る

た
め
、
各
省
間
の
連
絡
を
含
め
各
種
事
業
を
横
断
す
る

総
合
的
な
施
策
の
展
開
を
図
る
。

(建
設
省
関
係
予
算
の
各
事
業
別
の
国
費
、
事
業
費
等
に

つ
い
て
は
表
3
、
建
設
省
関
係
予
算
と
国
全
体
の
予
算

の
対
比
に
つ
い
て
は
表
4
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

前

費

五

道
路
関
係
予
算
の
概
要

1

道
路
関
係
予
算
の
概
要

平
成
八
年
度
は
、
内
需
拡
大
に
よ
る
景
気
の
回
復
を
図

る
と
と
も
に
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
す
す
め
る
た
め
、

特
に
重
点
化
を
図
る
事
業
と
し
て
、
全
国
的
な
交
流
ネ
ッ

税

説

重

即

刻
贓

　
　

　
　

　

　

年8

費国

　

　

　

　

　

道

度

特

圓

年

会計国費

　

　

　

　

　
　

調
印

油　

国

1

あ

視

が

　

　(注) 1.道路整備特別会計国費としては、 このほかに N T T - A 及び貸付金償還金
等があり、 こ

れを含めると 8年度34,583億円、 前年度33,217億円となる。
2.一般会計線入には、 旧 N T T - B 型 8年度2,981億円、 前年度2,981億円を含む。

　
　
発
第
揮

ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の
た
め
の
高
規
格
幹
線
道
路
網
の
整
備
、

地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を

推
進
す
る
ほ
か
、
高
度
情
報
社
会
の
進
展
に
対
応
し
た
I

T
S
全局
度
道
路
情
報
シ
ス
テ
ム
)
の
整
備
等
に
取
り
組
む
。

ま
た
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
等
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
安

全
で
安
心
で
き
る
国
土
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
を
推

　

　
　　　

入

6

鰍
904

発

第

揮

31 841

一般会計繰入

26,850

30 -175



表 5 道路関係予算総括表 (単位 :百万円)

区 分
8 年 度 黛 み 年 度 侶)別 倍率“)/ (B)

事 業 費 国 費 事 業 費 国 費 事業費 国 費
一 般 道 路
一 般 国 道
直 轄
補 助
地 方 道
街 路
街 路
区 画 整 理
再 開 発

交 通 安 全
雪 寒
調 査
機 械
補 助 率 差 額 等
住 宅 宅 地 関 連
沿 道 整 備 融 資
(緊急地方道路整備事業)

(電線共同溝整備事業)

5,017 ,245

2 ,085,864

1,532 ,272

553 ,592

1,122,938

1,199,167

857,923

286 ,328

54,916

408 ,225

129 ,251

20 ,828

22 ,172

27 ,900

900

( 1,201,520)
( 89 ,959)

2 ,986 ,734

1,355 ,347

1,056,893

298 ,454

606,534

623,730

446 ,021

149 ,605

28江04

222,879

83,709

17,779

15 ,088

47 ,068

14,000

600

( 630,400)
( 49 ,887)

4,931 ,848

1,973 ,132

1,427 ,957

545,175

1,169 ,921

1,194 ,964

862 ,234

279 ,210

53 ,520

389,547

128,330

13,691

2主475

39 ,888

900

( 1,138 ,440)

( 77,304)

2,922 ,297

1,277 ,158

984 ,085

293 ,073

629 ,263

621,491

448 ,171

145,902

27 ,418

212 ,516

82,784

10,649

14,611

53,225

20 ,000

600

( 597,600)
( 42 ,764)

1 .02

1 ,06

1.07

1 .02

0 ,96

1.00

1.00

1.03

1 .03

L 05

1.01

1 .52

1 ,03

0 .70

1･00

(1 ,06)

(1.16)

1.02

1.06

1.07

L 02

0 .96

1.00

1 ,00

1.03

1 .03

1 ,05

1･01

1.67

L 03

0.88

0･77

1.00

(1 ,05)

(1.17)

有 料 道 路
日 本 道 路 公 団
首 都 高 速 道 路 公 団
阪 神 高 速 道 路 公 団

本州四国連絡橋公団
東京湾横断道路株式会社
地 方 道 路 公 社 等
(N T T - A 型事業)
道 路 開 発 資 金

3 ,400,303

1,916,025

447,822

291,542

271,770

l49 ,973

298 ,371

( 208 ,573)
102 ,850

471,516

212 ,933

40 ,666

18,971

36,604

0

110 ,892

( 90 ,653)
51,450

3 ,417 ,000

1,886,158

453 ,538

299 ,206

253,487

217,938

266,473

( 203 ,385)
98 ,000

399 ,362

171,255

34 ,377

9 ,850

34,766

0

100,114

( 89 ,257)
49 ,000

1.00

1 .02

0 ,99

0 .97

1 .07

0 .69

1.12

(1 .03)

1 ,05

1.18

1.24

1.18

1.93

1.05

L 11

(1.02)

1.05

道 路 整 備 計 8 ,417 ,548 3 ,458 ,250 8,348 ,848 3,321,659 1.01 1.04

高規格幹線道路(再掲)
一 般 道 路
一 般 国 道

調 査
有 料 道 路
う ち高速自動車 国道

うち本州四国連絡道路

2,690 ,418

634 ,177

631,905

2 ,272

2 ,056,241

1,660,727

271,770

709 ,403

457,765

455,491

2 ,272

251,640

209 ,910

36,604

2,519 ,554

529 ,136

527,050

2 ,086

1,990,418

1,541,553

253,487

592 ,478

38L 038

378 ,952

2 ,086

211,440

170 ,955

34,766

1.07

1.20

1.20

1.09

1.03

1.08

1 ･07

1 .20

1.20

1,20

1.09

1 .19

1.23

1.05

地 域 高 規 格 道 路 (再 掲)

一 般 道 路
一 般 国 道

地 方 道

街 路
調 査
有 料 道 路

513 ,645

194 ,398

153 ,637

21,874

16 ,862

2 ,025

319 ,247

197,855

123,581

100 ,926

11,723

9 ,274

1,658

74,274

453,957

129,479

1lo ,068

10 ,068

8 ,056

1,287

324 ,478

145,841

85,206

74 ,175

5 ,447

4 ,431

1,153

60 ,635

1.13

1 ,50

上40

2 .17

2 .09

九57

0,98

1.36

1.45

1.36

2.15

2.09

1.44

1.22

4T′ ,!三治浦語泊満解説斧二塁′“ 二̂-、 8 ,920 4 ,500 4 ,959 2 ,500 1.80 1,80
置け :〒理財甥.送籍三潴≠窓 寂会談)

通
安
全
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
い
て
、
一
般

道
路
、
有
料
道
路
及
び
地
方
単
独
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ

進
す
る
と
と
も
に
、
良
好
な
沿
道
環
境
づ
く
り
の
た
め
の

総
合
的
な
施
策
を
展
開
す
る
ほ
か
、
新
た
に
第
6
次
特
定

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
交

園1,一般道路の各区分の計数には、(緊急地方道路整備事業) 及び (電線共同溝整備事業) を含む。また、電線共同溝の事業
費には、新設、改築に伴って整備される電線共同溝の事業費、国費相当分を含む。
2.一般道路の各区分の計数には、旧 N T T - B 型事業、事業費569,764百万円(前年度569,205百万円)、国費298,066百万円
(前年度298,066百万円)を含む。
3.住宅宅地関連には、住宅宅地関連公共施設整備促進事業のみを計上した。
4,有料道路の各区分の計数には、(N T T - A 型事業) を含む。
5,道路開発資金の事業費には、東京湾横断道路株式会社への融資予定額8年度78,050百万円、前年度57,800百万円を含む。
6地方道路公社等は、地方道路公社及び地方公共団体に対する有料道路融資等である。
7,高規格幹線道路及び地域高規格道路の計数は各区分の再掲である。
8,地域高規格道路の計数は、一般道路、有料道路のうち日本道路公団の一般有料道路及び地方道路公社等を計上している。
9.高速自動車国道の国費は、政府出資金等 (8年度206,655百万円、前年度167,700百万円) と N T T - A 型事業 (8年度
3,255百万円、前年度3,255万円) の計である。
10.この他に街並み ･まちづくり総合支援事業 (建設省全体で事業費365億円、国費123億円) がある。

ン
ス
よ
く
、
か
つ
、
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
、

路
整
備
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
受
益
者
負
担
･
損
傷
者
負
担
の
考
え
方
に

に

は
道



基
づ
く
道
路
特
定
財
源

(揮
発
油
税
収
の
全
額
、
石
油
ガ

ス
税
収
の
1
/
2
、
自
動
車
重
量
税
の
国
分
の
八
割
)
の

全
額
を
道
路
の
整
備
に
充
て
る
。
ま
た
、
道
路
は
歩
行
者
･

自
転
車
の
利
用
や
電
気
･
ガ
ス
な
ど
公
益
施
設
の
収
容
、

防
災
な
ど
の
多
様
な
機
能
を
持
つ
空
間
で
あ
り
、
特
定
財

源
の
確
保
と
併
せ
て
一
般
財
源
を
投
入
す
る
。

以
上
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
平
成
八
年
度
の
道
路
関

係
予
算
案
は
、
一
般
会
計
計
上
分

(
一
般
会
計
か
ら
道
路

整
備
特
別
会
計
に
繰
入
れ
ら
れ
る
国
費
)
に
つ
い
て
、
対

前
年
度
一
･
0
四
倍
の
二
兆
六
、
八
五
〇
億
円
を
確
保
し

た

(図
1
)
。

ま
た
、
揮
発
油
税
収
の
直
入
分
に
つ
い
て
、
六
、
三
〇

四
億
円

(対
前
年
度
一
･
0
五
倍
)
を
確
保
し
、
こ
れ
に

道
路
開
発
資
金
貸
付
金
償
還
金
等
及
び
N
T
T
-
A
タ
イ

プ
事
業
分
を
加
え
た
道
路
整
備
特
別
会
計
国
費
と
し
て
は
、

対
前
年
度
一
･
0
四
倍
の
三
兆
四
、
五
八
三
億
円
を
確
保

し
た

(表
5
)
。

こ
れ
に
、
平
成
七
年
度
か
ら
認
め
ら
れ
た
住
宅
宅
地
関

連
幹
線
道
路
整
備
事
業
の
国
費
四
五
億
円

(対
前
年
度
一
･

八
〇
倍
)
を
加
え
た
道
路
関
係
国
費
は
三
兆
四
、
六
二
八

億
円
と
な
る
o

有
料
道
路
事
業
の
財
源
と
な
る
財
政
投
融
資
資
金
に
つ

い
て
は
、
三
兆
七
九
億
円

(対
前
年
度
一
･
0
0
倍
)
を

確
保
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
道
路
整
備
特
別
会
計
全
体
の
事
業
費
は
、

対
前
年
度
一
･
0
一
倍
の
八
兆
四
、
一
七
五
億
円
、
う
ち

一
般
道
路
事
業
五
兆
一
七
二
億
円

(対
前
年
度
一
･
0
二

倍
)、有
料
道
路
事
業
三
兆
四
、
0
0
三
億
円

(対
前
年
度

一
･
○
○
倍
)
と
な
っ
た
。
有
料
道
路
事
業
の
事
業
費
の

伸
び
が
国
費
の
伸
び

(
一
･
一
八
倍
)
を
大
き
く
下
回
る

の
は
、
採
算
性
の
確
保
の
観
点
等
か
ら
公
的
助
成
の
拡
充

と
い
う
こ
と
で
大
幅
な
国
費
投
入
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
o

道
路
整
備
予
算
の
ポ
イ
ン
ト

の

景
気
の
拡
大
を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
を
支
援

D

地
域
を
活
性
化
す
る
基
幹
道
路
の
集
中
的
整
備

①

高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
の
集
中
的

整
備活
力
あ
る
地
域
経
済
の
発
展
を
支
援
す
る
た
め
、

全
国
的
な
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
高
規
格

幹
線
道
路
網
に
つ
い
て
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
に
一
四
、

○
○
○
如
の
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
完
成
を
目
標
に
従
来

以
上
の
重
点
投
資
を
行
い
、
新
た
に
事
業
着
手
す
る

箇
所
も
含
め
、
約
四
、
0
0
0
如
の
整
備
を
推
進
す

る
･0ま

た
、
地
域
高
規
格
道
路
に
つ
い
て
も
従
来
以
上

の
重
点
投
資
を
行
い
、
約
七
二
〇
如
の
整
備
を
推
進

ず
′る
。
(重
点
事
項
)

･
高
規
格
幹
線
道
路
の
供
用
予
定

名
神
高
速
道
路
の
拡
幅
を
含
め

二
一
〇
楓

･
地
域
高
規
格
道
路
の
供
用
予
定

二
六
畑

･
高
規
格
幹
線
道
路
の
新
規
事
業
着
手

一
〇
八
畑

国
道
四
七
〇
号
七
尾
氷
見
道
路
(能
越
自
動
車

道
)ほ
か

九
箇
所

･
地
域
高
規
格
道
路
の
新
規
事
業
着
手

八
八
如

主
要
地
方
道

矢
吹
･
小
野
線

(福
島
空
港
･

あ
ぶ
く
ま
南
道
路
)
ほ
か

二
〇
箇
所

②

新
交
通
軸
の
形
成

各
地
で
提
唱
さ
れ
て
い
る

｢新
た
な
国
土
軸
｣、

｢多
様
な
地
域
連
携
｣
の
形
成
に
向
け
た
構
想
に
関

連
す
る
海
峡
横
断
道
路
の
実
現
の
た
め
に
、
本
州
四

国
連
絡
橋
等
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
技
術
を
踏
ま
え

新
た
な
技
術
開
発
を
進
め
、
大
幅
な
コ
ス
ト
削
減
を

図
り
つ
つ
長
大
橋
の
基
本
設
計
、
耐
震
･
風
洞
実
験

に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
地
域
間
の
交
流
･
連
携
に

向
け
た
地
域
の
主
体
的
な
取
り
組
み
を
補
助
調
査
に

よ
っ
て
支
援
す
る
。

③

地
域
が
期
待
す
る
活
性
化
支
援
の
た
め
の
道
路
の

集
中
的
整
備

地
元
市
町
村
、
経
済
界
等
が
期
待
す
る
地
域
開
発

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
不
可
欠
な
道
路
事
業
の
う
ち
、
都

道
府
県
等
の
要
望
に
基
づ
き
概
ね
五
年
以
内
の
早
期

完
成
に
よ
り
大
き
な
事
業
効
果
が
期
待
で
き
る
事
業

の
進
捗
を
図
る

｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣
を

創
設
し
、
事
業
箇
所
の
公
表
、
重
点
投
資
を
行
う
と

と
も
に
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
。



(重
点
事
項
)

･
地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
の
創
設

(新
規
)

各
都
道
府
県
三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
程
度
の
支
援

･
交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事
業
の
推

進

八
五
箇
所

④

規
制
緩
和
の
推
進
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進

貨
物
輸
送
の
効
率
化
、
国
際
物
流
の
円
滑
化
に
対

応
す
る
た
め
、
重
要
港
湾
、
工
業
団
地
等
の
物
流
拠

点
を
結
ぶ
主
要
な
国
道
な
ど
重
要
な
路
線
に
つ
い
て

橋
梁
の
補
修
･
補
強
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規

制
緩
和
政
策
の
一
環
で
あ
る
車
両
総
重
量
二
五
ト
ン

に
対
応
し
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(約
二
四
、
0
0

0
畑
)
の
整
備
を
平
成
九
年
度
末
完
了
を
目
標
に
推

進
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
海
上
輸
送
コ
ン
テ
ナ

(I
S

O
規
格
鱒
フ
ィ
ー
ト
)
に
フ
ル
積
載
し
た
ト
レ
ー
ラ
ー

の
通
行
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

(重
点
事
項
)

･
橋
梁
の
補
修
･
補
強

八
年
度
末
ま
で
に
主
要
な
国
道
な
ど
物
流
上
重

要
な
路
線
に
つ
い
て
橋
梁
の
補
修
･
補
強
を
約
九

割
完
了

の

魅
力
と
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
支
援

①

-
三
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業

地
域
都
市
圏
域
に
お
い
て
、
道
路
整
備
、
施
設
整

備
等
の
ハ
ー
ド
施
策
と
ソ
フ
ト
施
策
を
組
み
合
わ
せ
、

生
活
基
盤
と
産
業
基
盤
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
支
援
す
る

｢21
世

紀
活
力
圏
創
造
事
業
｣
を
創
設
す
る
。
こ
の
事
業
に

お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
プ
ラ
ン
に

基
づ
き
、
通
商
産
業
省
と
連
携
し
て
、
関
連
道
路
整

備
や
駐
車
場
整
備
、
商
業
地
域
振
興
施
策
等
の
各
種

支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
重
点
的
に
実
施
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
二
一
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業
の
創
設

(新
規
)

三
〇
箇
所
程
度
の
地
域
を
選
定
し
、
重
点
的
に

事
業
を
実
施

②

ふ
る
さ
と
交
流
拠
点
事
業

中
山
間
地
域
に
お
い
て
、｢駅
の
道
｣
や
サ
ー
ビ
ス

エ
リ
ア

(S
A
)

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

(P
A
)

と
、
物
産
館
、
美
術
館
、
博
物
館
、
商
業
･
物
流
施

設
等
と
を
複
合
的
･
一
体
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、

道
路
･
地
域
情
報
な
ど
の
発
信
や
他
の
拠
点
と
の
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新

た
な
地
域
拠
点
の
整
備
を
行
う

｢ふ
る
さ
と
交
流
拠

点
事
業
｣
を
創
設
す
る
。
こ
の
事
業
に
お
い
て
は
、

農
林
水
産
省
と
連
携
し
て
、
情
報
提
供
施
設
の
整
備

や
関
連
道
路
等
の
整
備
を
実
施
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
ふ
る
さ
と
交
流
拠
点
事
業
の
創
設

(新
規
)

約
五
〇
箇
所

②

新
技
術
開
発
の
推
進
等
に
よ
り
新
産
業
の
育
成
を
支

援

へ

D

I
T
S

(高
度
道
路
情
報
シ
ス
テ
ム
)
の
研
究
関

節

発
･
整
備
の
推
進

　

交
通
事
故
や
渋
滞
等
の
道
路
交
通
問
題
解
決
の
切

影

り
札
で
あ
り
、
新
産
業
創
出
の
有
望
分
野
で
あ
る
I

T
S
の
う
ち
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
高
度
化
と
し
て

道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
S
)
に
つ

い
て
は
、
首
都
圏
、
東
名
･
名
神
高
速
道
路
、
阪
神

高
速
道
路
等
で
の
実
用
化
と
全
国
展
開
に
向
け
た
イ

ン
フ
ラ
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自
動
料
金
収

受
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
試
験
運
用
を
開
始
す
る
。

ま
た
、
そ
の
他
の
I
T
S
開
発
分
野
に
つ
い
て
は
、

諸
外
国
に
お
け
る
積
極
的
な
研
究
開
発
の
動
向
を
視

野
に
入
れ
つ
つ
、
自
動
運
転
道
路
シ
ス
テ
ム

(A
H

S
)
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
開
発
の
総
合
的
な
推
進

を
図
る
。

(重
点
事
項
)

･
八
年
春
の
首
都
圏
等
で
の
V
I
C
S
の
実
用
化
と

全
国
展
開
に
向
け
た
ビ
ー
コ
ン
の
整
備

(新
規
)

約
一
、
八
〇
〇
箇
所
、
事
業
費
三
四
二
億
円

･
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
試
験

運
用
の
開
始

(新
規
)

事
業
費

五
億
円

･
研
究
開
発
の
全
体
計
画
の
策
定
と
研
究
推
進
体
制

の
整
備

(新
規
)

･
A
H
S
の
供
用
前
の
高
速
道
路
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド



実
験
の
実
施
等

事
業
費

七
一
億
円

各
種
研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
格
的
な
推

進

(新
規
)

･
国
際
標
準
化
へ
の
積
極
的
な
対
応

(新
規
)

の

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
整
備
推
進

高
度
情
報
化
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
早
期
か
つ
効
率
的

な
整
備
を
進
め
る
た
め
、
電
線
共
同
溝
、
下
水
道
管

渠
、
河
川
空
間
等
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
た
電
線
収

容
空
間
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
を
策
定
す
る
。
そ

の
際
、
先
進
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
を
モ
デ
ル

地
区
と
し
て
行
政
情
報
等
の
提
供
シ
ス
テ
ム
と
し
て

の
活
用
を
図
る
た
め
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
。

こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
第
三
期
電
線
類
地
中

化
五
箇
年
計
画

(平
成
七
年
度
-
平
成

=
年
度
)

に
基
づ
き
、
五
年
間
で
二
、
0
○
○
蝋
の
地
中
化
を

目
標
に
電
線
共
同
溝
の
整
備
を
推
進
す
る
。
ま
た
、

道
路
管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
平
成
一

一
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
約
五
、
○
○
○
如
を
整
備

し
、
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
を
推
進
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
電
線
共
同
溝
の
整
備
推
進

約
四
五
〇
蹴

･
電
線
収
容
空
間
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
の
策
定

(新
規
)

･
モ
デ
ル
地
区
に
お
け
る
整
備

･
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン

(新
規
)岐

阜
県
大
垣
市
ほ
か
約
一
〇
箇
所

③

安
全
で
快
適
な
環
境
づ
く
り
を
支
援

D

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
復
興
対
策
及
び
安
全
で
安

心
で
き
る
国
土
づ
く
り
の
推
進

①

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
復
興
対
策
の
推
進

｢阪
神
･
淡
路
地
域
の
復
興
に
向
け
て
の
取
組
方

針
｣
(阪
神
･
淡
路
復
興
対
策
本
部
)
に
基
づ
き
、
被

災
地
域
の
一
日
も
早
い
復
興
を
図
る
た
め
、
道
路
事

業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
を
強
力
に
推
進
す
る
。

②

安
全
で
安
心
で
き
る
国
土
づ
く
り
の
推
進

･
阪
神
･
淡
路
大
震
災
等
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
代
替

性
の
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
保
す
る
た
め
、
高

規
格
幹
線
道
路
な
ど
の
整
備
を
推
進
す
る
。

･
安
全
で
安
心
で
き
る
地
域
づ
く
り
･
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
広
域
的
な
計
画
に
基
づ
く
緊

急
輸
送
道
路
な
ど
の
道
路
の
整
備
、
土
地
区
画
整

理
事
業
等
の
面
的
整
備
事
業
な
ど
を
重
点
的
に
推

進
す
る
と
と
も
に
、
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
等
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
･
信
頼
性
の
向
上
を
図
る

観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
収
容
施
設
で
あ
る
共
同
溝
、

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
。

･
平
成
七
年
度
か
ら
三
年
間
で
全
国
の
緊
急
度
の
高

い
橋
梁
の
補
強
対
策

(対
象
補
強
橋
脚
数
約
二
七
、

0
0
0
基
)
を
概
成
さ
せ
る
震
災
対
策
緊
急
橋
脚

補
強
事
業
を
推
進
す
る
。

･
災
害
発
生
時
に
お
け
る
即
応
体
制
の
強
化
を
図
る

た
め
、
災
害
情
報
等
を
総
合
的
に
収
集
、
分
析
、

提
供
す
る
道
路
災
害
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
!
ク
シ
ス
テ

ム
の
整
備
を
推
進
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
に
関
す
る
広
域

的
な
計
画
の
策
定

(新
規
)

･
震
災
対
策
緊
急
橋
脚
補
強
事
業
に
よ
り
対
象
橋
脚

の
約
八
割
の
補
強
完
了

補
強
橋
脚
数

約
九
、
一
〇
〇
基

･
道
路
橋
に
関
す
る
耐
震
基
準
の
改
訂

･
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

(G
I
S
)
の
開
発
･
整
備

の

良
好
な
沿
道
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
総
合
的
施
策

の
推
進
国
道
四
三
号
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
、
良
好

な
沿
道
環
境
を
創
造
す
る
た
め
、
関
係
機
関
、
地
元

公
共
団
体
と
協
力
し
、
道
路
構
造
対
策
、
交
通
規
制

を
含
め
た
交
通
流
対
策
、
自
動
車
単
体
対
策
、
都
市

や
地
域
全
体
の
整
備
と
一
体
と
な
っ
た
総
合
的
な
環

境
政
策
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
交
通
騒
音
の
著
し
い
幹
線
道
路

の
沿
道
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た

沿
道
環
境
の
整
備
を
図
り
、
道
路
交
通
騒
音
の
低
減

と
沿
道
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
利
用
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
沿
道
法
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、

緩
衝
建
築
物
の
建
築
の
誘
導
等
を
行
う
た
め
税
制
上



の
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

○
沿
道
環
境
整
備
制
度
の
拡
充
等

0
沿
道
整
備
に
関
す
る
助
成
措
置
の
充
実

･
緩
衝
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
助
成
の
対
象
の

拡
充

･
沿
道
環
境
整
備
機
構
の
土
地
買
取
り
に
係
る
無

利
子
貸
付
け

等

o
税
制
上
の
特
例
措
置
の
創
設

表
第 6 次特定交通安全施設等整備事業業五箇年計画(案)

(道路管理者分) (単位 :億円)

霧籔瘢純浄熱田
画
⑬
計年
り
箇
書
五
斗
次
を
五
醍
第
G

率
⑬
倍
膨

事業費 ⑳幼 ⑳蹴 霊( )書きは調整費を除いた計画である。
次五箇年計画の投資実績(見込み)
17,651億円 達成率111.0 % (対調整費除き計画額)

2,第 5次五箇年計画の投資実績(見込み)

第 6次特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(案)の事業内容

設

設

備
鰤

創

整
業

蹴

勤
膊
道

形

策

歩
ン

対

備

い

一

急

整

広

ゾ

緊

的
備

の
ィ

点

面
整
幅
テ

地

の

の

、
ニ

発

問
等
ち

ュ

多

空

行

う

ミ

故

行
歩

コ

悌
必
,

,

施
動

施

実
含

勃
)
沌
揆

所
業

粭

就
勒

o

轢
溌
蝋

却
倣

磐
′
鰤
絢

約

改

′
“

国

、

約

全

長

市

、

延

都

点

急

の

地

緊

上

し

(

(

以

高

畑
如
人

の

00

00

万

度

P

o
m

駄

織
繊
如

･
沿
道
整
備
推
進
器
講
等
に
よ
る
土
地
等
の
買
取

り
に
係
る
一
、
五
〇
〇
万
円
の
特
例
控
除
等

め

総
合
的
な
交
通
安
全
施
策
の
推
進

交
通
事
故
死
者
数
が
八
年
連
続
し
て
一
○
、
○
○

0
人
を
突
破
し
て
い
る
厳
し
い
状
況
を
踏
ま
え
、
平

成
八
年
度
を
初
年
度
と
す
る

｢第
6
次
定
例
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
｣を
策
定
し
、
一
般

道
路
に
お
け
る
交
通
安
全
施
策
を
推
進
す
る
(表
6
)。

高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
、｢高
速
自
動
車

国
道
等
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
五
箇
年

間
の
事
業
計
画

(第
二
次
)｣
に
基
づ
き
事
業
を
積
極

的
に
実
施
す
る
。

･
五
箇
年
間
の
事
業
計
画

四
、
五
〇
〇
億
円

(対
前
計
画
一
･
三
九
)

･事
業
内
容

事
故
多
発
地
点
緊
急

対
策

約
一
、
二
〇
〇
箇
所

等

の

交
通
需
要
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
本
格
実
施
に
よ
る

渋
滞
対
策
の
推
進

｢新
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に
基
づ
き
、
バ
イ

パ
ス
･
環
状
道
路
等
の
交
通
容
量
拡
大
策
を
一
層
推

進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
利
用
の
仕
方
に
工
夫
を

求
め
る
交
通
需
要
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
施
策
を
本
格
的

に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
実
施
体
制
の

整
備
を
重
点
的
に
実
施
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
渋
滞
が
解
消
ま
た
は
緩
和
さ
れ
る
見
込
み
の
主
要

渋
滞
ポ
イ
ン
ト

約
三
五
箇
所

･
H
O
V
レ
ー
ン
な
ど
の
新
た
な
交
通
需
要
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
施
策
を
施
行
、
導
入

･
交
通
混
雑
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会

(T
M
A
)
を
設

立
す
る
都
市

(圏
)
に
対
す
る
支
援

(新
規
)

(施
行
的
な
活
動
の
支
援
、
関
連
施
設
整
備
へ
の

支
援
)

め

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
の
推
進

国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
効
率
的
な
輸
送
体
系
の

確
立
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
と
の
協
力
関
係
の
も

と
、
道
路
の
み
な
ら
ず
航
空
、
海
運
、
水
運
及
び
鉄

道
等
複
数
の
交
通
機
関
の
連
携
に
よ
る
交
通
施
策

(
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
)
の
推
進
を
図
る
。

(重
点
事
項
)

･
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
推
進
協
議
会
の
も
と
で
交
通
機

関
相
互
連
携
を
強
化
す
る
事
業
の
計
画
策
定
、
事

業
の
推
進

･
道
路
･
フ
ェ
リ
ー
情
報
相
互
提
供
に
よ
る
経
路
選

択
支
援

(新
規
)

対
象
航
路

瀬
戸
内
海
周
辺
の
フ
ェ
リ
ー
航
路

の

歩
く
た
め
の
み
ち
づ
く
り
の
推
進

国
民
の
歩
く
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
歩
く
こ
と
を
通
じ

た
健
康
･
福
祉
活
動
や
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
支

援
す
る
た
め
、
豊
か
な
自
然
、
歴
史
･
文
化
的
施
設

等
を
連
絡
し
、
安
全
か
つ
快
適
に
散
策
等
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
歩
行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を

約
三
五
箇
所
　

　



推
進
す
る
。

(重
点
事
項
)

･
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
･
ト
レ
イ
ル
事
業
の
創
設
(新
規
)

大
分
県
久
住
町
等

約
五
〇
箇
所

@

計
画
的
･
重
点
的
な
事
業
の
実
施

D

計
画
的
･
重
点
的
な
道
路
事
業
の
執
行

道
路
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
振
興
を

支
え
る
高
規
格
幹
線
道
路
･
地
域
高
規
格
幹
線
道
路

の
整
備
、
地
域
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
、
安
全
･

環
境
な
ど
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応
な
ど
に
留
意
し
、

道
路
事
業
全
体
の
重
点
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

一
層
の
集
中
投
資
を
行
う
。

ま
た
、
道
路
と
農
道
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省

と
協
力
し
、
都
道
府
県
単
位
の
整
備
計
画
を
策
定
す

る
な
ど
関
係
機
関
と
の
適
切
な
連
携
の
も
と
、
道
路

事
業
を
推
進
す
る
。

の

有
料
道
路
制
度
の
活
用
等
に
よ
る
道
路
整
備
の
推

進
有
料
道
路
制
度
を
活
用
し
た
高
規
格
幹
線
道
路
等

の
整
備
に
あ
た
り
、
各
公
団
等
に
お
い
て
、
よ
り
徹

底
し
た
経
営
の
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、
耐
震
性

の
向
上
、
環
境
対
策
の
拡
充
等
新
た
な
ニ
ー
ズ
へ
の

的
確
な
対
応
や
適
正
な
料
金
水
準
の
確
保
の
観
点
か

ら
、
よ
り
、
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
、
事
業
の
着
実

な
推
進
を
図
る
。

な
お
、
昨
年
三

月
三
〇
日
の
道
路
審
議
会
中
間

答
申

｢今
後
の
有
料
道
路
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

(高
速
自
動
車
道
に
つ
い
て
)｣を
踏
ま
え
、
次
期
国

土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議
会
の
開
催
に
向
け

て
、
新
た
な
基
本
計
画
、
整
備
計
画
策
定
の
た
め
の

準
備
を
進
め
る
o

(重
点
事
項
)

･
有
料
道
路
の
震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
へ
の

公
的
助
成

(新
規
)

[供
用
中
の
有
料
道
路
で
緊
急
度
の
高
い
橋
梁
の

補
強
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
費
2
/
3

相
当
額
を
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
公
的
助
成

(た
だ
し
、
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公

団
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
に
つ
い
て
は
二
年
分

割
こ

･
三
陸
縦
貫
自
動
車
道

(矢
本
石
巻
道
路
)
に
対
す

る
公
的
助
成
の
拡
充

(新
規
)

[日
本
道
路
公
団
が
新
規
に
着
手
す
る
三
陸
縦
貫

自
動
車
道

(矢
本
石
巻
道
路
)
の
建
設
中
の
資
金

コ
ス
ト
を
三
%
化
]

･
都
市
高
速
道
路
の
緊
急
環
境
対
策
事
業
に
対
す
る

公
的
助
成
の
拡
充

(新
規
)

[首
都
高
速
道
路
公
団
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団

が
実
施
す
る
高
度
な
環
境
対
策
に
係
る
事
業
費
の

2
/
3
相
当
額
を
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
公

的
助
成
]

･
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
震
災
関
連
事
業
に
対
す

る
公
的
助
成
の
拡
充

(新
規
)

[阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
よ
る
明
石
海
峡
大
橋
関

連
区
間
の
追
加
事
業
に
つ
い
て
そ
の
1
/
3
相
当

額
を
国
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
出
資
金
、
2
/

3
相
当
額
を
道
路
開
発
資
金
に
よ
り
公
的
助
成
]

･
優
良
融
資
事
業
に
お
け
る
一
般
有
料
道
路
事
業
の

貸
付
枠
の
追
加

(新
規
)

[地
方
道
路
公
社
に
よ
る
大
規
模
な
用
地
買
収
等

を
伴
う
規
格
の
高
い
幹
線
道
路
の
整
備
を
推
進
す

る
た
め
、
一
般
有
料
道
路
事
業
の
貸
付
枠

(事
業

費
の
三
0
%
)
を
追
加
]

･
有
料
道
路
支
援
関
連
事
業
の
推
進

[有
料
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
関
連
す

る
一
般
道
路
事
業
の
重
点
的
な
推
進
]



八
筆
鷹
道
路
関
係
予
算

椴
国
道
関
係
予
算
⑭
柳
襲建設

省
道
路
局
国
道
課
建
設
専
門
官

木
村

昌
司

同

国
道
課
建
設
専
門
官

山
田

篤
司

は
じ
め
に

一
般
国
道
は
、
現
在
四
五
九
路
線
、
実
延
長
約
五
三
、

0
0
0
蹴
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

一
般
国
道
は
、
高
速
自
動
車
国
道
な
ど
と
一
体
と
な
っ
て

全
国
的
な
高
規
格
幹
線
道
路
網
を
形
成
し
つ
つ
、
都
市
に

お
い
て
は
都
市
活
動
の
基
幹
的
施
設
と
し
て
機
能
し
、
地

方
に
あ
っ
て
は
地
域
間
の
円
滑
な
交
通
を
支
え
る
な
ど
極

め
て
広
範
多
岐
に
わ
た
る
使
命
を
担
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
%

一
般
国
道
の
延
長
は
、
都
道
府
県
道
以
上
の
一
般
道
路

の
全
延
長
の
約
三
0
%
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
全
国

の
自
動
車
走
行
台
顔
の
約
五
○
%

(平
成
二
年
度
道
路
交

通
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
)
を
分
担
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

一
般
国
道
の
重
要
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
整
備
は
十
分

と
は
い
い
が
た
い
。
た
と
え
ば
、
平
成
六
年
四
月
一
日
現

在
、
四
車
線
以
上
で
整
備
さ
れ
て
い
る
区
間
は
わ
ず
か
五
、

二
六
四
畑

(九

･
九
%
)
し
か
な
い
現
状
に
あ
る
。
ま
た
、

改
良
済
み
区
間

(四
六
、
三
四
七
楓
)
で
あ
っ
て
も
交
通

が
ス
ム
ー
ズ
に
通
行
し
て
い
な
い
区
間

(混
雑
度
一
･
0

以
上
の
区
間
)
が
二
四
、
0
0
八
蝿

(四
五
･
0
%
)
に

達
し
て
い
る
o

こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

平
成
五
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年

計
画
の
四
年
目
と
し
て

｢ゆ
と
り
社
会
｣
に
向
け
た
道
づ

く
り
を
基
本
方
針
と
し
、
特
に
、
低
迷
す
る
景
気
の
早
期

回
復
を
図
り
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
特

に
重
点
化
を
図
る
事
業
と
し
て
、
全
国
的
な
交
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成
の
た
め
の
高
規
格
幹
線
道
路
に
指
定
さ
れ

た
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備
及
び
高
規
格
幹

線
道
路
網
と
一
体
と
な
っ
て
地
域
振
興
を
支
え
る
地
域
高

規
格
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
安
全

で
安
心
で
き
る
国
土
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
良
好
な
交
通
環
境
を
創
造
す
る
た
め
、

バ
イ
パ
ス
、
環
状
道
路
等
に
よ
る
交
通
拠
点
へ
の
ア
ク
セ

ス
道
路
の
整
備
、
交
差
点
改
良
、
立
体
化
等
に
よ
る
渋
滞

対
策
を
推
進
す
る
ほ
か
、
県
際
･
峠
越
え
に
お
け
る
交
通

不
能
区
間
等
の
解
消
等
に
重
点
を
お
い
て
整
備
を
す
す
め

る
。
さ
ら
に
、
く
ら
し
の
快
適
性
向
上
、
良
好
な
環
境
創

造
の
た
め
、
環
境
施
設
帯
や
遮
音
壁
の
設
置
、
道
路
の
緑

化
、
電
線
共
同
溝

(C
･
C
･
B
O
X
)
の
整
備
等
を
推

進
す
る
ほ
か
、
新
た
に
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整

備
事
業
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
交
通
安
全
施
策
を
積
極

的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



表 1 平成 8年度高規格幹線道路新規事業化予定箇所

名 称 路線名 箇 所 名 延長』) 県 名

l
一般国道の自動車専用道路

繊
鱗
繊

掛覇斂細蠣絹柳

戯糠
砒本
お尾

脇幌
わ松
皺七 山

道

富

道

海

野

川

海
城
形
重
取
根
崎

北

長

石

北

宮

山

三

鳥

島

宮

40

6

腿
蛇
9

9

郷

鮒
螂
ス

路

路
路

路

パ
道

路

道

道

道

新装鸚鵡鰯鱗鶴雄灘
繊雛纖鯏

徴籤総帥鰐務榊臓物熟簾細緘厩
108

以
下
に
平
成
八
年
度
の
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要
に

つ
い
て
延
べ
る
。

一
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備

地
域
間
の
活
発
な
交
流
を
支
え
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
に
一
四
、
○

0
0
題
の
高
規
格
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
完
成
す
る

こ
と
を
目
標
に
、
今
後
の
道
路
政
策
の
中
心
的
課
題
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
く
。

一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
整
備
す
る
高
規

格
幹
線
道
路
は
、
総
延
長
で
約
二
、
三
〇
〇
如

(本
州
四

国
連
絡
道
路
除
き
)
で
あ
り
、
既
に
事
業
に
着
手
し
て
い

る
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
、
東
海
環
状
自
動
車
道
、

京
奈
和
自
動
車
道
、
西
九
州
自
動
車
道
等
の
大
都
市
圏
を

中
心
に
積
極
的
な
事
業
展
開
を
図
る
と
と
も
に
、
中
部
縦

貫
自
動
車
道

(国
道
一
五
八
号

松
本
波
田
道
路
)、能
越

自
動
車
道

(国
道
四
七
〇
号

七
尾
氷
見
道
路
)
等
四
〇

蝿
の
区
間
の
事
業
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
に
並
行
す
る
一
般
国
道
に
お

い
て
既
に
事
業
に
着
手
し
て
い
る
自
動
車
専
用
道
路
の
整

備
を
推
進
し
、
当
面
そ
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
東
北
中

央
自
動
車
道

(国
道
一
三
号

主
寝
坂
道
路
)、山
陰
自
動

車
道

(国
道
九
号

名
和
淀
江
道
路
)
等
六
八
如
の
区
間

の
事
業
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る

(表
1
参
照
)。

さ
ら
に
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
事
業
と
密
接
に
関
連
す

る
東
京
外
か
く
環
状
道
路
、
名
古
屋
環
状
二
号
線
等
の
事

業
に
つ
い
て
継
続
実
施
す
る
。

三

地
域
高
規
格
道
路

高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
地
域
の
振
興
･
活
性
化
を
図
る
た
め
、

第
蛭
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
期
間
内
に
、
二
、
0
0

0
虹
程
度
の
整
備
に
着
手
し
、
ニ
ー
世
紀
初
頭
に
は
六
、

0
0
0
如
ー
八
、
0
0
0
鹸
整
備
を
目
標
に
重
点
的
な
整

備
に
努
め
る
o

地
域
高
規
格
道
路
は
平
成
六
年
一
二
月
に
｢候
補
路
線
｣

と
し
て
二
四
五
路
線
、
｢計
画
路
線
｣
と
し
て
一
三
八
路
線

が
指
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
四
月
、
八
月
に

｢整
備
区
間
｣

が
合
わ
せ
て
一
、
七
八
二
姉
指
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
八
年
度
は
直
轄
国
道
と
し
て
、
高
知
松
山

自
動
車
道

(国
道
三
三
号
三
坂
道
路
)
等
二
四
如
、
補
助

国
道
と
し
て
、
伊
勢
志
摩
連
絡
道
路

(国
道
一
六
七
号
第

二
伊
勢
道
路
)
等
三
〇
虹
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る

(表

2
参
照
)。

三

一般
道
路
の
整
備

1

一
次
改
築

一
般
国
道
の
一
次
改
築
は
、
交
通
不
能
区
間
及
び
幅
員

表 2 平成 8年度地域高規格幹線道路新規事業化予定箇所

名 称 路線名 箇 所 名 延長(kの 賂

道
道

路
路
路

道

車
車
路

道

道

道

車

路
動
動
道

断
絡
絡
路
動
路

道
目
自
断

機
運
連
道
目
道

)

宮

山

山

横

)
岡
曽
摩
宮
芸
田

轄
新
松
松
州
助
盛
木
志
新
安
日

直
條
知
知
九
楠
古
郡
勢
條
南
滓

(
五
高
高
中
(
宮
伊
伊
五
阿
中

鰓
33

33

57

106

蜘
167
岬
芻
芻 繊

椥渓

路
ば馬

路

鷲

路
繊
聯
秘偲面側

海期鱗
繊拗畑
蘇れ轆閖無傷海艇製対韓蕨

劾鰊孵認鬘幽翠燕藷磯
翁鋤滯鰯
航鼠霧柳盤纖

RU
1▲
QJ
6̂

7I
“せ
りノー
リム
ヤリ
にU

良

知

媛

分

手

野

重

良

知

分

奈
高
愛
犬

岩

長

三

奈

高

大

54



狭
陷
区
間
の
解
消
、
冬
期
交
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ

り
地
域
交
流
の
拡
大
、
地
域
開
発
の
促
進
、
地
方
都
市
と

周
辺
農
山
漁
村
と
の
一
体
化
、
過
疎
対
策
の
推
進
等
に
極

め
て
大
き
な
役
割
を
有
す
る
事
業
で
あ
り
、
指
定
区
間
及

び
権
限
代
行
区
間
に
つ
い
て
は
直
轄
事
業
に
よ
り
、
そ
れ

以
外
の
区
間
に
つ
い
て
は
補
助
事
業
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
整

備
を
進
め
て
い
る
o

直
轄
事
業
に
お
い
て
は
権
限
代
行
区
間
と
し
て
、
埼
玉
･

山
梨

一
四
〇
号

(雁
坂
道
路
)、
高
知
･
愛
媛

一
九
四
号

(寒
風
山
道
路
)
等
の
路
線
に
つ
い
て
事
業
を
継
続
実
施

し
、
新
た
に
奈
良
一
六
八
号
の
十
津
川
道
路
の
事
業
に
着

手
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
指
定
区
間
で
は
北
海
道
二

二
九
号

(沼
前
道
路
)、
二
三
六
号

(上
杵
白
道
路
)
等
の

路
線
に
つ
い
て
事
業
を
継
続
実
施
す
る
。
補
助
事
業
に
お

い
て
は
、
秋
田
一
〇
八
号
、
静
岡
三
六
二
号
、
奈
良
一
六

八
号
、
高
知
四
三
九
号
、
宮
崎
三
八
八
号
等
の
整
備
を
促

進
す
る
。

2

二
次
改
築

一
般
国
道
の
二
次
改
築
は
、
市
街
地
部
の
交
通
混
雑
の

解
消
、
空
港
、
港
湾
、
I
C
、
主
要
駅
等
の
交
通
拠
点
へ

の
連
絡
強
化
及
び
地
域
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
等
の

観
点
か
ら
、
現
道
拡
幅
、
バ
イ
パ
ス
、
環
状
道
路
の
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
防
災
･
震
災
対
策
や
、
沿
道
環

境
の
改
善
と
ゆ
と
り
と
う
る
お
い
の
あ
る
道
路
空
間
の
確

保
を
目
指
す
緑
化
･
環
境
対
策
等
を
推
進
す
る
。

○

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備

大
都
市
圏
内
、
地
方
中
核
都
市
及
び
そ
の
周
辺
部
の
交

通
混
雑
の
抜
本
的
な
解
消
と
沿
道
環
境
の
改
善
を
図
る
た

め
に
は
、
既
成
市
街
地
か
ら
通
過
交
通
を
迂
回
さ
せ
る
と

と
も
に
都
市
に
発
生
集
中
す
る
交
通
を
分
散
導
入
さ
せ
る

役
割
を
待
つ
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

平
成
八
年
度
は
、
既
着
工
事
業
箇
所
を
中
心
に
交
通
混

雑
や
沿
道
環
境
の
悪
化
が
特
に
著
し
い
箇
所
に
重
点
を
お

く
と
と
も
に
、
地
域
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
不
可
欠
な
道

路
事
業
の
う
ち
、
早
期
完
成
に
よ
り
大
き
な
事
業
効
果
が

期
待
で
き
る
事
業
及
び
空
港
、
港
湾
、
I
C
、
主
要
駅
等

へ
の
連
絡
を
強
化
す
る
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
重
点
的
に

整
備
を
推
進
す
る
。

②

渋
滞
対
策

都
市
内
の
幹
線
道
路
網
は
、
都
市
の
諸
活
動
を
支
え
る

基
盤
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
そ

の
計
画
的
･
体
系
的
な
整
備
の
促
進
に
努
め
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
路
交
通
需
要
の
大

き
な
伸
び
に
よ
り
、
道
路
交
通
渋
滞
の
状
況
は
悪
化
し
て

お
り
、
渋
滞
に
よ
る
交
通
事
故
の
増
加
、
時
間
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ロ
ス
に
よ
る
経
済
活
動
へ
の
多
大
な
損
失
、
及
び

騒
音
･
排
気
ガ
ス
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
が
顕
在
化
し
て

い
る
。

そ
の
た
め
、
平
成
八
年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き
平
成

五
年
度
に
策
定
さ
れ
た

｢新
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に

基
づ
き
、
交
通
容
量
の
拡
大
施
策
と
し
て
バ
イ
パ
ス
、
環

状
道
路
等
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
及
び
多
車
線
化

に
よ
る
幅
の
確
保
、
交
差
点
改
良
、
立
体
化
等
に
よ
る
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
の
解
消
等
の
事
業
を
推
進
す
る
。

③

交
通
安
全
対
策

改
築
事
業
の
推
進
が
交
通
の
安
全
確
保
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
に
、
現
道
拡
幅
、
バ

イ
パ
ス
等
の
整
備
に
伴
う
歩
道
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

@

防
災
･
震
災
対
策

豪
雨
等
に
対
す
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
･
信

頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
防
災
対
策
事
業
と
し
て
、
平

成
二
年
度
に
実
施
し
た
防
災
点
検
に
基
づ
く
落
石
、
法
面

崩
壊
、
洗
掘
等
の
危
険
箇
所
の
う
ち
、
特
に
緊
急
を
要
す

る
も
の
に
つ
い
て
、
法
面
防
護
工

(植
生
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
吹
付
、
ブ
ロ
ッ
ク
張
り
)、落
石
防
護
工
(柵
土
、
網
工
、

落
石
覆
工
)
等
を
施
す
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
線
形

改
良
等
の
改
築
事
業
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
よ
る
教
訓
を
踏
ま
え
、

平
成
三
年
度
に
実
施
し
た
震
災
点
検
に
基
づ
き
、
被
災
の

危
険
性
の
あ
る
構
造
物
の
う
ち
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
つ

い
て
橋
梁
の
架
替
等
の
道
路
の
耐
震
性
向
上
の
た
め
の
事

業
を
重
点
的
に
推
進
す
る
。

㈱

沿
道
環
境
対
策

自
動
車
交
通
の
集
中
や
そ
れ
に
伴
う
渋
滞
の
た
め
、
騒

音
･
大
気
汚
染
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
良



好
な
沿
道
環
境
を
形
成
す
る
た
め
、
既
設
及
び
新
設
の
道

路
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
環
境
施
設
帯
や
遮
音
壁
の
設

置
等
を
進
め
る
ほ
か
、
沿
道
地
域
に
お
い
て
良
好
な
環
境

を
形
成
す
る
た
め
、
植
樹
帯
の
設
置
等
の
道
路
環
境
整
備

を
重
点
的
に
推
進
す
る
。

◎

新
交
通
シ
ス
テ
ム

都
市
交
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
道
路
の
空
間
を
利

用
し
て
、
道
路
交
通
の
補
完
的
役
割
を
果
た
す
新
交
通
シ

ス
テ
ム
の
建
設
を
推
進
す
る
。

の

そ
の
他

耐
荷
力
の
不
足
し
て
い
る
老
朽
橋
の
架
替
、
踏
切
道
の

改
良
な
ど
の
事
業
の
推
進
を
図
る
。

四

住
宅
宅
地
関
連
幹
線
道
路
整
備
事
業

住
宅
宅
地
開
発
に
関
連
す
る
道
路
の
う
ち
、
団
地
内
道

路
や
幹
線
道
路
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
道
路
に
つ
い
て
は
、
住

宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
と
し
て
別
枠
の
予

算
に
よ
り
整
備
を
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
ア
ク
セ
ス
道
路
の
取
り
付
く
一
般
国
道
等
の
幹

線
道
路
に
つ
い
て
も
整
備
の
促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
住
宅
宅
地
開
発
に
追
い
つ
か
ず
混
雑
が
発
生

し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
、
住
宅
宅
地
開
発
に
関
連
す
る
幹
線
道
路
の
円

滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
住
宅
宅
地
開
発
地
域
か
ら

の
ア
ク
セ
ス
道
路
が
取
り
付
く
補
助
国
道
を
対
象
と
し
、

平
成
七
年
度
よ
り
住
宅
宅
地
関
連
幹
線
道
路
整
備
事
業

(幹
線
関
公
事
業
)
を
創
設
し
別
枠
の
予
算
に
よ
り
整
備

を
促
進
し
て
お
り
、
平
成
八
年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き

幹
線
関
公
事
業
の
推
進
を
図
る
。

五

共
同
溝

大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
道
路
に
は
、
電
話
･
電
気
･

ガ
ス
･
上
下
水
道
等
の
都
市
活
動
に
不
可
欠
な
公
共
公
益

施
設
が
多
数
埋
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ブ
ル
･

管
路
の
新
設
や
補
修
等
の
た
め
の
路
面
の
掘
り
返
し
は
道

路
交
通
に
著
し
い
支
障
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
掘

り
返
し
を
防
止
し
道
路
構
造
の
保
全
と
円
滑
な
道
路
交
通

の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路
地
下
空
間
の
効
率
的
利

用
の
観
点
か
ら
昭
和
三
八
年
度
よ
り
共
同
溝
の
整
備
を
進

め
て
き
て
お
り
、
平
成
七
年
度
末
ま
で
の
整
備
延
長
は
、

全
国
で
約
三
五
〇
如
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

平
成
八
年
度
は
、
仙
台
･
東
京
･
川
崎
･
横
浜
･
静
岡
･

名
古
屋
･
京
都
･
大
阪
･
神
戸
･
岡
山
･
広
島
･
福
岡
･

熊
本
の
各
都
市
及
び
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
地
域
に
お
い
て
、

二
八
路
線
七
七
ヶ
所
で
整
備
を
推
進
し
、
さ
ら
に
約
一
八

虹
の
延
伸
を
図
る
予
定
で
あ
る
。

六

電
線
共
同
溝

(C

･
C

･
B
O
X
)

安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、

都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
電
線
類
の
地
中
化
を
積

極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
社
会
の
早
期
実

現
に
寄
与
す
る
た
め
、
道
路
の
地
下
を
活
用
し
て
光
フ
ァ

イ
バ
ー
、
電
力
線
等
を
ま
と
め
て
収
容
す
る
空
間

｢電
線

共
同
溝

(C
･
C
･
B
O
X
)｣
の
整
備
を
推
進
す
る
。

平
成
八
年
度
は
、
第
三
期
電
線
類
地
中
化
計
画
に
基
づ

き
、
商
業
業
務
地
区
、
景
観
を
保
全
又
は
形
成
す
る
地
区
、

地
域
の
情
報
化
を
図
る
地
区
を
中
心
に
整
備
を
推
進
す
る
。

七

維
持
修
繕

道
路
ス
ト
ッ
ク
を
保
全
し
、
道
路
機
能
を
最
大
限
に
発

揮
さ
せ
る
と
と
も
に
沿
道
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
経

図 1 住宅宅地関連幹線道路整備事業のイメージ



常
的
な
業
務
と
し
て
維
持
･
修
繕
は
必
要
不
可
欠
な
重
要

縄
県
の
未
買
収
道
路
用
地
の
処
理
を
特
例
と
し
て
実
施
し
、

I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
等
の
道
路
情

業
務
で
あ
る
。

修
ご

･

ま
･

参
･
′

く

h

授
日

･

用

一
般
国
道
の
特
に
重
要
な
広
域
幹
線
を
形
成
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
指
定
区
間
と
し
て
国
が
直
轄
事
業
に
よ
り

維
持
･
修
繕
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

指
定
区
間
外
に
つ
い
て
は
、
一
定
規
模
以
上
の
補
修
な
ど

を
補
修
事
業
の
対
象
と
し
、
通
常
の
維
持
及
び
小
規
模
な

補
修
は
地
方
単
独
事
業
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

平
成
八
年
度
は
、
バ
イ
パ
ス
の
完
成
に
伴
う
延
長
の
補

正
、
有
料
道
路
償
還
な
ど
に
よ
り
、
全
国
で
国
が
直
轄
管

理
す
る
指
定
区
間
が
、
一
五
一
路
線
一
九
、
八
〇
一
如
に

な
る
。
こ
の
う
ち
維
持
に
つ
い
て
は
、
路
面
、
路
肩
、
路

側
部
、
橋
梁
等
構
造
物
及
び
交
通
安
全
施
設
の
維
持
、
補

修
等
の
ほ
か
、
清
掃
･
緑
地
管
理
、
巡
回
等
の
経
常
的
作

業
を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
沖
縄
県
の
未
買
収
道
路
用
地

の
処
理
を
行
う
。
修
繕
に
つ
い
て
は
、
路
面
、
歩
道
、
ト

ン
ネ
ル
、
側
溝
等
の
修
繕
の
ほ
か
、
特
に
震
災
対
策
と
し

て
の
橋
脚
補
強
や
車
両
の
大
型
化
に
対
応
し
た
橋
梁
の
補

修
･
補
強
等
を
行
う
。
ま
た
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安

全
性
･
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
防
災
対
策
事
業
に

つ
い
て
は
平
成
二
年
度
点
検
に
、
震
災
対
策
事
業
に
つ
い

て
は
、
平
成
三
年
度
点
検
に
基
づ
く
緊
急
性
の
高
い
箇
所

か
ら
計
画
的
に
事
業
を
進
め
て
い
く
。

指
定
区
間
外
に
つ
い
て
は
、
補
助
事
業
と
し
て
維
持
及

び
補
修
を
実
施
す
る
。
こ
の
う
ち
維
持
に
つ
い
て
は
、
沖

補
修
に
つ
い
て
は
、
舗
装
の
補
修
、
平
成
三
年
度
震
災
点

検
に
基
づ
く
震
災
対
策
及
び
橋
脚
補
強
、
車
両
大
型
化
に

対
応
し
た
橋
梁
の
補
修
補
強
、
並
び
に
平
成
二
年
度
防
災

点
検
に
基
づ
く
災
害
防
除
事
業
を
実
施
す
る
。

八

雪
寒

第
め
次
雪
寒
五
箇
年
計
画

(H
5
ー
H
9
)
に
基
づ
き
、

雪
寒
地
域
に
お
け
る
冬
期
間
の
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交

通
を
確
保
し
、
地
域
住
民
の
生
活
安
定
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
除
雪
･
防
雪
･
凍
雪
害
防
止
の
整
備
を
行
う
。

こ
の
う
ち
、
防
雪
事
業
に
つ
い
て
は
ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
･

な
だ
れ
防
止
柵
、
消
雪
パ
イ
プ
、
チ
ェ
i
ン
着
脱
場
等
の

整
備
を
図
る
こ
と
と
し
、
凍
雪
害
防
止
事
業
に
つ
い
て
は
、

流
雪
溝
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

九

交
通
安
全

平
成
八
年
度
は
、
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
五
箇
年
計
画
の
初
年
度
と
し
て
、
交
通
事
故
の
削
減

と
道
路
交
通
環
境
の
整
備
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

こ
の
た
め
、
一
種
事
業
に
つ
い
て
は

｢交
通
事
故
多
発

地
点
緊
急
対
策
事
業
｣
を
創
設
し
、
交
差
点
改
良
等
に
よ

り
、
事
故
多
発
地
点
に
重
点
投
資
を
お
こ
な
う
。
ま
た
、

高
齢
者
や
障
害
者
の
利
用
に
配
慮
し
、
幅
の
広
い
歩
道
や

使
い
や
す
い
立
体
横
断
施
設
(昇
降
機
付
)
を
整
備
す
る
。

二
種
業
種
に
つ
い
て
は
、
道
路
照
明
･
道
路
標
識
及
び
V

報
提
供
装
置
の
整
備
を
推
進
す
る
ほ
か
、
自
動
車
地
下
駐

車
場
に
つ
い
て
も
整
備
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
疲
労
運
転

に
よ
る
交
通
事
故
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
個
性
豊
か
な

地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
一
般
道
路
の
休
憩
施
設

｢道
の
駅
｣
の
整
備
を
推
進
す
る
。

お
わ
り
に

建
設
省
に
お
い
て
は
、
従
来
よ
り
国
の
直
轄
事
業
及
び

補
助
事
業
と
し
て
鋭
意
一
般
国
道
の
整
備
を
進
め
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
高
規
格
幹
線
道
路
･
地
域
高
規
格
道

路
の
早
期
整
備
、
交
通
混
雑
の
緩
和
、
交
通
不
能
区
間
や

危
険
箇
所
の
解
消
な
ど
緊
急
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
多
く
の
箇
所
を
残
し
て
お
り
、
整
備
の
要
望
も
極
め
て

大
き
い
。

こ
の
た
め
、
一
層
効
率
的
な
整
備
の
推
進
に
努
め
る
と

と
も
に
、
必
要
な
予
算
の
確
保
に
今
後
と
も
努
め
て
い
き

た
い
。



高
速
自
動
壷
圓
週
関
係
予
算
⑭
榊
襲

建
設
省
道
路
局
高
速
国
道
課
課
長
補
佐

奥
谷

洋
一

一

概

要

高
速
自
動
車
国
道
は
、
地
域
間
の
活
発
な
交
流
を
支
え
、

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
二
一
世
紀
初
頭

ま
で
に
一
一
、
五
二
〇
如
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
完
成
を
目

標
と
し
て
い
る
o

成
八
年
度
の
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
は
一
兆
一
、

四
〇
二
億
円
(う
ち
、
社
会
資
本
整
備
事
業
費
六
二
億
円
)

の
建
設
費
を
は
じ
め
、
維
持
改
良
費
、
調
査
費
、
建
設
利

息
か
ら
な
る
事
業
費
一
兆
六
、
六
〇
七
億
円
で
政
府
案
が

決
定
さ
れ
た
。

一
方
、
国
の
助
成
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
料
金
水

準
の
も
と
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
、
高
速
自
動
車
国
道
の

積
極
的
な
整
備
及
び
震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
を
推

進
す
る
た
め
二
、
0
六
七
億
円

(対
前
年
度
比
二
三
%
の

伸
び
)
の
国
費
助
成
の
拡
充
が
決
定
さ
れ
た
。

資
金
計
画
と
し
て
は
、
財
政
投
融
資
が
一
兆
五
、
八
六

〇
億
円
で
全
体
資
金
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
の
を
は
じ

め
と
し
て
、
縁
故
債
八
〇
六
億
円
、
外
債
七
八
九
億
円
、

民
間
借
入
金
一
、
三
二
七
億
円
、
業
務
収
入
等
一
兆
八
、

二
二
二
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
画
す
る
と
と
も
に
、
政
府
出

資
金
等
二
、
0
六
七
億
円
を
予
定
し
て
い
る
。

以
下
、
項
目
別
に
予
算
の
概
要
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

最
近
の
高
速
自
動
車
国
道
を
と
り
ま
く
諸
情
勢
に
つ
い
て

も
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

二

建
設
費

平
成
八
年
度
の
高
速
自
動
車
国
道
建
設
費
は
、
一
兆
一
、

四
〇
二
億
円
で
、
こ
の
う
ち
、
開
発
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

を
N
T
T
-
A
型
事
業
と
し
て
整
備
す
る
た
め
六
二
億
円

(五
二
･
五
%
N
T
T
資
金
、
四
七
･
五
%
開
発
者
負
担

金
)
を
社
会
資
本
整
備
事
業
費
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。

平
成
七
年
度
は
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道
･
人
吉
-
え
び

の
間
の
供
用
に
よ
り
青
森
か
ら
宮
崎
･
鹿
児
島
に
至
る
約

二
、
一
五
○
如
が
高
速
道
路
で
つ
な
が
る
と
と
も
に
東
北

横
断
自
動
車
道
･
い
わ
き
J
C
T
I
郡
山
J
C
T
間
の
供

用
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
全
体
計
画
=

、
五
二
〇
如

の
五
0
%
を
達
成
す
る
等
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
を

図
り
、
ま
た
、
渋
滞
対
策
と
し
て
、
東
名
･
名
神
高
速
道

路
等
の
改
築
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
束
名
神
を
は
じ
め
と
す
る
平
成
五

年
施
行
命
令
区
間
に
つ
い
て
も
重
点
的
に
整
備
を
推
進
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
八
年
度
は
、
第
二
束
名
･
名
神
高
速
道
路
、
東
九

州
自
動
車
道
等
の
建
設
を
重
点
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
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名
神
高
速
道
路
、
中
央
自
動
車
道
等
の
政
策
事
業
を
推
進

す
る
。
ま
た
、
中
国
横
断
自
動
車
道
の
岡
山
総
社
-
北
房

J
C
T
間
四
0
･
六
如

(瀬
戸
大
橋
を
介
し
て
太
平
洋
側

と
日
本
海
側
が
高
速
道
路
で
直
結
さ
れ
、
地
域
連
携
軸
が

完
成
)
を
は
じ
め
七
道
九
区
間
一
八
四
･
七
虹
の
新
規
供

用
を
図
る
と
と
も
に
、
名
神
高
速
道
路
の
栗
東
-
瀬
田
東

間
九
･
二
蝿
の
六
車
線
改
築
事
業
を
完
成
さ
せ
、
あ
わ
せ

て
一
九
三

･
九
虹
の
完
成

･
供
用
を
図
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

平
成
八
年
度
末
に
お
け
る
供
用
延
長
は
約
六
、
三

四
如

(法
定
予
定
路
線
=

、
五
二
〇
如
の
約
五
三
%
)
に
達

す
る
予
定
で
あ
る
。

三

維
持
改
良
費

高
速
自
動
車
国
道
に
お
い
て
は
、
供
用
延
長
が
毎
年
二

〇
〇
畑
程
度
延
び
、
さ
ら
に
東
名
･
名
神
高
速
道
路
を
は

じ
め
と
し
て
、
供
用
後
の
経
過
年
数
も
年
々
増
加
し
て
い

る
こ
と
や
車
両
の
大
型
化
に
よ
る
老
朽
化
対
策
等
、
維
持

管
理
関
係
費
の
所
要
額
が
増
加
す
る
傾
向
の
中
で
、
よ
り

一
層
の
経
費
節
減
と
効
率
的
な
維
持
管
理
に
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
o

平
成
八
年
度
は
、
依
然
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
あ
る
交
通

事
故
の
発
生
状
況
に
鑑
み
、
平
成
八
年
度
を
初
年
度
と
す

る

｢高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関

す
る
五
箇
年
間
の
事
業
計
画

(第
二
次
)｣
(平
成
八
i
平

成
三
一年
度
)
に
基
づ
き
、
総
合
的
な
交
通
安
全
対
策
に

J

積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
先
の
｢阪
神
･

乾

淡
路
大
震
災
｣
を
踏
ま
え
、
緊
急
的
に
既
設
橋
梁
の
耐
震

セ-丁

性
向
上
を
図
る
た
め

｢震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
｣

靴

に
よ
り
、
橋
梁
の
補
強
を
計
画
的
に
進
め
る
ほ
か
、
沿
道

環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
た
め
遮
音
壁
の
整
備
等
に
よ

る
総
合
的
な
環
境
対
策
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
策
と
し
て
、

道
路
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る

道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
S
)
の
全
国
展

開
や
渋
滞
対
策
等
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と

表 1 平成 8年度高速自動車国道供用予定区間

道 路 名 区 間 延長(回

道

道

道

道

道

道

道

廟
朧釀
朧臟釀轆計

断

′
目
睦

′
目
断
貫
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嶬
越
綱

陽
贓
轍
癪
小

東

関
東
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四

九

津

田

T

原
幡
野
T

予
良

会
勤馨
朴漱

西

安

更

岐

八

三

北

伊

米

~

~

~

~

~

~

~

~

~

下

川

諸

北
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T

社

内
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藪

宮

に
総

;

戸

山

会
津
小

一
美
神
岡
川
大

禮4
7‘
RU
RU
り“
ワ‘
RV
QJ
OXU
“/

14
リム
AV
戸b
n〉
7I
nV
1ユ
7-
｣4

岬上
りム
ハD

14
リム
“4
9“

RU等4

[改 築]
名 神 高 速 道 路

東
り讓~‘{東粟

@
枷
鞠
芝
山

、、--!‐
、1･′′
綻
綻
毀
賤
鰤
棚
麻
蘇
年
年讓

問1.インターチェンジ等の名称については、 仮称である。
2.改築延長は供用延長には含めない。

,

霊

で

( 百万円)

表 2 平成 8年度高速自動車国道の予算内訳

区 分
算子
)
度
A
年
(

可認
)
饑
侶 き ㈹ /(B)

)
費
本
)
費
費
息

等

画

資
費
豪

計
費

普

会
業
踞

利

,
墜

設
社
事
改
査
｣

摂

ち
備
学
｣

設

管

事

う
整

茨

小
務

(
建
(

維
調
建

業

卸

の

め

誇

灼

7

5

2

0

4

0

0

7

5

nU

'

ワ‘
に0
00
八U
90

1

(

3

襲

銑

鉄

L

上

れ

o

め

ぬ
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お
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8
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ハU
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6

'
7
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6
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上
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膀
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あ
の
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合 計
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等
備
入
金
金
金
債
債
金
等
入

入

画
金
整

入

担

奇
昶
収
篩
負
資

!
嶺
や

指
者

故

借
収

、
壮
搖
業
摘
発
投
』

』

↑

資
府
会

政

開

5

間
務

(
政
社
事

財
緑
外
民
業

鍋
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%
…
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700
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6

3

2

臨
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蹴

上

上
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約
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靴
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総
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糀
亀
貎
侃
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第

側

⑪
"
第
残
第
扮
飾

合 計 3
,
913
,
262

緘 鰍 鯲(注)社会資本整備事鞄収入中の政酬昔入金は、 N T T .A 型資金である。



と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
平
成
八
年
度
の
維
持
改
良
費
と
し

て
は
、
改
良
費
、
防
災
対
策
費
及
び
維
持
管
理
費
の
合
計

三
、
四
七
四
億
円
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

改
良
費
で
は
、
交
通
安
全
施
設
整
備
等
の
交
通
安
全
対

策
を
実
施
す
る
他
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
改
良
等
の
渋

滞
対
策
、
舗
装
改
良
、
橋
梁
に
お
け
る
荷
重
の
二
五
ト
ン

化
等
に
対
応
し
た
補
強
、
道
路
情
報
提
供
設
備
の
拡
充
及

び
遮
音
壁
設
置
等
の
環
境
対
策
等
を
実
施
す
る
こ
と
と
し

て

い
る
。

防
災
対
策
費
で
は
、
災
害
の
予
防
の
た
め
の
法
面
の
補

強
、
異
常
気
象
時
及
び
地
震
時
に
お
け
る
危
険
箇
所
の
対

策
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
平
成
八
年
度
に
お
い
て
は
特
に
、

｢震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
｣
を
平
成
七
年
度
に
引

き
続
き
実
施
し
、
強
力
に
橋
梁
の
震
災
対
策
を
推
進
す
る
。

維
持
管
理
費
で
は
、
道
路
の
点
検
、
清
掃
、
雪
氷
作
業
、

事
故
復
旧
工
事
、
施
設
の
保
守
･
更
新
、
小
修
繕
工
事
等

を
実
施
し
、
道
路
の
機
能
を
正
常
、
良
好
に
維
持
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

四

調
査
費

平
成
八
年
度
の
調
査
費
は
、
五
一
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

予
算
内
容
は
、
測
量
･
地
質
･
設
計
調
査
等
の
事
業
計
画

を
策
定
す
る
た
め
の
技
術
調
査
、
高
速
自
動
車
国
道
の
経

営
計
画
や
採
算
性
確
保
等
の
検
討
及
び
交
通
量
の
集
計
･

解
析
等
を
行
う
経
済
調
査
、
事
業
区
域
内
の
埋
蔵
文
化
財

の
発
掘
調
査
を
行
う
特
別
調
査
等
で
あ
る
。

て
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
り
、
我
が
国
の
産
業
経

済
及
び
国
民
生
活
を
さ
さ
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
社
会
、

五

お
わ
り
に

高
速
自
動
車
国
道
事
業
の
平
成
八
年
度
政
府
予
算
案
は
、

事
業
費
一
兆
六
、
六
〇
七
億
円
、
政
府
出
資
金
等
国
費
の

大
幅
増
額
が
決
定
さ
れ
、
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

の
四
年
目
と
し
て
、
計
画
的
な
事
業
進
捗
を
図
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

高
速
自
動
車
国
道
に
対
す
る
国
民
の
期
待
は
大
き
く
、

そ
の
整
備
も
着
実
に
進
ん
で
い
る
が
、
有
料
道
路
と
し
て

整
備
を
早
急
に
推
進
し
て
い
く
上
で
、
長
期
的
な
採
算
性

は
、
将
来
に
亘
っ
て
必
ず
し
も
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
状
態

に
あ
り
、
合
理
化
に
関
す
る
事
業
総
点
検
等
に
基
づ
き
、

よ
り
徹
底
し
た
コ
ス
ト
意
識
を
念
頭
に
お
い
た
経
営
の
合

理
化
に
努
め
る
と
と
も
に
公
的
助
成
の
拡
充
を
行
い
、
適

正
な
料
金
水
準
の
も
と
で
、
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
、
平

成
五
年
三

月
に
施
行
命
令
を
発
し
た
一
、
一
八
四
m
を

含
む
各
区
間
の
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
七
年
一
一
月
三
〇
日
の

｢今
後
の
有
料
道

路
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
｣
の
道
路
審
議
会
中
間
答
申

(高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
)
で
は
、
料
金
水
準
を
極

力
抑
制
し
つ
つ
、
着
実
な
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
全
国

プ
ー
ル
制
の
活
用
、
償
還
制
度
の
あ
り
方
、
公
的
助
成
の

拡
充
及
び
経
費
節
減
等
の
各
種
施
策
が
提
言
さ
れ
て
お
り
、

今
後
、
速
や
か
に
そ
の
施
策
の
具
体
化
を
図
る
。

高
速
自
動
車
国
道
は
、
人
や
物
の
輸
送
の
大
動
脈
と
し

済
及
び
国
民
生
活
を
さ
さ
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
社
会
資

本
で
あ
り
、
国
民
各
層
か
ら
強
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
高
速
自
動
車
国
道
の
整
備
促
進
の
た
め
に
は
、
設
計

協
議
、
用
地
買
収
、
文
化
財
調
査
等
の
一
層
の
円
滑
化
が

必
要
で
あ
り
、
地
元
自
治
体
の
支
援
･
協
力
と
地
域
住
民

の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。

今
後
と
も
関
係
各
位
の
一
層
の
御
理
解
と
御
協
力
を
得

て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
積
極
的
か
つ
重
点
的
な
整
備
の

推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
次
期
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議
会
の
開

催
に
向
け
、
新
た
な
基
本
計
画
、
整
備
計
画
策
定
の
た
め

の
準
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



爲 蹟 名 佐古 F A 路 顔 名 にね 笋れ 路 噂 名 忍〃 ▲0

　　　　　　
　　　 　　

･ (平成7年10月供用〉 :
箙北籏断自動車道
湯田~演手20,3短(平成7年11月供用)

九州齪国自動隼ぬ . 北九州斎

中央=“'中也内樹踰炙,拭揺内賞中 九州橘断n動執血

関 趨 自 動 草 道･須坂長野東~信州中野11.5遜
栞侮北陸目勤車通 (平成7年11月供用) 東北横断自動車道
美並~八幡102如 ...一--

津川~安田銘.7km

長野~須坂長野張9.oh

　　　　
　　　　 　　　

中国横断自動車道 山 -陽 自動 車道
岡山総社~北溺房Jぽ40.6』 神戸]CT~三木小野27.7如 閻越自動車道小癪~更埴Jd 36β綱

ノー･~′
/‐、
./

翼北横断自動騒滋
会津坂下~西会津n.4如、て

) ｣
( .し嚢谷め (れ/ 認 き中央@関越自動瓢道(拡幅)

　　　　　　　　　　　

凡 例

ヰ三二 8年度供用区間

一館国道自動軍事用道路
二:屋に供 用 区 間
=□=事 瓣 区 間
=;= ;ニ計 画 区 間
=:躍E e『二一 .

嗣尭等供 用 区 間

四国縦貫自動車辺 啜名高速濃艶(段館) 一環凶事自動車道
川内~伊予21.9km 厚木~礫野中丼100短 "千難~木更津南第.0肋,

讓梃塾髀箋滋医者,態霞報国 近畿目勤毅(拡幅) 浮游 4月供用) :贓 7年4月J ㈱ :

九州横断自動車道 (平成7年8月供用) 久居~松阪107km
平成7年度供用区

大分~米良7恩師 閼越自動車道(拡幅)　　 　 　　　　　　　亡コ平戍8年費供用区間

高規格幹線道路網図
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L o o o k m 供用 S48. 9. 6

2 , o o o k m 供用
SSI.12.l9

3 , o o o k m 供用
S57. 3 3 0

4 . o o o k m 供用
S62,lo. 8

5 , o o o k m 供用 H 3J 2. 7

5 , 7 6 0 k m 供用

( l 1. 5 2 0 k m / 2 )

H 7, 8. 2 東北横断自動車道

いわきJCT~ 郡山JCT

高速自動車国道建設の推移



八
筆
鷹
道
路
関
係
予
算

有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要建設

省
道
路
局
有
料
道
路
課
課
長
補
佐

吉
崎

収

は
じ
め
に

有
料
道
路
事
業
は
、
財
政
投
融
資
資
金
や
民
間
か
ら
の

借
入
金
等
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
整
備
を
進
め
る

も
の
で
、
極
め
て
少
な
い
国
費
で
事
業
を
推
進
で
き
る
と

い
う
特
色
が
あ
る
た
め
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
置

い
て
は
、
特
に
有
料
道
路
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ

と
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。

平
成
八
年
度
有
料
道
路
関
係
予
算
要
求
額
は
、
五
箇
年

計
画
対
象
事
業
費
で
、
三
兆
四
、
0
0
三
億
円
で
あ
り
、

有
料
道
路
関
係
事
業
費
が
全
体
事
業
費
に
占
め
る
割
合
は
、

四
0
%
と
な
っ
て
い
る

(表
1
)
。

あ
わ
せ
て
、
有
料
道
路
事
業
の
事
業
基
盤
の
強
化
を
図

る
た
め
、
建
設
コ
ス
ト
の
削
減
、
維
持
管
理
の
合
理
化
等

事
業
の
一
層
の
効
率
化
を
進
め
る
と
共
に
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
に
よ
る
助
成
措
置
の
拡
充
を
要
求
し
て
い
る
。

以
下
、
有
料
道
路
の
事
業
主
体
別
に
予
算
の
概
要
を
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

一

日
本
道
路
公
団

ー

概
要

平
成
八
年
度
予
算
額
は
、
日
本
道
路
公
団
全
体
で
四
兆

五
、
○
八
〇
億
円
(対
前
年
度
比
一
･
0
三
倍
)
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
一
般
有
料
道
路
が
五
、
九
四
七
億
円

(対
前
年

度
比
○

･
九

一
倍
)
と
な

っ
て
い
る

(表
2
)
。

2

一
般
有
料
道
路
の
建
設

前
年
度
に
引
き
続
き
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
一
環
を
形

成
す
る
道
路
、
大
都
市
圏
の
自
動
車
専
用
道
路
、
渋
滞
対

策
と
し
て
の
道
路
、
地
方
都
市
の
バ
イ
パ
ス
等
四
四
路
線

の
建
設
を
推
進
し
、
う
ち

｢三
陸
縦
貫
自
動
車
道

(仙
塩

道
路
二
仙
台
港
北
-
利
府
中
]｣
(七
･
八
如
)、
｢東
水
戸

道
路

[元
石
川
j
五
一
号
]｣
(五
･
四
如
)、
｢広
島
呉
道

路

[坂
北
!
天
応
]｣
(六
･
四
如
)
の
計
三
道
路
一
九
･

六
如
を
完
成
さ
せ
る

(表
3
)。

ま
た
、
新
規
道
路
と
し
て

｢深
川
留
萌
自
動
車
道

(深

川
沼
田
道
路
)｣
(四
･
六
如
)、
｢日
高
自
動
車
道

(苫
東

道
路
)｣
(四
･
○
如
)、
｢三
陸
縦
貫
自
動
車
道

(矢
本
石

巻
道
路
)｣
(
一
一
÷
四
如
)、
｢中
部
縦
貫
自
動
車
道

(油

坂
峠
道
路
)｣
(九
･
三
如
)、
｢西
九
州
自
動
車
道

(佐
世

保
道
路
)｣
(四
･
九
如
)、
｢南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

(八
代
日
奈
久
道
路
)｣
(
一
一
･
九
皿
)、
｢南
九
州
西
回

り
自
動
車
道

(鹿
児
島
道
路
)｣
(
一
0
･
二
虹
)
の
計
七

道
路
五
七
･
三
如
の
建
設
に
着
手
す
る

(表
4
)。



表 - 平成 8年度道路関係予算総括表

区 分
8 年 度 ㈹ 前 年 度 @ ) 倍率 ㈹ / (B) 備 考

事 業費 国 費 事業 費 国 費 事業費 国 費 (注)
1 . 有料道路事業の各区分の
計数には、(N T T‐A型事
業) を含む。
2. 道路開発資金の事業費に
は、東京湾横断道路株式
会社等への融資予定額8
年度78,050百万円、前年
度57,800百万円を含む。
3. 地方道路公社等は、地方
道路公社及び地方公共団
体に対する有料道路融資
等である。
4 , 高規格幹線道路及び地域
高規格道路の計数は、各
区分の再掲である。
5, 地域高規格道路の計数は、
一般道路、有料道路のう
ち日本道路公団の一般有
料道路及び地方道路公社
等を計上している。
6. 高速自動車国道の国費は、
政府出資金等 (8年度20
6,655百万円、前年度167,
700百万円) とN T T‐A型
事業 ( 8 年度3,255百万
円、前年度3,255百万円)
の計である。

一 般 道 路 5,017 ,245 2 ,986 ,734 4,931,848 2 ,922 ,297 1.02 1.02

有 料 道 路
日 本 道 路 公 団
首 都 高 速 道 路 公 団

阪 神 高 速 道 路 公 団

本州四国連絡橋公団
東京湾横断道路株式会社
地 方 道 路 公 社 等
(N T T - A 型事業)

道 路 開 発 資 金

3,400 ,303

l,916 ,025

447 ,822

291 ,542

271,770

149 ,973

298 ,371

( 208 ,573)
102 ,850

471,516

212,933

40 ,666

18,971

36 ,604

0

110 ,892

( 90,653)
51,450

3 ,417,00O

1,886,158

453,538

299,206

253,487

217,938

266,473

( 203,385)
98,000

399 ,362

171,255

34,377

9 ,850

34 ,766

0

100 ,114

( 89 ,257)
49 ,00O

1･00

1,02

0.99

0.97

1･07

0.69

1.12

(1.03)

1.05

1.18

1.24

L 18

1,93

1.05

1.11

(1.02)

1.05

道 路 整 備 計 8 ,417 ,548 3 ,458,250 8 ,348 ,848 3,321,659 1.01 1.04

高規格幹線道路(再掲)

一 般 道 路
一 般 国 道
調 査
有 料 道 路
うち高速自動車国道
うち本州四国連絡道路

2,690 ,418

634,177

631 ,905

2 ,272

2,056 ,241

1,660 ,727

271,770

709,403

457,763

455,491

2,272

251,640

209,910

36,604

2 ,519 ,554

529 ,136

527,050

2,086

1,990,418

1,541,553

253 ,487

592 ,478

381,038

378 ,952

2 ,086

211,440

170 ,955

34,766

1･07

1.20

1 .20

1,09

1.03

1,08

1.07

1.20

1.20

1.20

1 ,09

1 .19

1 .23

1,05

地域高規格道路(再掲)

一 般 道 路
一 般 国 道
地 方 道
街 路
調 査
有 料 道 路

513,645

194,398

153,637

21,874

16,862

2,025

319,247

197 ,855

123 ,581

100 ,926

11,723

9 ,274

l,658

74 ,274

453 ,957

129 ,479

110 ,068

10 ,068

8 ,056

1,287

324,478

145,84l

85,206

74,175

5 ,447

4 ,431

1,153

60 ,635

1.13

1.50

1.40

2 .17

2 ,09

1,57

0 .98

1.36

1.45

1.36

2 .15

2 .09

主44

1,22

:百万円)

表 2 平成 8年度日本道路公団予算総括表 (高速 ･一般別)
(単位 :百万円)

区 分
8 年 度 (" 前 年 度 (B) 倍 率 翁/ (B)

高 速 一 般 計 高 速 一 般 計 高 速 一 般 計

(事業計画)
建 設 費
(うち社会資本
整備事業費)
維 持 改 良 費
調 査 費
建 設 利 息
小 計
業務管理費 等

1,140 ,200

( 6 ,200)

347 ,450

5 ,068

168 ,009

1,660 ,727

2 ,252 ,535

165,300

( 0)

37 ,850

990

51,158

255 ,298

339 ,437

1,305 ,500

( 6 ,200)

385 ,300

6 ,058

219 ,167

1,916 ,025

2 ,591,972

1,106,200

( 6 ,200)

277 ,400

5 ,048

152 ,905

1,541,553

2,176 ,068

252,300

( 0)

31,150

1,010

60,145

344 ,605

308 ,498

1 ,358 ,500

( 6 ,200)

308 ,550

6 ,058

213 ,050

1,886 ,158

2 ,484 ,566

1.03

(1 ,00)

1 .25

1.00

1.10

1.08

1.04

0.66

( - )

1.22

0 .98

0 .85

0 .74

1.10

0 .96

(1.00)

1.25

1 ,00

1 ,03

1 .02

1.04

合 計 3 ,913 ,262 594 ,735 4 ,507,997 3,717,621 653 ,103 4 ,370 ,724 1,05
0 .91 1.03

(資金計画)
政府出資金等
社会資本整備
事 業 収 入
政府借入金
開発者負担金
財 投 資 金
縁 故 債
外 債
民 間 借 入 金

業 務 収 入等

206,655

6,200

3,255

2,945

1,586,000

80 ,600

78 ,900

132 ,700

1 ,822 ,207

3,023

0

0

0

340 ,000

19 ,400

1l'100

12,400

208,812

209,678

6 ,200

3 ,255

2 ,945

1,926,000

100,000

90 ,00O

145 ,100

2,031,019

167 ,700

6 ,200

3 ,255

2 ,945

1,538,700

112,600

74,800

103,100

1,714,521

300

0

0

0

371 ,600

37 ,400

15 ,200

28 ,700

199 ,903

168 ,000

6 ,200

3 ,255

2 ,945

1,910 ,300

150 ,00O

90 ,000

l31,800

1,914 ,424

1,23

1･00

L oo

1･00

1.03

0.72

1.05

1.29

1 ,06

10 .08

0 ,91

0 .52

0 .73

0 .43

1.04

1 .25

1.00

1.00

1･00

1･01

0.67

1･00

1･10

1.06

合 計 3 ,913 ,262 594 ,735 4,507 ,997 3 ,717,621 653 ,103 4,370 ,724 L 05 0 .9
1 1.03合 計 3 ,913 ,262

36 道行セ 95.2



3

道
路
管
理
の
強
化

一
般
有
料
道
路
に
お
い
て
、
大
型
車
の
多
い
道
路
等
の

わ
だ
ち
掘
れ
等
の
対
策
と
し
て
舗
装
の
オ
ー
バ
ー
レ
イ
、

橋
梁
床
版
等
の
補
強
対
策
、
防
護
柵
等
の
整
備
、
道
路
情

報
提
供
施
設
の
整
備
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
災
害
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
平
成
七
年
度
に
計
画
し
た

｢震
災
対

策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
｣
に
基
づ
き
橋
脚
の
耐
震
補
強
を

強
力
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
救
急
体
制
の
強
化
並
び
に
維
持
管
理
の
充
実
を

行
い
、
道
路
管
理
の
強
化
を
図
る
。

表 3 平成 8年度日本道路公団一般有料道路完成予定路線

道 路 名 路 線 名 区 間 延長(km)

三陸縦貫自動車道
(イー山塩道路) 一

般国道45号
宮城県仙台市宮城野区中野
宮城県宮城郡利府町春日 芻

束水戸道路 一般国道 6号 鰊佃
画
拌囃諦水水県県城城茨茨 M

広島呉道路 一般国道31号 日
]

下
丁
岡
二峨謙

坂
応
郡
天
芸
市
安
呉
県
県聰 “

二

首
都
･
阪
神
高
速
道
路
公
団

1

首
都
高
速
道
路
公
団

前
事
業
年
度
に
引
き
続
き
首
都
高
速
板
橋
足
立
線
等
一

三
路
線
の
建
設
事
業
を
実
施
す
る
。
特
に
、

①

都
心
部
の
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
図
る
首
都
高
速
板

橋
足
立
線
、
首
都
高
速
中
央
環
状
新
宿
線
、

②

東
京
湾
岸
道
路
の
一
部
を
形
成
す
る
高
速
湾
岸
線

表 4 平成 8年度日本道路公団一般有料道路新規道路

道 路 名 路 線 名 区 間 延長(kの

深川留萌自動車道
G案川沼田道路) 一般国道233号

北海道深川市音江町字向陽
北海道深川市深川町字芽生 第

日高自動車道
(苫東道路) 一

般国道235号 北海道苫小牧市植苗北海道苫小牧市沼の端 拗
三陸縦貫自動車道
(矢本石巻道路) 一般国道 45号

宮城県桃生郡鳴瀬町川下
宮城県石巻市蛇田 雄

中部縦貫自動車道
(油坂峠道路) 一

般国道158号 溌留
胸
部
鳥
島
白
白
郡
部阯阯霞

岐
岐 第

西九州自動車道
(佐世保道路) 一般国道497号

町
町
尽
塔
干
大
市
市
保
保
世
世廉崎崎長長 芻

南九州西回り自動車道
(八代日奈久道路) 一

般国道 3号 町脳片奈練舶斌斌
県
県躰躰 鯲

南九州西回り自動車道
(鹿児島道路) 一般国道 3 号

一u硲慣
町
八
院
上廉覇顔恩児児鹿鹿 賜

(五
期
)、

7
′

③

業
務
核
都
市
の
育
成
･
機
能
強
化
に
資
す
る
高
速

J道々テセ 95.2 3 7

大
宮
線
、
高
速
川
崎
縦
貫
線

の
整
備
に
努
め
る
。

ま
た
、

④

高
速
道
路
の
よ
り
一
層
の
安
全
を
図
る
た
め
、
震

災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
を
継
続
実
施
す
る
と
と
も
に
、

新
た
に
高
架
道
路
の
連
結
装
置
耐
震
性
向
上
対
策
、

支
承
耐
震
性
向
上
対
策
等
に
着
手
す
る
。

⑤

沿
道
地
域
に
対
す
る
道
路
環
境
対
策
の
一
層
の
拡

充
を
図
る
た
め
、
緊
急
環
境
対
策

(新
型
遮
音
壁
、

裏
面
吸
音
板
の
設
置
)
等
を
推
進
す
る
。

⑥

営
業
路
線
の
混
雑
緩
和
を
図
る
一
ツ
橋
出
ロ
等
の

増
設
、
新
木
場
葛
西
J
C
T
間
等
の
車
線
の
拡
幅
、

箱
崎
J
C
T
の
改
良
等
を
継
続
実
施
す
る
。

⑦

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
所
要
時

間
表
示
板
、
道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I

C
S
)
等
の
整
備
を
継
続
実
施
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
高
速
道
路
建
設
事

業
費
等
と
し
て
四
、
四
七
八
億
円

(対
前
年
度
比
○
･
九

九
倍
)
を
計
上
し
て
い
る

(表
5
)。

2

阪
神
高
速
道
路
公
団

前
事
業
年
度
に
引
き
続
き
大
阪
東
大
阪
線
等
一
八
路
線

の
建
設
事
業
を
実
施
す
る
。
特
に
、

①

明
石
海
峡
大
橋
関
連
事
業
に
最
重
点
を
お
い
て
、



関
連
絡
線

(湾
岸
線

(七
期
)、北
神
戸
線
等
)、

②

第
二
環
状
線
を
形
成
す
る
淀
川
左
岸
線
、
淀
川
左

岸
線

(延
伸
部
)
等
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

③

大
阪
池
田
線

(延
伸
部
)
の
一
部
を
新
た
に
社
会

資
本
整
備
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。

ま
た
、

④

利
用
者
安
全
確
保
の
た
め
、
震
災
･
防
災
対
策
と

し
て
、
震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
等
を
継
続
実
施
す

る
と
と
も
に
、
新
た
に
総
合
防
災
施
設
の
着
手
。

⑤

沿
道
地
域
に
対
す
る
環
境
対
策
の
一
層
の
充
実
を

図
る
た
め
、
新
型
遮
音
壁
･
裏
面
吸
音
板
の
設
置
等
。

⑥

営
業
路
線
の
混
雑
緩
和
を
図
る
大
阪
東
大
阪
線
阿

波
座
付
近
改
良
、
南
港
中
出
入
路
新
設
等
を
継
続
実

施
す
る
。

⑦

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、
引
き
続
き
情

報
提
供
施
設
等
の
整
備
･
拡
充
を
図
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
高
速
道
路
建
設
事

業
費
等
と
し
て
二
、
九
一
五
億
円

(対
前
年
度
比
○
･
九

七
倍
)
を
計
上
し
て
い
る

(表
6
)。

三

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

神
戸
･
鳴
門
ル
ー
ト
に
お
い
て
は
、
明
石
海
峡
大
橋
関

m

連
区
間
に
つ
い
て
、
明
石
海
峡
大
橋
の
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
上

･

屋
工
事
、
補
剛
桁
工
事
及
び
ケ
ー
ブ
ル
後
期
工
事
を
継
続

彰

す
る
と
と
も
に
、
船
舶
緩
衝
工
･
橋
面
舗
装
等
の
工
事
に

“

着
手
す
る
。
ま
た
、
陸
上
部
に
つ
い
て
は
、
西
神
地
区
工

表 6 阪神高速道路公団 (単位 ;百万円)

区 分
度年
@

度年
⑬
前 率

⑬/
倍
翁

費
費
費
金
費
費
息

等

諜
礬
饅
繕
利
計
賤

)
速
整
改
路
査
修

讓
離
脱
小絲

500

706

%
60

臨
戦
613

542

429

136

1

符

節
51

291

270

000

0

766

8

瑯
017

579

姉
鮭

邸
れ

糀
軋
概
観

7

一
7

5

0

B

1

9

9

合

蹴礪 椰
金

府

体

入

金

金

金

債

金

等

団
靭
入
似

)
資
鱗
借
辯
語
檄

画計

方
鮴
府
松
投

間
務

総
出
政
地
絵
政
ず

縁
民
業

800

400
伽
142

靱
擁
500

100

"
㈱

篭
邱
邱
L

鰍
弘
a
粥

700

蜘
850

0

0

0

100
細
則
562

19

9

9

338
虹
鱒
刎

8

8

8

一

一

一
0

3

8

6

合 計

蹴礪 梯

表 5 首都高速道路公団 (単位 ;百万円)

区 分
度年
の

度年
⑬
前 率

⑬/
倍
@

等
費
費
金
費
費
息

等

費
業
業
旦

･
蕁

業
事
事

"

膳
≧
計
整

事
蔚
鼬
分

;
利

里

)
設
國
雄
各
登
修

刻

画
建
趨
絹
届
至
れ
"

管

計
路
赫
踞
街

≠
設

窄

業
道
鴬
達
麩

持

小
務

事

速

会

速

淺

ヲ

(

高

社

高

関

調

維

建

業

900

鯛
075

200

214

畑
瀕
翔
紐

142

44

132

2

1

47
"
“

鰯

即
既
知
筋
猟
臨
瑯
邱
221

221

斑

船

田

1

47

65

453

473

琉
"
“
れ
側
側

"

"

ね

合

緘 幼 剱
金
府
体
入
金
金
金
借
金
等

団
搬
入
似

共
事

体
資

入

入

岡
資

公
聯
借
姻

故
借
収

計

方
本
府
公
投

間
務

鯰
政
地
鑽
政
賜

(
出

社

財
緑
民
業

200

100

期
鰡
総
麻
概
則
000

404

46

23

器

節

幻

耳

414

6

6

273

100

550

550

稠
827

翔
500
300

000

205

25

乾

物

猯

21

21

414

12

8

423

組

雛
税

80

即
即
卸
即

応
鐙

14
1驫
14
nU
nU
nU
14
Û
nV
nU

合 計

蘂 “ 鰍



事
、
神
戸
側
の
ト
ン
ネ
ル
･
高
架
橋
、
淡
路
島
島
内
の
土

来
島
大
橋
関
連
区
間
に
つ
い
て
は
、
来
島
大
橋
の
下
部

す
る
。
ま
た
、
陸
上
部
に
つ
い
て
は
、
用
地
取
得
を
推
進

･
撚

、

を
瑳
売

る
と
と
も
こ
、

･

1
い
し

"

リ
テ

w

し

、

･

o

う

工
･
橋
梁
等
の
工
事
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
舗
装
工
事

に
着
手
す
る
。

大
鳴
門
橋
関
連
区
間
に
つ
い
て
は
、
暫
定
二
車
線
で
供

用
し
て
い
る
区
間
の
四
車
線
化
工
事
を
継
続
す
る
。

尾
道
･
今
治
ル
ー
ト
に
お
い
て
は
、
多
々
羅
大
橋
関
連

区
間
に
つ
い
て
、
多
々
羅
大
橋
の
上
部
工
工
事
を
継
続
す

る
。
ま
た
、
陸
上
部
に
つ
い
て
は
、
生
口
島
島
内
及
び
大

三
島
島
内
の
土
工
工
事
等
を
継
続
す
る
。

表 7 本州四国連絡橋公団 (単位 :百万円)

区 分
が 度年

⑬
前 率憊

倍
@

全 体 ち珍
全 体 纖 全 体蕩

費
費
費
息

等

j

理
利
計
蛾

詢
設
査
管

野
調幟

籟

"
箙
第
笠

-
04

増
戦
297

艘
擬
統

201

7

62

271

303

12

09

乾
02

一
雄

知
識
郡
602
487

鱗

195

6

50

253

309

D

O

O

Z

｢
9

03

00

第

24

07

98

1上
1具
14
1上
14
nV

合 計

鰄緘鰈鞠 則 泌
金
府
体
金
金
金
借
金
等

団

資

＼

＼

)

共

箋
資

7

ノ

十
資

公
助
彬

故
借
収

詞

方

棚
投

月
辱

,

政

地

路
こ

脳

務

G
出

ヰ

補
道
財
緑
民
業

期
604
302

32

250

200

期
…
㈱

54

36

18

ー

251

202

10

130

第
04

02

-
即
卸
卸
皿
醇

50

“

鋭
拗

一
節
卸
卸
蛇

印
錦
耕

一

一
閲
卸
⑧
25

0

0

0

8

一
〇

0

6

9

P

O

P

一

一
〇

0

6

0

合 計

聯緘鰓賤 則 勒

工
工
事
、
ケ
ー
ブ
ル
工
事
及
び
補
剛
桁
工
事
を
継
続
す
る

と
と
も
に
、
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
上
屋
工
事
に
着
手
す
る
。
ま

た
、
陸
上
部
に
つ
い
て
は
、
用
地
取
得
を
推
進
し
、
大
島

島
内
の
土
工
･
ト
ン
ネ
ル
工
事
等
及
び
今
治
側
の
橋
梁
下

部
工
工
事
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
大
島
島
内
及
び
今
治

側
の
橋
梁
上
部
工
工
事
を
実
施
す
る
。

尾
道
大
橋
関
連
区
間
に
つ
い
て
は
、
新
尾
道
大
橋
の
下

部
工
工
事
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
上
部
工
工
事
に
着
手

し
、
土
工
･
橋
梁
工
事
等
に
着
手
す
る
。

生
口
橋
関
連
区
間
に
つ
い
て
は
、
因
島
島
内
の
土
工
･

橋
梁
工
事
を
継
続
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
建
設
費
と
し
て
二
、

○
一
〇
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
0
三
倍
)
を
計
上
し
て

い
る

(表
7
)
。

四

東
京
湾
横
断
道
路
株
式
会
社

表 8 東京湾横断道路株式会社
(単位 ;百万円)

区 分 饑
囚

度年
⑬
前 率
烟
倍
@

費
息

等

動

利
計
纖

癈
設
設
小
鍋

傳
建
建

そ

臟灘 灘
㈱

鰡
簸
㈱
即

合 計

鰍幼 劔
金
金
債
等

)
資

金

発
絶

入

信

開

没

借

路

間

6
道
財
外
民

鰔駒蠣鰯
緘
箋
邸
鰡
鱒
㈱

合 計

鰄 ,幼 朧

本
体
工
事
等
を
引
き
続
き
推
進
す
る
。

会
社
の
平
成
八
年
度
に
お
け
る
建
設
費
と
し
て
、
一
、

一
四
〇
億
円

(対
前
年
度
比
○
･
六
二
倍
)
を
計
上
し
て

い
る

(表
8
)
。



　

概
五五

有
料
道
路
融
資
事
業

表 9 有料道路融資事業予算 (単位 :百万円)

平 成 8 年 度 (印 平成 7 年 度 (B) 倍 率㈹ / (B)

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

298,371 110,892 266,425 100,l14 1.12 1.11

要

表10 平成 8年度一般有料道路新規着手事業

道 路 名 事業主体 路 線 名 区 間 延 長

修善寺道路 (1I期) 静岡県(効 (国)136号
静岡県田方郡修善寺町熊坂~

静岡県田方郡大仁町田京
2,6km

田鶴浜道路 石川県圏 (回)470号
石川県志賀町~

石川県田鶴浜町
4.7km

仙台南部道路 (m 期) 宮城県圏 国仙台南インター線
仙台市太白区山田~

仙台市太白区茂庭
2 ,okm

雁坂トンネル有料道路 山梨県(効 (国)140号
埼玉県秩父郡大滝村~

山梨県東山梨郡三富村
6.8km

*

八王子中央有料道路
東京都圏 郷)瑞穂秋川八王子線

東京都八王子市大和田町~

東京都八王子市滝山町
1.7km

* (延伸)

新和田トンネル有料道路
長野県圏 個)145号

長野県諏訪郡下諏訪町落合~

長野県岡谷市長池
10 ,4km

* (II期)

新神戸トンネル有料道路
神戸市因 岡生田川箕谷線

神戸市中央区雲井通~
神戸市中央区熊内橋通

1.okm

*

大島大橋有料道路
長崎県圏 国大島太田和線

長崎県西彼杵郡大島町~

長崎県西彼杵郡西海町
2.6km

地
方
道
路
公
社
等
が
行
う
指
定
都
市
高
速
道
路
、
一
般

有
料
道
路
及
び
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
有
料
道
路
整
備
資

金
貸
付
金
制
度

(無
利
子
貸
付
制
度
)
を
活
用
す
る
と
と

も
に
、
N
T
T
ー
A
型
資
金
を
活
用
し
て
、
有
料
道
路
と

こ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
公
共
施
設
を
一
体
的
に
整
備
す

る
総
合
有
料
道
路
事
業
な
ど
に
よ
り
整
備
を
推
進
す
る
。

平
成
八
年
度
の
有
料
道
路
融
資
事
業
の
予
算
額
は
、
事

業
費
二
、
九
八
四
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
三
一倍
)
で

あ 業 る こ も
る 費 平 総 れ に

* : N T T 一A型事業

表11 平成 8年度一般有料道路完成予定路線

道 路 名 事業主体 路 線 名 区 間 延 長

安芸府中有料道路 (拡幅) 広島県圏 国広島中島線
広島市東区~
広島県安芸郡府中町

5 ,3km

*

川北大橋有料道路 (拡幅)
石川県圏 国金沢小松線

石川県松任市木津町~

石川県能美郡辰ロ町
4.8km

第二阪奈有料道路
大阪府(効

奈良県圏
(国)308号

大阪府東大阪市西石切町~

奈良県奈良市宝来町
13.4km

*

新長野大橋有料道路
長野県(効 H三才大豆島中御所線

長野県長野市大豆島~

長野県長野市真島
1,4km

厳木多久有料道路
佐賀県(効 (国)203号

佐賀県東松浦郡厳木町~
佐賀県多久市北多久町

3 .6km

一
般
有
料
道
路
に
つ
い
て
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
を

構
成
す
る
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
京
都
縦

貫
自
動
車
道
綾
部
宮
津
道
路

(京
都
府
)
等
継
続
二
四
路

線
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
能
越
自
動
車

道
田
鶴
浜
道
路

(石
川
県
)
等
八
路
線
の
整
備
に
着
手
し
、

道 線 貫 2

謄
　
に 路
つ ･* : N T T - A型事業
い 駐
て 車
は 場



表13 平成 8年度有料道路融資事業(駐車場)完成予定箇所

駐 車 場 名 事業主体 路 線 名 工 事 箇 所 台 数
草薙駅前駐車場 清水市 (前4523号線 静岡県清水市草薙 1 丁目 210台

本町明里線地下駐車場 福井市 轢桜鴬詢鰤 珀換m蹴諦観 台354

大津港駐車場 滋賀県圏 線津草津大㈱ 甫津漱瀞駄續 台151

長堀通地下駐車場 大阪市 線繃 目丁場船南区央中
･
市阪大 館大新公園地下駐車場 和歌山県 嚥轆巍鯏 町顔糊纐和 台166

こ
の
う
ち
、
第
二
阪
奈
有
料
道
路

(大
阪
府
、
奈
良
県
)

等
五
路
線
の
完
成
を
図
る

(表
記
･
門
)。

駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
城
社
第
二
地
下
駐
車
場

(群
馬

県
)
等
継
続
二
二
箇
所
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

新
た
に
郡
山
駅
西
口
駐
車
場

(福
島
県
)
等
四
箇
所
の
整

備
に
着
手
し
、
こ
の
う
ち
、
本
町
明
里
線
地
下
駐
車
場

(福
井
県
)
等
六
箇
所
の
完
成
を
図
る

(表
物
･
13
)。

3

指
定
都
市
高
速
道
路

鯏

名
古
屋
高
速
道
路

名
古
屋
高
速
一
号
線
等
継
続
五
路
線
の
事
業
及
び
震
災

対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た

に
名
岐
道
路
八
･
九
蹴
の
整
備
に
着
手
す
る

(表
料
)。

②

福
岡
･
北
九
州
高
速
道
路

福
岡
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
福
岡
高
速
一
号
線
等
継
続

三
路
線
の
事
業
を
推
進
し
、
ま
た
、
北
九
州
高
速
道
路
に

つ
い
て
は
北
九
州
高
速
道
路
の
改
築
事
業
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
両
道
路
の
震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事
業
を

推
進
す
る
。

表14 平成 8年度指定都市高速道路新規着手事業
道 路 名 事 業 主 体 区 間 延 長

名岐道路 名古屋高速道路公社 ~瀞鮨井日市
春
宮
西

一

県

県

知

知

愛
愛 檄

表12 平成 8年度有料融資事業(駐車場)新規着手事業

駐 車 場 名 事業主体 路 線 名 工 事 箇 所 台 数
郡山駅西ロ駐車場 郡山市 問大町大槻線 福島県郡山市字燧田44 - 4 530台

土浦駅西ロ駐車場 土浦市 鰊-洲
桜 日

]
丁峨明肺蝋茨 台470

松本市営中央駐車場 松本市 疎緘 祠峡緘顯 錯20
浜大津公共駐車場 大津市 鰈330鋼 慣津漱瀞鰍滋 台300



地
方
道
は
、
都
道
府
県
道
と
市
町
村
道
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
延
長
は
、
都
道
府
県
道
約
三
一万
蝿
、
市
町

村
道
約
九
五
万
如
か
ら
な
り
、
我
が
国
の
一
般
道
路
延
長

の
九
五
%
を
占
め
、
そ
の
整
備
状
況
は
表
1
の
と
お
り
ま

だ
ま
だ
低
く
、整
備
に
対
す
る
期
待
と
要
望
は
極
め
て
高
い
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
平
成
七
年
度
は
、
広
域

的
な
生
活
圏
の
形
成
に
必
要
な
都
道
府
県
道
及
び
日
常
生

活
の
基
盤
と
な
る
市
町
村
道
の
整
備
に
要
す
る
事
業
費
を

表
2
の
と
お
り
計
上
し
て
い
る
。

二

地
方
道
の
整
備
方
針

都
道
府
県
道
及
び
幹
線
的
な
市
町
村
道
は
、
高
速
自
動

車
国
道
や
一
般
国
道
を
補
完
す
る
地
方
の
幹
線
道
路
網
と

2 の な こ 九 道 り 地
一 幕 の だ 五 約 、 方

獨ま は･ じ
は
じ
め
に

表 1 地方道の整備状況 (平成 6年 4月現在) (km)

実 延 長 改 良 済 舗 装 済

延 長 % 延 長 %

都道府県道

市町村道

123,877

953 ,600

72,900

131,375

(448,442)

58 .8

13 ,8

(47 .0)

62 ,957

150 ,166

(654 ,286)

50 .8

15 7

(68.6)

国 道 53 ,302 46 ,347 87.O 45 ,952 86.2

建
設
省
道
路
局
地

方

道

課

建

設

専

門

官

下
保

同

地
方
道
課
市
町
村
道
室
建
設
専
門
官

福
井

地
薦
週
関
係
予
算
⑭
柳
襲

八
筆
鷹
週
略
関
係
予
算(注)1 . 改良済延熟ま璋冨員5.5m 以上の延長。

同
2 , 市町村道の ( ) 書きは一車線改

良及び簡易舗装を含んだ延長と

比率である。

表 2 平成 8年度地方道事業費 (単位 :億円)

建設省 仲 率 北海道 仲 率 沖 縄 伸 率

地方川里“蟇
4,495

8 ,700

0 .95

0,95

794

1,402

0 ,97

0 .97

425

518

1.01

1･01

孝修

離島/奄美 仲 率 合 計 仲 率

地方道志讓蝨
352

610

1.05

1 ,05

6 ,065

11,229

0 .96

0 ,96

国 地方道路整備臨時交付金を含む。



し
て
、
広
域
的
な
生
活
圏
域
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
各

種
地
域
振
興
施
策
の
実
現
、
地
域
生
活
環
境
の
向
上
を
図

る
上
で
重
要
な
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
整
備
水
準
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
改
良

率
は
都
道
府
県
道
で
五
九
%
、
市
町
村
道
に
お
い
て
は
一

四
%

(
一
車
線
改
良
含
み
四
七
%
)
と
、
質
的
な
面
で
大

幅
に
整
備
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
道
の
早
急
な

整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

計
画
的
･
重
点
的
な
地
方
道
補
助
事
業
の
執
行

各
地
方
公
共
団
体
が
、
高
速
道
路
や
国
道
の
整
備
計
画

を
与
件
と
し
て
、
こ
れ
ら
と
一
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
地

方
道
の
中
期
的
整
備
計
画
を

｢地
方
道
路
計
画
｣
と
し
て

策
定
･
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
開
か
れ
た
道
路

事
業
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

(地
方
道
路
計
画
策
定
済
み
団
体
数

(平
成
七
年
四
月
現

在
)
"
全
都
道
府
県
･
政
令
市
及
び
八
三
六
市
町
村
)

ま
た
、
地
方
道
補
助
事
業
の
採
択
に
あ
た
っ
て
は
、

｢地
方
道
路
計
画
｣
に
基
づ
き
、
国
と
地
方
の
適
切
な
役

割
分
担
の
も
と
国
が
補
助
す
べ
き
大
規
模
な
事
業
を
中
心

に
次
の
四
つ
の
観
点
か
ら
重
点
的
な
支
援
を
実
施
す
る
こ

と
と
す
る
。

=

全
国
的
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成

広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の
観
点
か
ら
、
高
速

道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ア
ク
セ
ス
道
路
、
空
港

･
港

湾
等
他
の
広
域
交
通
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
、
都
市
の

環
状
道
路
や
地
域
間
を
連
結
す
る
大
規
模
バ
イ
パ
ス
等
の

整
備
を
、
重
点
的
に
支
援
す
る
。

②

地
域
振
興
立
法
等
の
法
律
に
よ
る
地
域
の
支
援

地
域
振
興
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
拠
点
都
市
地

域
の
整
備
、
過
疎
･
山
村
地
域
等
の
振
興
、
リ
ゾ
ー
ト
整

備
な
ど
法
律
等
に
基
づ
き
計
画
的
な
整
備
が
必
要
と
な
る

道
路
の
整
備
を
支
援
す
る
。

③

大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
支
援

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
し
て

必
要
に
な
る
道
路
の
整
備
を
重
点
的
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
大
規
模
な
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
な
ど
地
方
単
独
事
業
の

み
で
は
集
中
投
資
が
困
難
な
道
路
の
整
備
を
実
施
す
る
。

(参
考
)
｢交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事
業
｣

地
形
的
な
制
約
に
よ
り
相
互
の
交
流
が
遅
れ
て
い
る

都
道
府
県
間
、
市
町
村
道
等
を
直
結
す
る
大
規
模
な
ト

ン
ネ
ル
や
橋
梁
を
、
技
術
力
、
-財
政
力
の
弱
い
自
治
体

に
お
い
て
も
重
点
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

間
の
交
流
を
推
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
。

交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事
業
に
お
い

て
は
、
都
道
府
県
界
ま
た
は
市
町
村
界
等
を
連
結
す
る

路
線
で
大
規
模
な
ト
ン
ネ
ル
ま
た
は
橋
梁
を
含
む
事
業

に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
施
策
を
組
合
わ
せ
、
整
備

を
促
進
す
る
。

イ

補
助
事
業
に
よ
る
重
点
的
整
備

口

市
町
村
道
事
業
と
都
道
府
県
代
行
事
業
の
同
時
実

施
ハ

財
政
力
の
弱
い
市
町
村
に
対
す
る
財
政
的
･
技
術

的
支
援
を
行
う
た
め
の
地
方
道
路
公
社
に
よ
る
立
替

施
行
制
度
の
活
用

@

特
定
の
施
策
や
新
技
術
の
促
進

災
害
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
の
防
震
災

対
策
、
渋
滞
解
消
、
住
宅
宅
地
整
備
の
促
進
、
沿
道
環
境

の
向
上
等
に
緊
急
に
推
進
す
べ
き
施
策
に
関
連
す
る
整
備

を
実
施
す
る
。

①

生
活
基
盤
の
整
備

安
全
で
信
頼
性
の
高
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の

た
め
防
災
･
震
災
対
策
と
し
て
落
石
危
険
箇
所
の
解

消
、
橋
梁
の
耐
震
性
の
強
化
を
図
る
道
路
整
備
や
渋

滞
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
基
づ
き
、
バ

イ
パ
ス
の
整
備
や
交
差
点
改
良
等
の
渋
滞
対
策
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
バ
ス
路
線
に
つ
い
て
は
、
す
れ
違

い
が
困
難
な
陸
路
区
間
の
解
消
を
図
り
、
円
滑
な
バ

ス
交
通
の
確
保
を
図
る
。

②

住
宅
宅
地
整
備
の
促
進

宅
地
開
発
誘
導
道
路
事
業
を
は
じ
め
と
し
、
住
宅
･

宅
地
の
供
給
に
関
連
す
る
道
路
整
備
を
推
進
す
る
。

③

沿
道
環
境
の
整
備

沿
道
環
境
の
向
上
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の

確
保
等
の
観
点
か
ら
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
に
よ
る

電
線
類
の
地
中
化
を
進
め
る
ほ
か
、
緑
化
の
推
進
、

環
境
施
設
帯
、
植
樹
帯
の
設
置
等
を
推
進
す
る
。
さ



ら
に
、
地
域
の
振
興
計
画
や
整
備
計
画
に
あ
わ
せ
質

の
高
い
道
路
空
間
の
整
備
を
推
進
す
る
。

(参
考
)

①

ウ
オ
!
キ
ン
グ

･
ト
レ
イ
ル
事
業

国
民
の
歩
く
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
歩
く
こ
と
を
通
じ

た
健
康
･
福
祉
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
魅
力

あ
る
地
域
づ
く
り
を
図
る
た
め
、
ゆ
と
り
と
う
る
お

い
の
実
感
で
き
る
質
の
高
い
歩
行
者
空
間
を
形
成
す

る

｢ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
･
ト
レ
イ
ル
事
業
｣
を
平
成
八

年
度
に
創
設
す
る
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

･
ト
レ
イ
ル
事
業
に
お
い
て
は
、

豊
か
な
自
然
、
歴
史
･
文
化
的
施
設
等
を
連
絡
す
る

歩
行
者
専
用
道
路
や
広
幅
員
歩
道
等
を
整
備
し
、
訪

れ
た
人
が
安
全
か
つ
快
適
に
散
策
等
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
歩
行
者
空
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
%歩

行
者
専
用
道
路
等
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
路

面
や
植
栽
等
を
工
夫
し
、
歩
き
や
す
さ
や
地
域
の
個

性
、
周
辺
景
観
と
の
調
和
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
合
わ
せ
て
駐
車
場
、
休
憩
施
設
、
案
内
標
識

等
を
整
備
し
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

②

く
ら
し
の
み
ち
づ
く
り
事
業

駅
前
な
ど
ま
ち
の
顔
と
な
る
よ
う
な
地
区
、
地
域

の
歴
史
や
文
化
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
地
区
な
ど
に

お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
と

一
体
と
な
っ
た
み
ち
づ
く

り
を
実
施
し
、
面
的
に
質
の
高
い
道
路
空
間
整
備
を

行
う
｢く
ら
し
の
み
ち
づ
く
り
事
業
｣
を
推
進
す
る
。

く
ら
し
の
み
ち
づ
く
り
事
業
に
お
い
て
は
、
地
区

の
関
係
者

(市
町
村
、
関
係
道
路
管
理
者
、
地
区
住

民
等
)
が
一
体
と
な
っ
て
地
域
の
歴
史
、
文
化
、
自

然
な
ど
の
個
性
を
生
か
し
た

｢く
ら
し
の
み
ち
づ
く

り
計
画
｣
を
策
定
し
、
そ
の
計
画
に
基
づ
き
、
地
区

内
で
実
施
さ
れ
る
各
種
の
道
路
整
備
事
業

(道
路
拡

幅
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
、
歩
道
設
置
、
電
線
類
の

地
中
化
な
ど
)
を
面
的
に
一
括
し
て
支
援
す
る
。

③

木
の
香
る
道
づ
く
り
事
業

自
然
環
境
と
調
和
し
、
地
域
の
個
性
あ
る
道
路
空

間
の
形
成
を
図
る
に
は
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
多
様

な
道
路
整
備
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
、

森
林
等
の
自
然
環
境
が
豊
か
な
地
域
で
は
、
周
辺
の

景
観
や
生
態
系
と
調
和
し
た
道
づ
く
り
や
、
木
材
等

の
地
場
産
品
を
活
用
し
た
地
域
の
個
性
を
活
か
し
た

道
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
地
域

の
潜
在
自
然
植
生
を
活
用
し
た
樹
木
植
栽
工
法
に
よ

る
法
面
緑
化
や
、
木
材
を
活
用
し
た
道
路
構
造
物
の

整
備
等
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

三

緊
急
地
方
道
路
整
備
事
業
(地
方
道
路
整

備
臨
時
交
付
金
)

一
定
の
地
域
に
お
い
て
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全

性
、
利
便
性
及
び
快
適
性
を
確
保
し
、
地
域
の
特
色
を
活

か
し
た
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
振
興
を
図
り
、

住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
た
め
、
学
校
、
公
園
等

の
公
共
施
設
整
備
、
住
宅
市
街
地
、
農
村
地
域
の
居
住
環

境
整
備
等
の
地
域
の
課
題
に
緊
急
に
応
じ
、
複
数
一
体
と

な
っ
て
行
わ
れ
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
道
事
業
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
、
緊
急
地
方
道
路
整
備
事
業

(地
方
道
路

整
備
臨
時
交
付
金
)
を
実
施
す
る
。
平
成
八
年
度
は
、
事

業
費
で
一
、
二
〇
一
、
五
二
〇
百
万
円

(前
年
度
一
、
一

三
八
、
四
四
〇
百
万
円
)、
国
費
で
六
三
0
、
四
〇
〇
百

万
円

(前
年
度
五
九
七
、
六
〇
〇
百
万
円
)
を
実
施
す
る

(地
方
道
、
街
路
の
合
計
で
あ
る
)。

四

地
方
特
定
道
路
整
備
事
業

地
域
の
緊
急
な
課
題
に
応
え
て
早
急
に
整
備
の
必
要
が

あ
る
道
路
に
つ
い
て
、
自
治
省
と
協
調
し
、
補
助
事
業
と

あ
わ
せ
単
独
事
業
を
活
用
し
て
促
進
を
図
る
都
道
府
県
道

及
び
市
町
村
道
に
お
け
る
事
業

(道
路
事
業

(街
路
事
業

含
む
)
及
び
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
の
あ

る
施
設
の
整
備
)
を
平
成
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
が
、

平
成
八
年
度
以
降
も
平
成
三
一年
度
ま
で
継
続
し
て
実
施

、す
る
。

平
成
八
年
度
は
単
独
事
業
費
の
総
枠

(地
方
道
事
業
と

街
路
事
業
等
の
合
計
)
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
、
一
0
、
○

○
0
億
円

(対
前
年
度
比
一
･
八
二
)
と
な
っ
て
い
る
。



八
箪
麗
週
略
関
係
螂
卿

衝
騰
関
係
予
算
⑭
柳
襲

建
設
省
都
市
局
街
路
課
街
路
事
業
調
整
官

斎
藤

親

ぃ
役
割
を
担

っ
て
い
る
o

し
か
し
、
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
幹
線
街
路
の
平
成

六
年
三
月
末
現
在
の
整
備
状
況
は
、
都
市
計
画
決
定
延
長

約
六
二
、
七
〇
〇
如
に
対
し
、
改
良
済
延
長
が
約
二
九
、

四
〇
〇
如
、
改
良
率
は
四
七
%
と
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。

ま
た
、
市
街
地
に
お
け
る
幹
線
街
路
は
、
長
期
的
に
は
、

市
街
地
面
積
当
た
り
三
･
五
如
/
姉

(概
ね
五
〇
0
-
六

〇
0
m
間
隔
)
の
密
度
で
整
備
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
都
市
計
画
決
定
通
り
改
良
さ
れ
た

幹
線
街
路
の
密
度
は
、
市
街
地
平
均
で
一
･
三
虹
/
團
に

す
ぎ
ず
、
約
三
分
の
一
程
度
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
交
通
混
雑
に
よ
る
都
市
機
能
の
低
下
、
都
市

防
災
性
の
低
下
、
安
全
な
歩
行
者
空
間
の
欠
如
等
の
問
題

が
深
刻
化
し
て
い
る
o

一

は
じ
め
に

都
市
は
国
民
の
諸
活
動
の
中
心
的
な
場
で
あ
り
、
都
市

人
ロ
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
市
街
地
の
拡
大
が
続
く
な
か

で
、
地
域
の
特
色
を
最
大
限
に
生
か
し
つ
つ
、
重
点
的
、

効
率
的
に
都
市
整
備
を
進
め
る
こ
と
は
、
現
下
の
我
が
国

の
緊
急
な
課
題
で
あ
り
、
先
行
的
か
つ
創
意
を
こ
ら
し
た

多
様
な
都
市
基
盤
整
備
事
業
の
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
都
市
の
最
も
基
礎
的
な
施
設
で
あ
る
街
路

は
、
都
市
交
通
を
処
理
し
沿
道
の
施
設
等
へ
ア
ク
セ
ス
す

る
機
能
の
ほ
か
、
都
市
生
活
に
不
可
欠
な
電
気
、
上
下
水

道
、
ガ
ス
等
の
各
種
公
共
公
益
施
設
の
収
容
空
間
、
防
災
、

避
難
、
日
照
、
通
風
、
都
市
景
観
の
た
め
の
公
丑
完
工間
等
、

多
様
な
機
能
を
有
し
て
お
り
、
円
滑
な
都
市
活
動
と
安
全
･

快
適
な
都
市
生
活
の
実
現
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
し
、
豊
か
な
生
活
、
活
力
あ

る
地
域
、
人
･
自
然
に
や
さ
し
い
環
境
の
形
成
を
図
る
た

め
、
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
総
合
的
、

計
画
的
に
街
路
事
業
の
推
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

三

街
路
事
業
関
係
予
算
の
概
要

平
成
八
年
度
は
、
ラ
ー
ジ
街
路

(街
路
事
業
、
土
地
区

画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
街
路
交
通
調
査
)

の
予
算
額

(N
T
T
-
B
型
事
業
、
緊
急
地
方
道
路
整
備

事
業
を
含
む
)
を
総
額
三
一、
二
一
三
億
円

(対
前
年
度

比
一
･
0
0
)
と
し
た

(表
-
)。

三

街
路
事
業
予
算

ー

概

要

平
成
八
年
度
に
お
い
て
は
、
予
算
重
点
項
目
を
表
2
の



表 1 平成 8年度街路事業費予算額 (単位 :百万円)

区 分

8 年 度 前 年 度 倍 率

事 業 費 国 費 事 業 費 国 費 事業費 国 費

街路事業
街 路
区画整理

再 開 発

調 査

1,202 ,887

857 ,923

286 ,328

54,916

3,720

625 ,242

446 ,021

149 ,605

28 ,104

1 ,5l2

1,198,684

862,234

279,210

53,520

3,720

623 ,003

448 ,171

145 ,902

27,418

l,512

1.00

1･00

1.03

1.03

1･00

1･00

1 ･00

1.03

1 ,03

1 .00

2

新
規
施
策
の
概
要

の

｢駅
前
歩
行
者
快
適
化
作
戦
｣
の
推
進

大
都
市
及
び
地
方
都
市
の
主
要
駅
の
う
ち
、
狭
小
な
通

行
空
間
、
鉄
道
等
に
よ
る
分
断
、
上
下
移
動
を
強
い
る
構

造
な
ど
歩
行
、
自
転
車
利
用
の
快
適
性
に
欠
け
る
地
区
を

対
象
に
、
関
係
者
が
連
携
し
て
、
総
合
的
、
集
中
的
に
必

と
お
り
設
定
し
、
補
助
事
業
の
一
層
の
重
点
化
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
予
算
額
の
工
種
別
内
訳
は
表
3

に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

要
と
な
る
施
策
を
実
施
し
、
歩
行
空
間
の
改
善
を
短
期
間

に
実
施
す
る
｢駅
前
歩
行
者
快
適
化
作
戦
｣
を
推
進
す
る
。

@

自
転
車
駐
車
場
整
備
促
進
事
業
の
推
進

鉄
道
駅
周
辺
や
中
心
市
街
地
に
お
い
て
、
自
転
車
駐
車

場
及
び
利
用
者
が
快
適
に
利
用
す
る
た
め
の
利
便
施
設
、

(注)緊急地方道路整備事業、 N T T B 型事業、 電線共同溝整備事業及び公共投

資重点化枠を含む。

表 2 平成 8年度街路事業費予算重点項目

圏地域経済を活性化する都市内道路整備の推進

･地域経済の活性化に即効性のある地域高規格道路等の整備

･都市内の有料道路整備を支援する街路事業

･中心市街地の再生、 高次都市機能を集積した新たな都市拠点の形成等の地域整備プロジェクトの

支援に資する街路事業
･道路交通の円滑化と快適で利便性の高い活力あるまちづくりを一体的に推進する連続立体交差事

業 (いきいき都市フロンティア事業)

圈マルチモーダル施策の推進のための都市交通施設整備の推進

･関係者が連携して歩行空間の改善を短期間に実施する駅前歩行者快適化作戦

･公共交通機関の利便性向上等に資する都市モノレール及び新交通システム、 歩行支援システム、
自転車駐車場、 駅前広場の整備

圏渋滞対策の推進

･新渋滞対策プログラムに基づく街路事業

･路上駐車やうろつき交通の解消に資する街路事業関連駐車場、 駐車場案内システムの整備

圏ゆとりとうるおいのあるまちづくりに資する街路事業

･地区の特性に応じて面的に事業を実施する特定生活環境整備街路事業

･質の高い街路空間の形成や居住環境の改善を図るシンボルロード整備事業、 スノートピア道路事

業、 歩行者専用道整備

圏沿道との一体的整備手法を活用した街路事業の推進

･区画整理手法を活用した沿道区画整理型街路事業等

･良好な沿道環境の実現に資する街路事業

圏-快適な住生活実現のための基盤整備の推進

･住宅 ･宅地の供給の促進と良好な市街地の計画的整備を推進する住宅 ･宅地開発の関連街路

圓安全で安心できるまちづくりのための街路事業の推進

･市街地の防災性向上のため各種事業を一体的 ･集中的に行う安心まちづくりA ･ P に基づく街路

事業
･避難路の整備 消 防活動困難区域の解消に資する街路事業、 ライフラインの安全性 ･信頼性を向

上させる共同溝の整備

圏情報ハイウェイ整備の推進

･電線類の地中化を効率的に進める電線共同溝の整備

災
害
時
に
避
難
路
、
緊
急
物
資
の
輸
送
路
、
延
焼
遮
断

充

ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
や
案
内
板
等
を
一
体
的
に
整
備
す
る
自

転
車
駐
車
場
整
備
促
進
事
業
を
推
進
す
る
。

③

震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
街
路
事
業
の
拡



空
間
等
と
な
る
街
路
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
以
下
の

よ
う
な
拡
充
を
行
う
。

○

安
心
ま
ち
づ
く
り
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ

く
街
路
事
業
の
重
点
実
施
及
び
採
択
要
件
の
緩
和

○

消
防
活
動
困
難
区
域
の
解
消
に
資
す
る
街
路
整
備
を

表 3 街路事業費工程別内訳 (単位 :百万円)

区 分

8 年 度 前 年 度 倍 率

事 業 費 国 費 事 業 費 国 費 事業費 国 費

築
差
差
備
置
備
備

)

交妾

整朧

計厳

“
“
“
“
同
期

祭

続

道

連

立

橋

共

電

モ

(

鮖
762
770
観
閲
御
製
923
妙

653
雌
蘂
32

1

3

17

鰡
臘

塒
鵬
郁
増
補
730

躍
021
001

341

52

23

17

1

8

446
筋

鰡
瀕
095

戦
雌
捌
紹
猟
彌

総
則
45

31

1

1
賢
靴
154

激
戦
160
557
職
692
猟
171
彌

総
51

23

16

7

鸚
筋

鋸
02

01

03

31

即

刻
00

00

nV
TL
14
1具
1よ
り“
14
1驫
ヤー

第
02

02

03

俎

卸
器
卸
卸

nU
1r4
14
14
1よ
りム
ー上
1上
1上

圏1.緊急地方道路整備事業及び公共投資重点化枠を含む。
2.電線共同溝整備には、工種 (電線共同溝整備) のほかに、新設、改築に伴って道路改築等で行
う整備分がある。
3.本表のほかに、道路整備特別会計で実施するものとして、街路事業と併せて行う駐車場整備
(特定交通安全施設等整備事業)、 住宅宅地関連公共施設整備促進事業、道路開発資金及びo讓　
　

N T T 事業償還時貸付金として、国費67,431百万円がある。

推
進
す
る
た
め
採
択
要
件
の
緩
和

四

土
地
区
画
整
理
事
業
予
算

1

概

要

土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
道
路
の
み
な
ら
ず
公
園
、
河

川
等
の
都
市
基
盤
施
設
と
宅
地
と
を
一
体
的
に
整
備
す
る

こ
と
に
よ
り
、
健
全
な
市
街
地
の
形
成
を
図
る
事
業
で
あ

り
、
都
市
内
道
路
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
近
年
の
大
都
市

圏
等
の
住
宅
宅
地
問
題
、
地
方
都
市
の
拠
点
性
の
低
下
、

産
業
構
造
転
換
等
に
伴
う
都
心
部
や
臨
海
部
等
の
低
未
利

用
地
の
発
生
、
都
市
近
郊
等
の
耕
作
放
棄
地
の
増
加
等
の

市
街
地
整
備
上
の
課
題
や
、
防
災
上
危
険
な
木
造
密
集
市

街
地
の
解
消
と
い
っ
た
緊
急
な
課
題
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に

対
応
で
き
、
市
街
地
整
備
に
果
た
す
役
割
は
極
め
て
重
要

で
あ
る
。

こ
の
た
め

①

地
方
拠
点
都
市
法
等
に
基
づ
く
地
方
拠
点
都
市
等

に
お
け
る
拠
点
市
街
地
の
形
成
と
地
方
中
心
市
街
地

の
活
性
化

②

木
造
密
集
市
街
地
の
解
消
、
地
域
の
防
災
拠
点
と

な
る
防
災
安
全
街
区
の
形
成
等
に
よ
る
市
街
地
の
防

災
性
の
向
上

③

常
磐
新
線
沿
線
を
は
じ
め
、
大
都
市
法
に
基
づ
く

住
宅
の
重
点
供
給
地
域
に
お
け
る
住
宅
宅
地
の
供
給

④

新
幹
線
、
地
域
高
規
格
道
路
等
地
域
活
性
化
に
重

要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援

に
重
点
を
お
い
て
土
地
区
画
整
理
事
業
を
強
力
に
推
進
す

　　
　平

成
八
年
度
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
予
算
は
表
4
の

と
お
り
で
あ
り
、
道
路
整
備
特
別
会
計
分
と
し
て
、
事
業

費
約
二
、
八
六
三
億
円

(調
査
を
除
く
)、
対
前
年
度
比

一
･
0
三
が
計
上
さ
れ
た
。

2

新
規
施
策
の
概
要

印

防
災
上
危
険
な
市
街
地
の
解
消
に
資
す
る
土
地
区
画

整
理
事
業
の
推
進

都
市
基
盤
が
未
整
備
で
、
老
朽
木
造
住
宅
等
が
密
集
し

た
防
災
上
危
険
な
市
街
地
を
解
消
す
る
た
め
、
安
全
市
街

地
形
成
土
地
区
画
整
理
事
業

(
一
般
会
計
)
を
創
設
す
る

と
と
も
に
、
避
難
路
と
な
る
幹
線
道
路
の
整
備
に
併
せ
て
、

地
区
内
道
路
を
避
難
路
等
と
し
て
有
効
な
幅
員
に
誘
導
し
、

老
朽
建
物
の
建
て
替
え
等
を
総
合
的
か
つ
機
動
的
に
実
施

す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
道
路
特
会

補
助
制
度
の
補
助
採
択
要
件
を
緩
和
す
る
。

の

幹
線
道
路
の
沿
道
に
お
い
て
良
好
な
住
環
境
の
形
成

に
資
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
推
進

沿
道
整
備
道
路
の
沿
道
に
お
い
て
、
背
後
地
等
の
良
好

な
住
環
境
を
形
成
し
、
沿
道
か
ら
背
後
地
へ
の
建
築
物
の

移
転
、
緩
衝
建
築
物
の
建
築
、
環
境
施
設
帯
の
整
備
等
を

促
進
す
る
た
め
の
道
路
等
の
基
盤
の
整
備
を
総
合
的
か
つ

機
動
的
に
実
施
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
推
進
す
る
た

め
、
道
路
特
会
補
助
制
度
の
補
助
採
択
要
件
を
緩
和
す
る
。



表 4 平成 8年度土地区画整理事業予算額 (単位 :百万円)

区 分

8 年 度 (A) 前 年 度 (B) 倍率(A/B)

事 業 費 国 費 事 業費 国 費 事業費 国 費

(道路整備特別会計?

土 地 区 画 整 理 事 業

土 地 区 画 整 理 事 業 調 査
計

( N T T - A 型)

業
業
業

業

業賞儼繊麗
御
節
鰓
棚
組
(

仏

(

200

371
筋
郊
177

L

(

江

一
6

0

9
6

一

一
2

0

め
3

-

一
9

9

9
6

一

-
9

9

の
6

一
謂
型
金
…j

会
進
付
…型

糊
促
顆
A

蛔
給
事
ご

朧
雫
贓
宅
輌
…T

市
宅
地
ゞ

猪
住
土
…(( N T T - A 型)

( N T T - A 型) 計 (8,910
)

@ 鯖 駒⑲ @⑱1.阪神 淡 路地域の復興対策の取扱いについては、 事業の進捗状況をみながら、 予算配分の段階

で所要の事業費を確保することとする。
2.土地区画整理事業には、 緊急地方道路整備事業及び N T T - B 型事業を含む。

3.土地区画整理事業、 安全市街地形成土地区画整理事業、 緑住まちづくり推進事業、 街区高
度利

用土地区画整理事業には、 公共投資重点化枠を含む。
4.田園居住区整備事業の上段 ( ) 書は、都市計画課所管分を含む。
5.都市開発資金融通特別会計の財源として、 国費のほかに 8年度自己資金2,500百万円及び

財投

資金600百万円 (前年度自己資金2,100百万円及び財投資金1,500百万円) がある。

③

農
住
組
合
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
対
す
る
補

助
対
象
地
域
の
拡
大

市
街
化
区
域
内
農
地
や
耕
作
放
棄
地
の
計
画
的
な
宅
地

化
を
誘
導
し
、
良
好
な
住
宅
宅
地
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、

農
住
組
合
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
対
す
る
道

路
特
会
補
助
制
度
の
補
助
対
象
地
域
を
県
庁
所
在
都
市
等

の
地
方
都
市
地
域
等
に
拡
大
す
る
。

五

市
街
地
再
開
発
事
業
等
予
算

市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
公
共

施
設
の
整
備
並
び
に
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
を
一

体
的
に
行
う
事
業
で
あ
り
、
都
市
機
能
の
更
新
整
備
、
既

成
市
街
地
の
防
災
拠
点
の
形
成
、
良
好
な
市
街
地
住
宅
の

供
給
、
商
業
市
街
地
の
振
興
整
備
な
ど
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
て
い
る
。
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
七
年
三
一月
末

現
在
、
全
国
三
一六
ヶ
所

(都
市
局
所
管
分
)
で
実
施
中

で
あ
り
、
事
業
施
行
地
区
数
は
、
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。

平
成
八
年
度
の
市
街
地
再
開
発
事
業
等
予
算
は
、
表
5

の
と
お
り
で
あ
り
、
市
街
地
再
開
発
事
業
等
管
理
者
負
担

金
補
助
等
の
予
算
額
は
、
事
業
費
約
五
四
九
億
円
で
対
前

年
度
比

一
･
0
三
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
般
会
計
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
費
補
助

は
防
災
活
動
拠
点
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
創
設
等
を
行
い
、

国
費
約
一
八
八
億
円

(都
市
局
)
で
対
前
年
度
比
一
･
○

五
と
な
っ
て
い
る
。

六

街
路
交
通
調
査
予
算

街
路
交
通
調
査
は
、
多
様
な
都
市
交
通
問
題
へ
の
対
応
、

良
好
な
市
街
地
の
形
成
等
を
図
る
た
め
、
総
合
都
市
交
通

体
系
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
を
推
進
す
る
と
と
も
に

円
滑
な
事
業
の
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る

も
の
で
、
八
年
度
予
算
額
は
事
業
費
約
三
七
億
円
、
対
前

年
度
比

一
･
○
○
と
な

っ
て
い
る
。
(表
6
)

七

多
様
な
資
金
構
成
に
よ
る
街
路
事
業

1

地
方
特
定
道
路
整
備
事
業

地
域
の
緊
急
な
課
題
に
応
え
て
早
急
に
整
備
の
必
要
が

あ
る
道
路
に
つ
い
て
、
建
設
省
が
自
治
省
と
協
調
し
、
補



助
事
業
と
あ
わ
せ
て
単
独
事
業
を
活
用
す
る
地
方
特
定
道

路
整
備
事
業
を
平
成
八
年
度
以
降
も
平
成
一
二
年
ま
で
継

続
し
て
実
施
す
る
。

@

N
T
T
I
A
型
事
業

N
T
T
-
A
型
事
業
は
、
公
共
施
設
の
整
備
に
よ
り
利

益
が
生
じ
る
事
業
に
お
い
て
当
該
施
設
整
備
に
要
す
る
費

用
に
つ
い
て
N
T
T
株
式
を
原
資
と
し
た
国
の
無
利
子
貸

付
を
行
い
、
利
益
で
還
元
す
る
も
の
で
あ
る
。

都
市
局
関
連
で
は
、
①
緊
急
都
市
開
発
関
連
街
路
事
業

表 5 平成 8年度市街地再開発事業等予算額 (単位 :百万円)

区 分
8年度予算額(A) 7年度予算額(B) 倍率(A/B)

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

型R
き〉

計
襁
会
観
般
秀
発
一 鯛

⑧蝋囎憾
轤
⑭嶽嶽

鰍纖鬱
銘
芻
45

85

一

匁
虹
姫

範
一

戦
123
672

機
216

蝋
解
く

く

634
蛆
224
295
の

蛇
趨
く

05
⑨
①
"
↓

05
㈲
⑪
卸
一

計
躍
〉転饌

ふら
ふら 蝋職塞 芻鶯鱗⑭嶽嶽

設

急

施

急

緊

共

業
紫

発

公

事
発

開

運
業

備
開

再

開
事

整
再
業
化
業
発
進

区
連
事
性
事
開
促

街
関
達
活
進
再
億

宅

災
促
域
促

市
整

住
防

地

都

408

300

一

物

邸
199

一

筋

能

一

先

後

綿

一

皿

郎

卸

一

一

の

00

-

一

皿

共同駐車場整備促進事業 躍 608 廓 545 蛇 氾

絲鱸
道

螂鱗 獨隧 獨鯛 鵬⑳ 織園l.一般会計については、都市局予算のみ計上。
2,市街地再開発事業(一般会計)には者l柿活力再生拠点整備事業を含む。
3.道路整備特別会計には、緊急地方道路整備事業分を含む.
4,防災関連再開発緊急促進事業の額には、地域活性化再開発緊急促進事業の継続分を含む.

(工
場
跡
地
の
再
開
発
等
に
関
連
し
て
必
要
な
街
路
事

業
)、
②
公
共
交
通
関
連
歩
行
者
専
用
道
路
整
備
事
業

(公
共
交
通
機
関
相
互
等
を
連
絡
す
る
歩
行
者
専
用
道
路

整
備
)、
③
駅
部
一
体
整
備
型
連
続
立
体
交
差
事
業

(駅

部
建
築
物
整
備
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
既
設
線
の
連
続
立
体

交
差
整
備
)、
④
連
続
立
体
交
差
緊
急
整
備
事
業

(線

増
事
業
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
既
設
線
の
連
続
立
体
交
差

整
備
)、
⑤
民
活
区
画
整
理
緊
急
促
進
事
業

(組
合
等
が

施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
都

市
計
画
施
設
の
う
ち
、
開
発
利
益
を
充
て
て
整
備
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
整
備
)
の
五
事
業
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。

八

お
わ
り
に

表 6 平成 8年度街路交通調査予算額 (単位 :百万円)

区 分
8年度(A) 前年度(B) 倍率(A/B)

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

交
街
総
大
都
沿
地

連
居

市
土

査

査

査

査

査

査

査

査

査

査

査

74

330

852

節

齢

m

90

92

範

103

082

L

L

四
筋
781

26

6

4

節

32

16

37

374

74

331

855

第

齢

鱒

幻

靴

範

103

082

L

L

74

127

782

26

6

4

第

32

16

37

374

卸
即
御
節
卸
卸
鵬
卸
節
即
卸

側

の

皿

"

"

卸

鯰

皿

節

側

側

合 計 鋤 靴 彌 駝 螂 則

都
市
化
の
進
展
に
加
え
、
都
市
生
活
ニ
ー
ズ
が
高
度
化
、

多
様
化
す
る
な
か
で
、
都
市
内
道
路
の
重
要
性
が
ま
す
ま

す
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
街
路
整
備
は

遅
れ
て
お
り
、
補
助
の
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
事
業
を
推

進
す
る
必
要
が
あ
り
、
関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
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道
路
法
施
行
令
の
二
部
を
暎
並
す
る
麒
令
の

運
用
止
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

一三
三
一ニニニニニニニニ
三
三
三
一一言
ニニニ
ニ
三
一=一三
ニ
ニニーニ一言
三
室
三
三
三
一一室
言
一三
=三
一三
屋
三
一一三
=室
三
=≦
一二
三
ニニニニ三
三
三
室
三
三
ニ
ニニニニニニニ≦
=二
言
三
三
一ニーニーニ三
三
三
一ニーニ
ニ三
三
三
ニ三
=三
三
=三
一一室
三
三
三
言
一二
三
三
三
=三
ニ
ニニ
三
一ニ一二
三
三
室
一三
ニーニ三
河

の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
額
の
五
0
%
に
減
額
す
る
こ
と
と
し

一

は
じ
め
に

昨
年

一
〇
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た

｢道
路
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
七
年
政
令
第
三
六
三

号
)｣
l
占
用
の
期
間
の
部
分
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か

ら
、
占
用
料
の
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
八
年
四
月
一
日
か

ら
の
施
行
-
の
運
用
上
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
平

成
七
年
三

月
一
七
日
付
け
道
路
局
長
通
達
、
平
成
八
年

一
月
二
六
日
付
け
道
路
局
長
通
達
及
び
同
日
付
け
路
政
課

長
通
達
等
に
よ
り
示
さ
れ
、
ま
た
、
今
回
の
占
用
料
の
改

正
に
あ
わ
せ
て
電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
軽
減

措
置
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
行
わ
れ
、
道
路
局
長
通
達
等

が
発
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
通
達
等
に
お

い
て
、
改
正
後
の
事
務
上
の
指
針
等
が
示
さ
れ
る
と
と
も

に
必
要
な
通
達
の
改
廃
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

二

通
達
の
概
要
に
つ
い
て

1

地
方
建
設
局
、
関
係
公
団
等
に
対
す
る
道
路
局
長
通

達

｢｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
の

一
部
改
正
等
に
つ
い
て
｣
(平
成
八
年
一
月
二
六
日
付

け
建
設
省
道
政
発
第
二
号
等
)

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭

和
四
二
年
三

月
一
三
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
九
〇

号
)
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の
改
正
に
よ
り
必
要
と

な
っ
た
文
言
の
修
正
等
を
行
う
と
と
も
に
、
次
の
よ
う

な
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

○

地
下
鉄
出
入
ロ
案
内
標
識
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

た
。
こ
れ
は
、
地
下
鉄
出
入
ロ
案
内
標
識
は
、
バ
ス

停
留
所
標
識
等
と
同
様
の
公
益
性
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
減
額
措
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

P
H
S
無
線
基
地
局
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
占

用
実
態
等
に
か
ん
が
み
、
平
成
八
年
度
以
降
も
引
き

続
き
現
行
の
額
と
す
る
こ
と
と
し
た

(平
成
八
年
一

月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
号
路
政
課
長
通

達
参
照
)。

③

占
用
料
の
特
例

(経
過
措
置
)
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

イ

甲
地
に
存
す
る
看
板
、
工
事
用
施
設
等
の
占
用
料

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
現
行
の
占
用
料
の
二
倍

を
限
度
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

通
達
上
掲
げ
ら
れ
て
い
る
占
用
物
件
は
商
業
地
地



目
を
適
用
し
て
占
用
料
を
算
定
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
特
例
措
置
を
設
け

な
か
っ
た
場
合
、
現
行
の
占
用
料
の
三
倍
を
超
え
る

も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
分
の
間
、
現
在
徴
収
し

て
い
る
占
用
料
の
二
倍
を
限
度
と
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

口

既
存
の
占
用
物
件
に
つ
い
て
占
用
料
が
増
額
と
な

る
場
合
に
お
け
る
占
用
料
の
特
例
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

①

電
気
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者
及
び
第
一
種
電
気
通

信
事
業
者
が
設
け
る
占
用
物
件
に
係
る
占
用
料
に
つ

い
て
は
、
占
用
料
の
支
払
い
業
務
を
行
っ
て
い
る
事

業
所
ご
と
に
算
出
し
た
占
用
料
の
額
が
前
年
度
の
占

用
料
の
額
に
一
･
一
を
乗
じ
て
得
た
額

(以
下

｢調

整
占
用
料
額
｣
と
い
う
。)
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
調
整
占
用
料
額
を
も
っ
て
当
該
年
度
の
占
用
料

額
と
し
た
。

②

①
以
外
の
占
用
物
件
に
係
る
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

各
占
用
物
件
ご
と
に
算
出
し
た
占
用
料
の
額
が
調
整

占
用
料
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
調
整
占
用
料

額
を
も
っ
て
当
該
年
度
の
占
用
料
額
と
し
た
。

経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
業
者
の
負
担

の
急
増
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
設
け
る
こ
と
と
し
た

が
、
電
気
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者
及
び
第
一
種
電
気

通
信
事
業
者
と
そ
れ
以
外
の
者
を
区
別
し
た
の
は
、

電
気
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者
及
び
第
一
種
電
気
通
信

事
業
者
に
つ
い
て
は
同
一
事
業
者
の
中
で
占
用
料
が

引
き
上
が
る
物
件
と
引
き
下
が
る
物
件
を
あ
わ
せ
て

持
つ
た
め
、
個
別
の
占
用
物
件
ご
と
に
一
･
一
を
乗

じ
る
こ
と
で
は
他
の
事
業
者
と
の
関
係
で
不
公
平
と

な
る
た
め
、
公
平
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
措
置
は
、
本
政
令
が
施
行
さ
れ
る
前

の
平
成
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
許
可
を
受
け
た
占

用
物
件
に
係
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
平
成
八
年
四
月

一
日
以
降
の
新
規
許
可
物
件
に
つ
い
て
は
対
象
外
で

あ
り
、
例
え
ば
、
平
成
九
年
度
の
占
用
料
の
算
定
に

お
い
て

｢前
年
度
の
占
用
料
｣
に
平
成
八
年
四
月
一

日
以
降
の
新
規
許
可
物
件
に
つ
い
て
含
む
も
の
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
平
成
九
年
度
当
初
の
占
用
料
を
算

定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に

許
可
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
は
平
成

七
年
度
の
占
用
料
の
額
を
一
･
一
×

一
･
一
=
二

･

二
一
倍
に
し
、
平
成
八
年
四
月
一
日
以
降
許
可
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
新
政
令
に
基
づ
き
計
算

し
、
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
算
出
さ
れ
た
額
を
足
し
あ
わ

せ
て
事
業
者
の
占
用
料
の
額
と
す
る
こ
と
と
な
る
。

ハ

乙
地
か
ら
甲
地
に
編
入
さ
れ
た
相
模
原
市
に
つ
い

て
は
、
別
途
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。

燭

光
ア
ク
セ
ス
装
置
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
｢変

圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電
話

所
｣
の
項
目
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
支
線
柱
に

つ
い
て
は
、
｢そ
の
他
の
柱
類
｣
の
項
目
を
適
用
す

る
こ
と
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

支
線
柱
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

｢電
柱
｣
又

は

｢電
話
柱
｣
の
単
価
を
適
用
し
て
き
た
が
、
｢そ

の
他
の
柱
類
｣
の
占
用
料
算
定
の
際
の
積
算
根
拠

を
見
直
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
該
項
目
の
単
価

を
用
い
る
こ
と
と
し
た

(平
成
八
年

一
月
二
六
日

付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
号
路
政
課
長
通
達
参
照
)。

③

｢バ
ス
停
留
所
標
識
｣
に
つ
い
て
は
、
占
用
物
件

の
占
用
料
に
係
る
項
目
の
適
用
を
明
確
化
す
る
こ
と

と
し
た
。

㈱

占
用
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
政
令
改
正
等
を
受
け

て
、
高
架
道
路
の
路
面
下
の
占
用
物
件
等
占
用
物
件

ご
と
に
上
限
を
定
め
て
運
用
し
て
い
た
取
扱
い
を
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
P
H
S
無
線
基
地
局
の
占
用
の
期
間
に
つ

い
て
は
、
平
成
七
年
三

月
一
七
日
付
け
道
路
局
長

通
達

｢道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

施
行
に
つ
い
て
｣
に
よ
り
す
で
に
措
置
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

の

道
路
局
長
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
現
行
の

占
用
料
条
例
の
改
正
及
び
運
用
に
際
し
て
留
意
事
項

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
占
用

料
改
正
時
に
示
さ
れ
て
い
た
項
目

(道
路
占
用
料
の

額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
占
用
料
が
道
路
の

使
用
の
対
価
で
あ
る
こ
と
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
占



用
物
件
毎
に
そ
の
道
路
の
占
用
の
実
態
に
則
し
た
道

(避
雷
線
)
は
条
数
と
し
て
加
算
し
な
い
こ
と
と
し

路
価
格
を
算
出
の
上
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
等
)
に
加
え
、
今
回
の
政
令
改
正
の

各
論
部
分
の
中
心
と
な
る

｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下

に
設
け
る
線
類
｣
等
の
区
分
を
設
け
る
よ
う
努
め
る

旨
あ
る
い
は
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
占
用
者
の

事
務
負
担
が
増
え
な
い
よ
う
努
め
る
旨
等
を
示
し
、

各
道
路
管
理
者
に
条
例
の
改
正
上
等
の
注
意
を
喚
起

し
た
も
の
で
あ
る
。

2

地
方
建
設
局
、
関
係
公
団
等
に
対
す
る
路
政
課
長
通

達

｢占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成

八
年
一
月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
号
等
)

①

電
柱
又
は
電
話
柱

(以
下

｢電
柱
等
｣
と
い
う
。)

の
区
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
占
用
料
の
支
払
業

務
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
の
管
内
等
を
単
位
地
域
と

し
て
、
当
該
単
位
地
域
内
の
電
柱
等
一
本
当
た
り
の

平
均
条
数
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。
平
均
条
数
と

は
、
電
柱
等
一
本
当
た
り
に
係
る
電
線
条
数
の
平
均

値
で
あ
る
が
、
当
該
単
位
地
域
内
に
道
路
占
用
者
が

設
置
し
た
電
線
の
延
長
を
こ
う
長

(実
こ
う
長
又
は

平
均
電
柱
等
間
距
離

(三
0
m
)
に
上
記
電
線
が
架

設
さ
れ
た
電
柱
等
本
数
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。)
で

除
し
て
算
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
電
柱
の
平

均
条
数
に
つ
い
て
は
、
保
安
通
信
線
分
と
し
て
一
律

に
○
･
二
条
を
加
算
す
る
こ
と
と
し
、
架
空
地
線

た
。こ

れ
は
事
業
者
の
事
務
負
担
等
を
考
え
、
実
際
に

添
架
さ
れ
て
い
る
電
線
の
条
数
に
関
わ
ら
ず
、
例
え

ば
、
当
該
事
業
所
管
内
の
平
均
条
数
が
四
条
で
あ
れ

ば
、
当
該
事
業
者
の
電
柱
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
第

二
種
電
柱
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
回
、
電
柱
等
の
占
用
実
態

(支
持
す
る
電
線
の
条

数
)
に
応
じ
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
第
一
種
電
柱
か
ら
第
三
種
電
柱
等
に
区
分
し
た
が
、

そ
の
改
正
趣
旨
を

(支
持
す
る
電
線
の
条
数
が
少
な

け
れ
ば
占
用
料
を
少
な
く
徴
収
し
、
条
数
が
多
け
れ

ば
占
用
料
を
多
く
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
を
一
本
単

位
で
は
な
く
エ
リ
ア
単
位
で
実
現
す
る
と
い
う
意
味

で
)
実
現
し
つ
つ
、
事
業
者
の
事
務
負
担
等
を
考
え
、

運
用
上
こ
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
電
柱
等
の
新
設
に
当
た
っ
て
の
占
用

料
に
つ
い
て
も
、
当
該
電
柱
の
支
持
す
る
電
線
の
条

数
に
関
わ
ら
ず
、
平
均
条
数
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

②

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類

(以
下

｢共
架
電
線
等
｣
と
い
う
。)
の
延
長
の
取
扱
に
つ

い
て
は
、
占
用
料
の
支
払
業
務
を
行
っ
て
い
る
事

業
所
の
管
内
等
を
単
位
地
域
と
し
て
、
電
柱
等

一

本
当
た
り
の
平
均
電
線
長
に
共
架
に
係
る
電
柱
等

の
本
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。

電
柱
等
一
本
当
た
り
の
平
均
電
線
長
と
は
、
電
柱

等

一
本
当
た
り
に
係
る
電
線
延
長
の
平
均
値
で
あ

る
が
、
平
均
電
柱
等
間
距
離

(三
0
m
)
に
平
均

条
数
を
乗
じ
る
方
法
、
又
は
当
該
単
位
地
域
内
に

当
該
道
路
占
用
者
が
設
置
し
た
電
線
の
延
長
を
そ

の
電
線
が
架
設
さ
れ
て
い
る
電
柱
等
の
本
数
で
除

す
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

電
力
事
業
者
に
係
る
共
架
電
線
等
の
延
長
に
つ
い

て
は
、
平
均
電
柱
間
距
離
を
三
0
m
、
電
線
条
数

を
三
条
と
し
て
、
こ
れ
に
道
路
を
占
用
し
て
い
る

共
架
電
柱
の
本
数
を
掛
け
合
わ
せ
て
求
め
る
。

こ
れ
も
、
事
業
者
の
事
務
負
担
を
考
え
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
共
架
電
線
に
つ
い
て
は
共
架
柱
一
本
当

た
り
で
占
用
料
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の

よ
う
な
事
務
の
運
用
を
踏
ま
え
て
、
簡
便
な
方
法

に
よ
り
電
線
延
長
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
平
均
電
線
長
の
把
握
が
困
難
な

場
合
、
サ
ン
プ
ル
調
査
等
他
の
適
切
な
代
替
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
い
ず
れ
の
方
法
に

よ
る
か
は
、
個
々
の
道
路
占
用
者
の
設
備
管
理
の

実
態
等
に
照
ら
し
、
当
該
占
用
者
の
事
務
負
担
が

最
小
と
な
る
よ
う
決
め
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
道
路
管
理
者
が
す
で
に
電
柱
等
区
分
又

は
共
架
電
線
等
の
延
長
の
実
態
を
す
べ
て
把
握
し

て
い
る
場
合
に
は
、
印
、
②
の
よ
う
な
取
扱
い
を

す
る
必
要
は
な
い
が
、
新
た
に
占
用
料
の
額
を
算

定
す
る
た
め
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、



道
路
管
理
者
自
ら
の
負
担
に
お
い
て
行
う
も
の
と

3

地
方
建
設
局
、
関
係
公
団
等
に
対
す
る
道
路
局
長
通

し
、
事
業
者
の
事
務
負
担
及
び
費
用
負
担
を
増
や

達

｢電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い

さ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

(平
成
八
年

一

に
つ
い
て
｣
及
び
路
政
課
長
通
達

｢電
線
類
の
地
中
化

月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
路
局
路
政
課
道
路
利
用

に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
八

調
整
室
課
長
補
佐
事
務
連
絡
参
照
)。

年
一
月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
号
及
び
第
五

地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
線
類
と
は
、
電

号
等
)

さ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

(平
成
八
年

一

月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
路
局
路
政
課
道
路
利
用

調
整
室
課
長
補
佐
事
務
連
絡
参
照
)。

③

地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
線
類
と
は
、
電

線
共
同
溝
又
は
キ
ャ
ブ
等
に
収
容
さ
れ
る
電
線
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
キ
ャ
ブ
内
に
設
置
さ
れ
て

い
る
電
線
に
つ
い
て
は
、
防
護
管
に
収
容
さ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
が
、
防
護
管
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

地
下
電
線
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

剥

第
三
セ
ク
タ
ー
の
地
下
鉄
道
事
業
者
の
占
用
料
の

減
額
率
を
公
法
人
の
出
資
比
率
等
に
応
じ
て

｢第
%

｣
、
｢
20
%
｣
、
｢
15
%
｣
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
｢
25
%
｣
を

｢
17
%
｣
、
｢
20
%
｣
を

｢
13

%
｣
、
｢
15
%
｣
を

｢
10
%
｣
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ

る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
は
、
今
回
の
政
令
改
正
に
お
い
て
、
占
用
料

を
算
定
す
る
際
の
地
下
の
修
正
率
を
1
/
2
か
ら
1

/
3
に
引
き
下
げ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
措
置
し
た
も

の
で
あ
る
。

③

そ
の
他

｢共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線

類
｣、
｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
線
類
｣

の
項
目
を
設
け
た
こ
と
か
ら
、
電
線
の
占
用
料
の

減
額
等
に
係
る
通
達
の
改
廃
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

0
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
以
降
、

①

道
路
の
上
空
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
類
を
撤
去

し
道
路
の
地
下
に
埋
設
す
る
た
め
に
、
新
た
に
占
用

許
可
を
受
け
て
地
中
に
設
け
た
、
又
は
設
け
る
電
線

類

(｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
線
類
｣
と

し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。)
及
び
こ

れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
物
件

(変
圧
器
等
の
地
上
機

器
を
い
う
。
以
下
同
じ
)

②

電
線
類
が
上
空
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
道
路
に
お

い
て
、
新
た
に
道
路
占
用
を
受
け
て
地
下
に
設
け
た
、

又
は
設
け
る
電
線
類

(｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に

設
け
る
線
類
｣
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を

除
く
。)
及
び
こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
物
件

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
政
令
で
定
め
る
額
の
六
分
の
一

の
額
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
②
の
対
象
物

件
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
類
地
中

化
協
議
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
基
本
構
想
に
基
づ
き
、

都
市
の
再
開
発
等
に
あ
わ
せ
て
総
合
的
な
都
市
造
り
の

一
環
と
し
て
先
行
的
に
地
中
化
を
行
う
地
域
に
お
い
て

地
中
化
す
る
場
合
に
設
置
す
る
物
件
を
い
う
も
の
で
あ

"る
0電

線
類
の
地
中
化
の
際
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
占

用
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
昭
和
六
三
年
度
か
ら

軽
減
措
置
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
、
設
備
の
許
可
を
受
け
た
時
期
に
よ
り
、
減
額
す
る

対
象
物
件

(変
圧
器
等
の
地
上
機
器
を
含
む
か
否
か
)、

減
額
率
が
異
な
っ
て
き
た
が
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
と
と

も
に
、
対
象
物
件
が
許
可
を
受
け
た
時
期
を
昭
和
六
二

年
ま
で
と
し
た
。
今
回
の
政
令
改
正
に
よ
り
、
電
線
類

の
地
中
化
が
促
進
さ
れ
る
よ
う

｢地
下
電
線
｣
の
項
目

の
新
設
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
電
線
管
理
者

が
単
独
で
地
中
化
を
実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
地
中

化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
な
お
一
層
の
軽
減
措
置
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
特
例
措
置

を
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
地
下
電
線
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
政
令
で
定
め
る
額
の
1
/
6
に

減
額
す
る
必
要
は
な
い
。

三

お
わ
り
に

占
用
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
二
年
に
現
行
の
占
用
料

制
度
が
創
設
さ
れ
て
以
来
制
度
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
変
更

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
今
回
は
じ
め
て
大
幅
に
見
直

し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
運
用
上
、
疑
義
が
生
ず
る
場

合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
が
円
滑
な
業
務
の
遂

行
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



参
考
--
-
I
l
"

建
設
省
道
政
発
第
一
〇
一
号

平
成
七
年
一
一
月

一
七
日

各
地
方
建
設
局
長
等

あ
て

建
設
省
道
路
局
長

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て

今
般
、
別
添
の
と
お
り
、
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
七
年
政
令
第
三
六
三
号
)
が
公
布
さ
れ
、
同
政
令
中
、
道
路
法
施

行
令

(昭
和
二
七
年
政
令
第
四
七
九
号
)
第
九
条
の
改
正
規
定

(占
用
の

期
間
の
最
高
限
度
の
延
長
)
は
公
布
の
日

(平
成
七
年
一
〇
月
二
五
日
)

か
ら
施
行
し
、
ま
た
、
別
表
の
改
正
規
定

(占
用
料
の
見
直
し
)
は
、
平

成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い

て
は
、
下
記
事
項
に
留
意
の
う
え
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

な
お
、
今
般
の
政
令
改
正
に
伴
う

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特

別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和

四
二
年
二

月
一
三
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
九
〇
号
)
の
一
部
改
正
等

に
つ
い
て
は
、
お
っ
て
通
知
す
る
予
定
で
あ
る
。

記

1

政
令
改
正
の
趣
旨
等

の

政
令
改
正
の
趣
旨

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
規
制
緩
和
の
推
進
を
図
る
観
点
か
ら
、

下
水
道
管
、
ガ
ス
管
等
以
外
の
占
用
物
件
の
占
用
の
期
間
の
最
高
限

度
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
経
済
情
勢
の
変
動
等
に
か
ん
が
み
、
指

定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
等
を
改
定
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

②

政
令
改
正
の
理
由

建
設
大
臣
が
管
理
す
る
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
占
用
料

は
、
政
令
で
そ
の
額
を
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
占
用
料
は
昭

和
六
二
年
に
見
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
間
に

①

平
成
七
年
六
月
か
ら
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
防
災
上
、
景
観
上
等
の
観
点
か
ら
電

線
類
の
地
中
化
を
推
進
し
て
い
く
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る

こ
-と

②

占
用
料
制
度
の
基
礎
と
な
る
固
定
資
産
税
評
価
額
及
び
国
有
財

産
法
に
基
づ
く
国
有
財
産
の
使
用
料
率
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
こ

な
ど
の
理
由
か
ら
、
今
回
、
占
用
料
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
-と
0

2

政
令
改
正
の
概
要

黛

占
用
の
期
間
の
最
高
限
度
の
延
長

(第
九
条
関
係
)

一
般
占
用
物
件
の
占
用
の
期
間
の
最
高
限
度
を
三
年
か
ら
五
年
に

改
め
た
こ
と

(第
九
条
関
係
)。

②

占
用
料
の
見
直
し

(別
表
関
係
)

地
下
街
等
定
率
制
の
物
件
の
占
用
料
を
求
め
る
際
に
近
傍
類
似
の

土
地
の
時
価
に
乗
じ
る
率
を
改
め
る
と
と
も
に
、
定
額
制
の
物
件
の

占
用
料
の
額
を
以
下
の
よ
う
に
改
め
た
こ
と
。

①

法
第
三
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
関
係

ィ

電
柱
に
添
架
さ
れ
た
電
線
の
占
用
実
態
に
応
じ
た
占
用
料
を

徴
収
す
る
た
め
、
｢電
柱
｣
及
び

｢電
話
柱
｣
の
項
を

｢第
一

種
電
柱
｣、
｢第
二
種
電
柱
｣
及
び

｢第
三
種
電
柱
｣
並
び
に

｢第
一
種
電
話
柱
｣、
｢第
二
種
電
話
柱
｣
及
び

｢第
三
種
電
話

柱
｣
の
項
に
そ
れ
ぞ
れ
三
分
割
し
た
こ
と
。

口

｢街
灯
｣
の
項
を
削
除
し
た
こ
と
。

ハ

｢そ
の
他
の
も
の
｣
の
項
の
う
ち
、
｢長
さ
一
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年
｣
の
項
を

｢共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線

類
｣
及
び

｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
｣
の
項

に
二
分
割
し
た
こ
と
o

二

｢路
上
に
設
け
る
変
圧
器
｣
及
び

｢地
下
に
設
け
る
変
圧
器
｣

の
項
を
設
け
た
こ
と
。

ホ

｢送
電
塔
｣
の
項
を
削
除
し
た
こ
と
。

②

法
第
三
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
物
件
関
係

イ

管
径
区
分
を
占
用
実
態
に
応
じ
た
区
分
と
す
る
た
め
、
｢外

径
が
○
･
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
｣
の
項
を

｢外
径
が
○
･

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
｣、
｢外
径
が
○
･
一
メ
ー
ト
ル
以

上
0
･
一
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
｣
及
び

｢外
径
が
○
･

一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
○
･
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
｣
の
項

に
三
分
割
し
た
こ
と
o

口

｢法
第
三
五
条
に
規
定
す
る
事
業
の
た
め
に
設
け
る
も
の
、

法
第
三
六
条
に
規
定
す
る
も
の
及
び
第
九
条
に
規
定
す
る
石
油

管
｣
及
び

｢そ
の
他
の
も
の
｣
の
項
を
合
わ
せ
、
｢法
第
三
二

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
物
件
｣
の
項
に
統
一
し
た
こ
と
。

③

法
第
三
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
法
第
三
二
条

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
関
係

｢法
第
三
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
｣

の
項
に
統
一
し
た
こ
と
。

④

法
第
三
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
関
係

｢上
空
又
は
地
下
に
設
け
る
通
路
｣
の
項
を

｢上
空
に
設
け
る

通
路
｣
及
び
｢地
下
に
設
け
る
通
路
｣
の
項
に
二
分
割
し
た
こ
と
。

⑤

第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
物
件
関
係

｢パ
ー
キ
ン
グ
･
メ
ー
タ
ー
｣
の
項
を
削
除
し
た
こ
と
。

⑥

別
表
備
考
関
係

イ

｢甲
地
｣
か
ら
尼
崎
市
を
削
除
し
、
｢甲
地
｣
に
相
模
原
市

を
加
え
た
こ
と
。

口

占
用
料
の
算
定
に
係
る

｢近
傍
類
似
の
土
地
｣
を

｢近
傍
類

似
の
土
地

(第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
休
憩
所
、
給
油
所
又
は

自
動
車
修
理
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存

し
な
い
場
合
に
は
、
立
地
条
件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形
成
上

の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地
)｣
と
し
た
こ
と
。

ハ

｢三
｣、
｢四
｣
及
び

｢五
｣
と
し
て
、
電
柱
、
電
話
柱
及
び

共
架
電
線
に
係
る
定
義
を
加
え
た
こ
と
。

3

通
達
の
改
正
等

｢P
H
s
無
線
基
地
局
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成

七
年
一
月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
号
)
(別
紙
)
記
の
4
中
、

③
を
削
除
す
る
こ
と
o

(別
添
等
省
略
)

建
設
省
道
政
発
第
二
号

平
成
八
年
一
月
二
六
日

各
地
方
建
設
局
長
等

あ
て

建

設
省
道
路

局
長

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
の
一
部
改
正

等
に
つ
い
て

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
二
年
三

月
ニ
ニ
日
付
け
建
設

省
道
政
発
第
九
〇
号
)
等
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
の
で
、
そ
の
運
用
に

遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

1

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
付
け

建
設
省
道
政
発
第
九
〇
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

1

記
1
中
｢陸
運
事
務
所
｣
を
｢地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
｣
に
改

め
る
。

2

記
3
、
②
、
⑬
、
◎
中

｢、並
び
に
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
が
建

設
し
、
保
有
し
、
又
は
大
規
模
な
災
害
復
旧
事
業
を
行
う
鉄
道
施
設
｣



を
削
除
す
る
。

3

記
3
、
②
、
国
、
@
㈲
中

｢電
気
事
業
者
｣
を

｢電
気
事
業
者

(卸
供
給
事
業
者
を
除
く
。)｣
に
改
め
る
。

4

記
3
、
②
、
国
、
◎
、
0
中

｢バ
ス
停
留
所
標
識
｣
を

｢バ
ス
停

留
所
標
識
、
地
下
鉄
出
入
ロ
案
内
標
識
｣
に
改
め
る
。

5

記
3
、
②
、
㈱
、
◎
、
同
を
削
除
す
る
。

6

記
3
、
③
中
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

齢

甲
地
に
存
す
る
占
用
物
件
で
あ
る
広
告
塔
、
上
空
に
設
け
る
通

路
、
地
下
に
設
け
る
通
路
、
道
路
法
第
三
二
条
第
一
項
第
六
号
に

掲
げ
る
施
設
、
看
板
、
旗
ざ
お
、
幕
、
ア
ー
チ
並
び
に
道
路
法
施

行
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び
同
条
第
三
号
に

掲
げ
る
工
事
用
材
料
の
占
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
七
年
政
令
第
三

六
三
号
)
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
法
施
行
令
に
基
づ
き
平
成
七
年

度
に
お
い
て
徴
収
さ
れ
た
占
用
料
の
額
の
二
倍
を
限
度
と
す
る
も

の
と
す
る
。

⑬

既
存
の
占
用
物
件
に
つ
い
て
占
用
料
が
増
額
と
な
る
場
合
に
お

け
る
占
用
料
の
額
の
特
例

(経
過
措
置
)
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
存
す
る
場
合
に
は
、

地
方
建
設
局
長
若
し
く
は
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
別
に
特
例
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

@

電
気
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者

(ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
大
口
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。)

及
び
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
が
設
け
る
占
用
物
件
に
係
る
占

用
料
の
額

平
成
八
年
度
以
降
の
各
年
度
の
占
用
料
の
額
は
、
道
路
占
用

許
可
事
務
を
行
っ
て
い
る
各
事
務
所
に
対
し
占
用
料
の
支
払
い

業
務
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
ご
と
に
算
出
し
た
占
用
料
の
額
が

前
年
度
の
占
用
料
の
額
に
一
･
一
を
乗
じ
て
得
た
額

(以
下

｢調
整
占
用
料
額
｣
と
い
う
。)
を
越
え
る
場
合
に
は
、
当
該

調
整
占
用
料
額
と
す
る
。

◎

@
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
占
用
物
件
に
係
る
占
用
料
の
額

平
成
八
年
度
以
降
の
各
年
度
の
占
用
料
の
額
は
、
各
占
用
物

件
ご
と
に
算
出
し
た
占
用
料
の
額
が
調
整
占
用
料
額
を
越
え
る

場
合
に
は
、
当
該
調
整
占
用
料
額
と
す
る
。

回

相
模
原
市
の
区
域
に
係
る
既
存
の
占
用
物
件
の
占
用
料
に
つ
い

て
は
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

7

記
4
、
の
中
岡
を
=
と
し
、
回
を

｢｢変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の
及
び
公
衆
電
話
所
｣
の
項

ガ
ス
事
業
者
が
地
上
に
設
け
る
ガ

ス
整
圧
塔
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
･
ハ
ン
デ
ィ
ホ
ン
･
シ
ス
テ
ム
無
線
基
地
局

及
び
光
ア
ク
セ
ス
装
置
に
つ
い
て
は
、
本
項
を
適
用
す
る
。｣
に
改
め

肉
と
し
、
回
を

｢｢そ
の
他
の
柱
類
｣
の
項

支
線
柱

(線
及
び
柱
に

よ
り
電
柱
を
さ
さ
え
る
も
の
)
に
つ
い
て
は
、
本
項
を
適
用
す
る
。｣

で
、
参
考
ま
で
に
通
知
す
る
。

に
改
め
回
と
し
、
的
を

｢｢第
一
種
電
話
柱
、
第
二
種
電
話
柱
、
第
三

な
お
、
郭

･
、

こ
.
、

種
電
話
柱
｣
の
項

電
気
事
業
者
が
設
け
る
電
力
保
安
通
信
設
備

(独

立
電
話
柱
)
に
つ
い
て
は
、
本
項
を
適
用
す
る
。｣
に
改
め
⑬
と
し
、

⑬
の
前
に

｢の

｢第
一
種
電
柱
、
第
二
種
電
柱
、
第
三
種
電
柱
｣
の
項

ガ
ス
事
業
者
が
設
け
る
電
磁
防
食
等
の
た
め
の
電
力
引
込
柱
に
つ
い

て
は
、
本
項
を
適
用
す
る
。｣
を
加
え
、

回
の
次
に
以
下
を
加
え
る
。

a

｢路
上
に
設
け
る
変
圧
器
｣
の
項

路
上
に
設
け
る
開
閉
器
、

低
圧
分
岐
装
置
、
高
圧
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
は
、
本
項
を

適
用
す
る
。

困

｢地
下
に
設
け
る
変
圧
器
｣
の
項

地
下
に
設
け
る
開
閉
器
、

低
圧
分
岐
装
置
、
高
圧
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
は
、
本
項
を

適
用
す
る
。

8

記
4
、
②
、
回
を
削
除
す
る
。

9

記
4
、
㈱
、
回
中

｢寮
等
へ
の
道
程
を
示
す
案
内
板
｣
を

｢寮
等
へ

の
道
程
を
示
す
案
内
板
及
び
バ
ス
停
留
所
標
識
｣
に
改
め
る
。

□

｢高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
占
用
許
可
に
係
る
事
前
教
義
お
よ
び
道

路
の
占
用
の
期
間
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
七
年
三
月
一
七
日
付
け
建
設

省
道
政
発
第
一
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

1

記
2
、
②
中

｢三
年
以
内
｣
を

｢五
年
以
内
｣
に
改
め
る
。

2

記
2
、
③
を
削
除
す
る
。

m

｢道
路
法
施
行
令
並
び
に
道
路
法
施
行
規
則
及
び
道
の
区
域
内
の
一

般
国
道
及
び
開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
｣
(昭
和
四
八
年
二
月
二
〇
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
八
号
)

記
第
2
、
1
中
｢従
前
ど
お
り
三
年
以
内
｣
を
｢五
年
以
内
｣
に
改
め
る
。

建
設
省
道
政
発
第
二
号
の
四

平
成
八
年

一
月
二
六
日

　　　　　　　
　　

建
設
省
道
路

局
長

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
の
一
部
改
正

等
に
つ
い
て

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
地
方
建
設
局
長
等
あ
て
通
達
し
た
の

な
お
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
占
用
料
条
例
等
の
改
正
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
下
記
事
項
に
留
意
の
う
え
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ

れ
た
い
。

お
っ
て
、
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
貴
管
下
道
路
管
理
者
に
対
し
て
も

周
知
さ
れ
た
い
。

記

1

現
行
の
占
用
料
条
例
の
改
正
及
び
運
用
に
際
し
て
の
留
意
事
項

の

道
路
占
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
占
用
料
が
道
路

の
使
用
の
対
価
で
あ
る
こ
と
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
占
用
物
件
毎
に

そ
の
道
路
の
占
用
の
実
態
に
期
し
た
道
路
価
格
を
算
出
の
上
、
そ
れ

を
基
礎
と
し
て
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

た
だ
し
、
水
道
事
業
、
ガ
ス
事
業
、
電
気
事
業
及
び
第
一
種
電
気

通
信
事
業
の
占
用
物
件
に
係
る
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
条
例
を
改
正

す
る
場
合
、
本
政
令
に
定
め
る
占
用
料
の
額
と
均
衡
を
失
し
な
い
よ

う
努
め
る
こ
と
o

②

条
例
の
改
正
に
よ
り
占
用
料
が
著
し
く
増
額
す
る
場
合
に
は
、
必

要
に
よ
り
経
過
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

③

道
路
法
第
三
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
は
、

｢共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
綿
類
｣
及
び

｢地
下
電
線
そ
の

他
地
下
に
設
け
る
線
類
｣
の
区
分
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

剥

地
下
埋
設
管
の
管
径
区
分
に
つ
い
て
は
、
各
道
路
管
理
者
の
管
理

す
る
道
路
に
お
け
る
地
下
埋
設
管
の
管
径
の
実
態
に
応
じ
た
区
分

(例
え
ば
、
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
及
び
一
五
セ
ン
チ
メ
1
ト
ル
)

を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
o

◎

占
用
料
の
減
免
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に

お
け
る
運
用
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

圏

条
例
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
占
用
者
の
事
務
負
担
が
増
え
な
い
よ

う
努
め
る
こ
と
o

2

通
達
の
改
正
等

の

｢道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣

(昭
和
六
二
年
九
月
二
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
六
八
号
の
四
)

は
廃
止
す
る
。

(別
添
省
略
)



建
設
省
道
政
発
第
三
号

平
成
八
年
一
月
二
六
日

各
地
方
建
設
局
道
路
部
長
等

あ
て

建

設
省
道
路

局
路

政

課
長

占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
平

成
七
年
一
一
月
一
七
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
一
〇
一
号
に
よ
り
通
達
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
通
達
の
運
用
と
し
て
、
下
記
の
と
お
り
取
り

扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

記

占
用
料
の
額
等

○

電
柱
等
の
区
分
に
つ
い
て

①

電
柱
又
は
電
話
柱

(以
下

｢電
柱
等
｣
と
い
う
。)
の
区
分
に

つ
い
て
は
、
道
路
占
用
許
可
事
務
を
行
っ
て
い
る
各
事
務
所
の

管
理
区
域
内
の
電
柱
に
つ
き
占
用
料
の
支
払
業
務
を
行
っ
て
い

る
道
路
占
用
者
の
事
業
所
の
管
内
を
一
つ
の
単
位

(道
路
占
用

者
の
設
備
管
理
体
制
に
照
ら
し
設
備
実
態
の
把
握
が
困
難
で
あ

る
場
合
に
は
、
適
切
な
設
備
管
理
ご
と
に
一
つ
の
単
位
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
下

｢単
位
地
域
｣
と
い
う
。)
と
し
て
、
当

該
単
位
地
域
内
の
電
柱
等

一
本
当
た
り
の
平
均
条
数

(以
下

｢平
均
条
数
｣
と
い
う
。)
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

(道
路
管

理
者
が
電
柱
等
区
分
の
実
態
を
す
べ
て
把
握
し
て
い
る
場
合
を

除
く
。)。

②

平
均
条
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
地
域
内
に
当
該
道
路
占
用

者
が
設
置
し
た
電
線
の
延
長
を
こ
う
長
又
は
電
柱
等
間
の
平
均
距

離

(三
〇
メ
ー
ト
ル
と
み
な
す
。)
に
上
記
電
線
が
架
設
さ
れ
た

電
柱
等
の
本
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
延
長
で
除
し
て
算
出
す
る
。

な
お
、
電
柱
の
平
均
条
数
に
つ
い
て
は
、
保
安
通
信
線
分
と
し
て

一
律
○
･
二
条
を
加
算
す
る
こ
と
と
し
、
架
空
地
線

(避
雷
線
)

は
条
数
と
し
て
加
算
し
な
い
も
の
と
す
る
。

③

②
に
お
け
る
電
線
の
延
長
は
、
電
線
が
道
路
上
に
設
置
さ
れ
て

い
る
か
否
か
、
自
社
柱
へ
の
架
設
か
他
社
柱
へ
の
架
設
か
、
道
路

管
理
者
の
管
轄
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
単
位
地
域
内
の
全
電

線
に
よ
り
算
定
す
る
。
ま
た
、
②
に
お
け
る
電
柱
等
の
本
数
は
、

当
該
電
柱
等
が
道
路
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
自
社
柱
か

自
社
の
電
線
を
共
架
し
て
い
る
他
社
柱
か
、
道
路
管
理
者
の
管
轄

如
何
に
関
わ
ら
ず
、
当
該
単
位
地
域
内
の
全
電
柱
等
の
本
数
に
よ

り
算
定
す
る
。

④

平
均
条
数
に
係
る
端
数
処
理
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
以
下
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

⑤

電
柱
等
の
区
分
の
決
定
に
係
る
電
柱
等
一
本
当
た
り
の
平
均
条

数
に
つ
い
て
は
、
占
用
料
徴
収
年
度
の
前
年
度
上
半
期
末
の
数
値

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

⑥

電
柱
等
の
新
設
に
当
た
っ
て
の
当
該
年
度
に
お
け
る
占
用
料
の

額
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
柱
等
の
支
持
す
る
電
線
の
条
数
に
関
わ

ら
ず
、
当
該
単
位
地
域
内
の
電
柱
等
の
区
分
に
基
づ
く
占
用
料
の

単
価
を
月
割
り
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

②

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
綿
類
の
延
長
の
算
定
に
つ
い
て

①

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類
(以
下
｢共
架
電
線
等
｣

と
い
う
。)
の
延
長
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
地
域
の
電

柱
等
一
本
当
た
り
の
平
均
電
線
延
長
に
共
架
に
係
る
電
柱
等
の
本

数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
電
力
事
業
者
に
係
る
共
架
電
線
等
の
延
長
に
つ
い
て

は
、
平
均
電
柱
間
距
離
を
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
平
均
条
数
を
三
条
と

み
な
し
て
、
こ
れ
に
道
路
を
占
用
し
て
い
る
共
架
に
係
る
電
柱
の

本
数
を
掛
け
合
わ
せ
て
求
め
る
も
の
と
す
る

(道
路
管
理
者
が

共
架
電
線
等
の
延
長
の
実
態
を
す
べ
て
把
握
し
て
い
る
場
合
を

除
く
。)。

②

電
柱
等
一
本
当
た
り
の
平
均
電
線
延
長
に
つ
い
て

電
柱
等
一
本
当
た
り
の
平
均
電
線
延
長
に
つ
い
て
は
、
電
柱
等

間
の
平
均
距
離

(三
〇
メ
ー
ト
ル
と
み
な
す
。)
に
平
均
条
数

(の
の
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
が
、
こ
の
場
合
、
小
数
点
第
三
位

を
切
り
捨
て
る
こ
と
と
す
る
。)
を
乗
じ
る
方
法
、
又
は
、
当
該

単
位
地
域
内
に
当
該
道
路
占
用
者
が
設
置
し
た
電
線
の
延
長
を
当

該
電
線
が
架
設
さ
れ
て
い
る
電
柱
等
の
本
数
で
除
す
る
方
法
に
よ

り
算
出
す
る

(こ
の
場
合
の
算
出
方
法
は
、
0
、
③
の
方
法
に
準

じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。)

③

①
又
は
②
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
サ
ン
プ
ル
調
査
等
、
他
の

適
切
な
代
替
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

上
記
に
挙
げ
ら
れ
た
算
定
方
法
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
は
、
個
々

の
道
路
占
用
者
の
設
備
管
理
の
実
態
等
に
照
ら
し
、
当
該
占
用
者

の
事
務
負
担
が
最
小
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

⑤

平
均
条
数
及
び
平
均
電
線
延
長
の
算
定
は
、
設
備
の
新
設
、
変

更
又
は
廃
止
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
一
回
行
う
も
の
と
し
、

占
用
料
徴
収
年
度
の
前
年
度
上
半
期
末
の
数
値
を
用
い
る
も
の
と

す
る
。

③

地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
に
つ
い
て

地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
と
は
、
電
線
共
同
溝
又
は

キ
ャ
ブ
等
に
収
容
さ
れ
る
電
線
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

回

P
H
S
無
線
基
地
局
の
占
用
料
に
つ
い
て

P
H
S
無
線
基
地
局
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
基
地
局
一
基
当
た

り
次
の
額
と
す
る
。

甲
地
二

、
一
〇
〇
円

乙
地
"

四
九
五
円

丙
地
…

三
一
〇
円

◎

ア
ー
ケ
ー
ド
に
つ
い
て

ア
ー
ケ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
額
の
八
○
%

(積
雪

の
度
が
特
に
は
な
は
だ
し
い
地
域
に
あ
っ
て
は
九
0
%
)
を
減
額
す
る
。

な
お
、
積
雪
の
度
が
特
に
は
な
は
だ
し
い
地
域
に
あ
っ
て
は
、
道

路
交
通
の
利
便
に
著
し
く
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
免
除
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
。

㈱

広
告
物
に
つ
い
て

電
柱
、
電
話
柱
、
軌
道
柱
、
街
灯
、
消
火
栓
標
識
又
は
バ
ス
･
軌

道
の
停
留
所
標
識
に
添
加
さ
れ
た
広
告

(以
下

｢添
加
広
告
｣
と
い

う
。)
及
び
建
物
、
へ
い
そ
の
他
道
路
区
域
外
の
工
作
物
又
は
物
件

に
添
加
さ
れ
、
道
路
区
域
内
に
突
出
す
る
広
告

(突
出
看
板
)
の
う

ち
、
表
裏
三
面
に
表
示
し
て
い
る
も
の
の
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め

る
額
の
三
○
%
を
減
額
す
る

(添
加
広
告
の
う
ち
、
巻
付
広
告
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
に
五
0
%
を
減
額
す
る
。
)

の

水
路
に
蓋
掛
け
し
た
通
路
で
隣
接
地
か
ら
当
該
道
路
へ
出
入
り
す

る
た
め
日
常
生
活
上
不
可
欠
な
も
の
に
つ
い
て
は
占
用
料
を
免
除
と

す
る
。

⑬

端
数
処
理
に
つ
い
て

㈱
、
⑥
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
額
を
減
額
し
た
結
果
一
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

2

通
達
の
改
正
等

印

昭
和
四
七
年
九
月
二
○
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
六
三
号

｢有
線

音
楽
放
送
施
設
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
記
3
中
、
④
を

削
除
す
る
。

②

平
成
元
年
一
〇
月
二
三
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
五
九
号
、
第
五

九
号
の
2
、
第
五
九
号
の
3

｢鉄
道
施
設
に
係
る
占
用
料
徴
収
事
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
別
紙
中
、
｢25
%
｣
を

｢17
%
｣、
｢20
%
｣

を

｢13
%
｣、
｢15
%
｣
を

｢10
%
｣
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

③

平
成
二
年
三
月
九
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
一
〇
号

｢電
気
通
信

設
備
等
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

①

記
6
、
②
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

共
同
収
容
を
利
用
し
て
、
N
C
C
が
電
線
を
敷
設
等
す
る
場
合

の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
｢共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線



類
｣
又
は

｢地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
｣
と
し
て
徴

収
す
る
。

②

記
6
、
③
を
削
除
す
る
。

㈱

平
成
三
年
三
月
二
九
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
一
号

｢道
路
管

理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
う
占
用
許
可
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

記
5
田
中
、
③
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

支
線
柱
に
つ
い
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
場
合
、
適
用
す
る
占
用
料

の
単
価
は
、
｢そ
の
他
の
柱
類
｣
の
項
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
本

柱
と
当
該
支
線
柱
を
つ
な
ぐ
ワ
イ
ヤ
ー
は

｢支
線
｣
と
な
る
た
め
、

占
用
料
は
徴
収
し
な
い
。

③

平
成
七
年
三
月
一
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
二
号

｢柱
上
光

ア
ク
セ
ス
装
置
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(別
紙
)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

①

4
、
③
中

｢三
年
｣
を

｢五
年
｣
に
改
め
る
。

②

6
、
の
を

｢R
T
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
別

表
中

｢法
第
三
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
｣
の
項
、

｢変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電
話
所
｣
の
項

を
適
用
す
る
。｣
に
改
め
る
。

③

6
、
②
中
、
｢
の
項
、
｢そ
の
他
の
も
の
｣｣
を
削
除
す
る
。

④

6
、
③
の
中
、
｢電
話
柱
｣
を

｢第
一
種
電
話
柱
、
第
二
種
電

話
柱
、
第
三
種
電
話
柱
｣
に
改
め
る
。

◎

｢占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
九
年
三
月

ニ
ニ
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
一
五
号
)
は
廃
止
す
る
。

の

｢占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
二
年
九
月

二
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
六
九
号
)
は
廃
止
す
る
。

③

｢有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
等
に
係
る
占
用
料
の
取
扱
い
に

つ
い
て
｣
(昭
和
六
二
年
九
月
二
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
七
〇

号
)
は
廃
止
す
る
。

⑨

｢占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
六
年
七
月
一

九
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
六
号
)
は
廃
止
す
る
。

建
設
省
道
政
発
第
四
号

平
成
八
年
一
月
二
六
日

各
地
方
建
設
局
長
等

あ
て

,建

設
省
道
路

局

長

電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
三
年
三
月
三
○
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第

四
三
号
、
平
成
四
年
三
月
三
一
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
九
号
、
平
成

五
年
三
月
三
一
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
二
七
号
及
び
平
成
六
年
三
月
二

五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
一
一
号
を
も
っ
て
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
平
成
八
年
四
月
一
日
以
降
の
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ

た
い
。

1

対
象
物
件

の

昭
和
六
二
年
四
月
一
日
以
降
、
道
路
の
上
空
に
設
置
さ
れ
て
い
る

電
線
類
を
撤
去
し
道
路
の
地
下
に
埋
設
す
る
た
め
に
、
新
た
に
占
用

許
可
を
受
け
て
地
中
に
設
け
た
、
又
は
設
け
る
電
線
類

『
地
下
電

線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
｣
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の

を
除
く
。)
及
び
こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
物
件

(変
圧
器
等
の
地

上
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

②

昭
和
六
二
年
四
月
一
日
以
降
、
電
線
類
が
上
空
に
設
置
さ
れ
て
い

な
い
道
路
に
お
い
て
、
新
た
に
占
用
許
可
を
受
け
て
地
中
に
設
け
た
、

又
は
設
け
る
電
線
類

『
地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
綿
類
｣

と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。)
及
び
こ
れ
ら
と
一
体

不
可
分
な
物
件

2

占
用
料
の
額

上
記
1
の
及
び
②
に
係
る
平
成
八
年
度
以
降
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

政
令
で
定
め
る
額
の
六
分
の
一
の
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
｢電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

(昭
和
六
三
年
三
月
三
○
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
三
号
、
平
成
四

年
三
月
三
一
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
九
号
、
平
成
五
年
三
月
三
一

日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
二
七
号
及
び
平
成
六
年
三
月
三
五
日
付
け
建

設
省
道
政
発
第
一
一
号
)
は
廃
止
す
る
。

建
設
省
道
政
発
第
五
号

平
成
八
年
一
月
二
六
日

各
地
方
建
設
局
長
道
路
部
長
等

あ
て

建

設
省
道
路

局
路
政

課
長

電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て

標
記
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
一
月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四

号
を
も
っ
て
道
路
局
長
か
ら
通
達

(以
下

｢通
達
｣
と
い
う
。)
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ

と
と
さ
れ
た
い
。

記

通
達
中
、
記
1
②
に
規
定
す
る
対
象
物
件
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
設
置

さ
れ
て
い
る
電
線
類
地
中
化
協
議
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
基
本
構
想

に
基
づ
き
、
都
市
の
再
開
発
等
に
あ
わ
せ
て
総
合
的
な
都
市
造
り
の
一

環
と
し
て
先
行
的
に
地
中
化
を
行
う
地
域
に
お
い
て
地
中
化
す
る
場
合

に
設
置
す
る
物
件
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
他
｢電
線
類
の
地
中
化
に
伴
う
占
用
料
の
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

(平
成
四
年
三
月
三
一
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
九
号
の
二
、
平
成

五
年
三
月
三
一
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
二
八
号
及
び
平
成
六
年
三
月

二
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
一
二
号
)
は
廃
止
す
る
。

事

務

連

絡

平
成
八
年
一
月
二
六
日

各
地
方
建
設
局
路
政
課
長
等

あ
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室
課
長
補
佐

山

岸

直

人

占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
七
年
政
令
第
三
六
三

号
)
の
施
行
に
当
た
り
、
電
柱
の
区
分
等
の
実
態
の
把
握
に
つ
い
て
は
、

下
記
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

な
お
、
貴
管
下
関
係
機
関
に
対
し
て
も
、
こ
の
旨
周
知
徹
底
方
お
願
い

す
る
。

記

道
路
管
理
者
が
占
用
料
の
額
を
算
定
す
る
た
め
に
電
柱
若
し
く
は
電
話

柱
の
区
分
又
は
共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
綿
類
の
延
長
の
実
態
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
自
ら
の
負
担
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
も
の

と
し
、
事
業
者
の
事
務
負
担
及
び
費
用
負
担
を
増
や
さ
な
い
こ
と
。



は
じ
め
に

昭
和
六
二
年
に
策
定
さ
れ
た
現
行
の
第
四
次
全
国
総
合

開
発
計
画

(四
全
総
)
は
、
西
暦
二
0
○
○
年
を
目
標
年

次
と
し
て
い
る
が
、
策
定
後
国
土
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
は
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。
平
成
四
年
か
ら
二
年
間
を
か
け
て

行
わ
れ
た
四
全
総
の
総
合
的
点
検
を
踏
ま
え
て
、
平
成
六

年
三

月
の
国
土
審
議
会
で
、｢
こ
れ
ま
で
の
金
総
計
画
の

単
な
る
継
続
で
は
な
い
新
し
い
理
念
に
基
づ
い
た
国
土
計

画

(概
ね
西
暦
二
〇
一
〇
年
を
目
標
)
の
策
定
が
必
要
｣

と
の
提
言
が
な
さ
れ
、
平
成
七
年
一
月
よ
り
同
計
画
部
会

に
お
い
て
時
代
の
変
革
に
対
応
し
た
新
し
い
全
国
総
合
開

発
計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

今
般
、
計
画
部
会
報
告
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

｢21
世

紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
｣
(以
下

｢グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
｣
と
呼
ぶ
)
は
、
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
を

広
く
国
民
の
意
見
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
た
め
、
具
体

的
施
策
等
の
検
討
に
入
る
前
に
計
画
策
定
の
基
本
方
針
を

公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
各
方
面
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
、
平
成
八
年
秋
の
｢計
画
の
中
間
案
｣
の
公
表
、

平
成
九
年
春
の
閣
議
決
定
を
目
途
に
策
定
作
業
を
進
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

一
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
の
意
義
と
役
割

本
章
で
は
、
我
が
国
が
、
戦
後
五
〇
年
の
経
済
発
展
の

結
果
と
し
て
、
明
治
以
来
の
実
質
上
の
社
会
目
標
で
あ
っ

た

｢欧
米
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
｣
を
終
え
、
価
値
観
が

量
的
豊
か
さ
を
求
め
る
経
済
発
展
優
先
か
ら

｢心
の
豊
か

さ
｣、
｢自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
｣
等
へ
と
変
化
す
る
な
か
で
、

今
、
な
ぜ
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
を
つ
く
る
の
か
、

ま
た
、
目
指
す
べ
き
方
向
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
述
べ

て

い
る
。

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
経
験
や
時
代
の
大
転
換

(地
球

時
代
、
人
ロ
減
少
･
高
齢
化
時
代
、
高
度
情
報
化
時
代
)

に
直
面
し
て
、
国
民
が
国
土
や
生
活
の
将
来
に
懸
念
を
抱

き
、
将
来
の
方
向
付
け
が
見
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、
国

土
づ
く
り
の
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
は
有
意

義
で
あ
り
、
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
指
針
と
す
る
た
め

に
、
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
は
以
下
の
よ
う
な

｢国

土
総
合
開
発
｣
に
お
け
る
理
念
の
変
化
を
踏
ま
え
た
う
え

で
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
単
な
る
経
済
的
発
展
の
た
め
の

｢開
発
｣
か
ら
、
自
然

と
の
共
存
、
国
土
の
質
的
向
上
を
重
視

②

｢開
発
｣
の
主
体
が
国
主
導
か
ら
、
地
域
の
選
択
と
責

任
に
よ
る
地
域
づ
く
り

雛
世
羅
の
鬮
量
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

-ー
ー
1新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
の
基
本
的
考
え
方
ー
-
の
概
要

国
土
庁
計
画
･
調
整
局
計
画
課



③
国
内
的
視
点
の
み
で
な
く
、
地
球
的
視
点
の
重
視

④
国
や
地
域
と
い
う
視
点
の
み
で
な
く
、
個
人
の
生
活
を

重
視
し
た
価
値
観
に
応
じ
た
暮
ら
し
の
選
択
可
能
性
の

拡
大
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
四
次
に
わ
た
る
全
総
計
画
は
、
地

域
間
格
差
の
是
正
に
つ
い
て
一
定
の
成
果
を
挙
げ
、
懸
案

の
東
京
一
極
集
中
問
題
に
つ
い
て
も
人
ロ
の
社
会
移
動
の

面
で
は
転
出
超
過
に
転
ず
る
な
ど
新
た
な
局
面
を
迎
え
て

い
る
が
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
集
中
の
程
度
は
依
然
と
し

て
高
い
一
方
、
地
方
圏
で
は
中
枢
･
中
核
都
市
か
ら
離
れ

た
地
域
を
中
心
に
地
域
の
活
性
化
が
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
全
総
計
画
の
共
通

の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

｢国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
｣
は
、
引

き
続
き
継
承
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、｢均
衡
｣
の
追
求
が

地
域
の
画
一
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
、
地
域
の
個
性
、

独
自
性
を
伸
ば
し
、
多
様
性
の
あ
る
国
土
を
形
成
し
て
い

く
方
向
で
の
施
策
展
開
が
必
要
で
あ
る
。
｢グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
｣
で
は
、
そ
の
た
め
に
は
地
域
の
自
立
を
図
る
こ
と

が
重
要
と
の
観
点
に
立
っ
て
、
施
策
展
開
の
方
向
を
説
い

て

い
る
。

二

新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
の
目
指
す
国

土
づ
く
り
の
基
本
目
標
と
望
ま
し
い
国
土
構

造
の
姿

本
章
で
は
、
国
民
の
価
値
観
の
変
化
や
新
し
い
時
代
の

流
れ
を
踏
ま
え
た
こ
れ
か
ら
の
国
土
政
策
の
理
念
を
整
理

し
、
か
か
る
理
念
と
第
一
章
で
述
べ
た
｢国
土
総
合
開
発
｣

理
念
の
変
化
を
踏
ま
え
て
国
土
づ
く
り
の
基
本
目
標
を
設

定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
土
構
造
の
面
か
ら
基
本
目
標

を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
国
土
政
策
が
目
指
す
べ
き
国
土

構
造
の
望
ま
し
い
姿
を
提
示
し
て
い
る
。

ー

国
土
づ
く
り
の
基
本
目
標

こ
れ
か
ら
の
国
土
政
策
の
理
念
と
し
て
以
下
の
視
点
が

重
要
で
あ
る
o

①
人
や
企
業
の
活
動
が
国
境
を
超
え
た
形
で
広
が
る
な
か

で
、
我
が
国
を
個
々
人
や
企
業
に
と
っ
て
よ
り
魅
力
あ

る
も
の
と
す
る
こ
と

②
人
ロ
減
少
･
高
齢
化
時
代
の
な
か
で
、
国
や
地
域
を
よ

り
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
す
る
た
め
、
性
、
年
齢
を

問
わ
ず
国
民
一
人
一
人
を
大
切
な
知
的
資
源
と
し
て
捉

'え
る
↓
こ
、と

③
国
土
に
展
開
す
る
自
然
は
現
代
世
代
が
将
来
世
代
と
共

有
す
る
財
産
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
生
物
多
様
性

と
健
全
な
自
然
の
物
資
循
環
に
基
礎
を
置
い
た
人
と
自

然
の
共
存
を
目
指
す
こ
と

④
世
界
の
中
の
日
本
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
地
球
環
境

問
題
の
解
決
や
基
礎
研
究
、
学
術
･
文
化
等
の
面
で
人

類
史
的
貢
献
を
目
指
す
と
と
も
に
、
世
界
に
お
け
る
我

が
国
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
創
出
し
て
い

ノ、
こ
1と

こ
れ
か
ら
の
五
〇
年
を
展
望
し
た
国
土
づ
く
り
の
基
本

目
標
と
し
て
、
二
一
世
紀
の
世
界
に
お
け
る
国
土
開
発
の

モ
デ
ル
と
な
り
う
る

｢生
活
の
豊
か
さ
と
自
然
環
境
の
豊

か
さ
を
両
立
す
る
世
界
に
開
か
れ
た
活
力
あ
る
国
土
の
構

築
｣
を
掲
げ
る
。

2

望
ま
し
い
国
土
構
造

現
在
の
国
土
構
造
は
経
済
面
を
中
心
と
す
る
欧
米
へ
の

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
と
い
う
二
〇
世
紀
の
歴
史
的
発
展
段
階

を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
人
々
の

価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
及
び
時
代
の
大
き
な

転
換
を
踏
ま
え
て
、
二
一
世
紀
の
文
明
的
状
況
に
ふ
さ
わ

し
い
国
土
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
太
平
洋
ベ

ル
ト
地
帯

(第
一
国
土
軸
)
の
形
成
か
ら
東
京
一
極
集
中

へ
と
つ
な
が
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
国
土
構
造
の
流
れ
を

明
確
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
○
世
紀
型
都
市
、
産
業
文
明
の
波
に
洗
わ
れ
る
こ
と

の
少
な
か
っ
た
第
一
国
土
軸
か
ら
離
れ
た
北
東
地
域
、
西

南
地
域
、
日
本
海
沿
岸
地
域
に
お
い
て
、｢新
し
い
国
土
軸
｣

を
形
成
し
、
過
去
の
長
い
歴
史
･
文
化
の
流
れ
と
海
域
を

含
む
多
様
な
自
然
環
境
を
生
か
し
た
新
し
い
日
本
文
化
と

生
活
様
式
の
創
造
を
目
指
す
。
｢新
し
い
国
土
軸
｣
は
、
｢気

候
、
風
土
等
の
自
然
的
、
地
理
的
条
件
及
び
文
化
的
条
件

等
に
お
い
て
共
通
性
を
有
す
る
地
域
の
連
な
り
で
あ
っ
て
、

交
通
、
情
報
通
信
イ
ン
フ
ラ
の
も
と
で
、
人
、
物
、
情
報

の
密
度
の
高
い
交
流
が
行
わ
れ
、
人
々
の
価
値
観
に
応
じ

た
就
業
と
生
活
を
可
能
に
す
る
国
土
の
広
い
範
囲
に


